
第3章

放送革命の幕開け

放送分野に急速 な変革の波が押 し寄せている。

大正14年 、(社)東 京放送局 によってラジオ放送が開始 されて以来、今 日まで、放送 は国民生活

にな くてはな らない情報 メデ ィア として浸透 し、言論報道機関 として民主主義の発展 に寄与す る

ほか、文化の発展 と経済 の活1生化 に貢献す るな ど、重要 な役割 を果た して きた。

近年、 こうした放送分野において、急速 な技術革新の動 きが見 られている。従来、動画像 をデ

ジタル情報化 し、電波 を介 して送信す るこ とは、 そのデータ量が膨大 にな るこ とか ら困難 が多い

とされて きた。 しか しなが ら、デ ジタル技術 とそれを利用 した画像圧縮技術の発達 によ り、大量

のデータを送信す るこ とが可能 とな り、 これに伴ってチャンネル数の飛躍的 な増大や高精細 な映

像の提 供が可能 となるほか、放送 と通信の融合 も進展 してい くこ とが予想 され る。 また、デジタ

ル化 された素材 を使 い多様 な二次利用 も容易化す ることとなる。

これ らの結果、放送分野 には大 きなビジネ スチャンスが生 まれ、国内企業 による新規参入のみ

な らず、グ ローバル な規模での事業提携 や資本 の流入 ・進出等が想起 され るもので ある。 また、

放送分野 における技術革新 の成果が、視聴者 に還元 され、豊かな生活 を もた らす段階 に至ってい

るといえる。

本章で は、 まず、デ ジタル化の進展による放送の変革 について概観(第1節)し 、 こうした変

化が放送産業 に及ぼす影響(第2節 、 第3節)

ローバル に進展 している状況(第4節)

や、国民生活 に与 える影響(第5節)に

つ いて見 るこ ととす る。 さ らに、 こうし

た変革期 にあ る放送 に関す る政策 を紹介

(第6節)し 、最後 にま とめ として、今

後の課題 と展望(第7節)に つ いて触 れ

ることとす る。

にっいて解説す る。次 にこうした変革の動 きがグ
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一 ■81第3章 放送革命の幕開け

第1節r放 送のデジタル化とメディアの変貌

近年の急速 な情報通信 の高度化 に伴 い、社会経済 は大 きな変革 を遂 げ、 その動 きは更 に進展 し

ている。デジタル情報が社会 を駆 け巡 り、移動 体通信や インターネ ッ トの急速 な普及 に伴 う個人

の ライフスタイルの変化や、情報化 による産業構造の変化 がいまだ かつてないスピー ドで進展 し

ている。 こうした流 れの中で、情報通信分野の重要 な構 成要素で あ る放送 の世界 に もデ ジタル化

に伴 う急速 な変革の波が押 し寄せてい る。

本節では、21世 紀 に向けて急速 に発展す る情報通信のデジタル化の中で胎動 す る 「放送革命」

について、 その意義 と具体的 な動向につ いて概観す ることとす る。

　

1情 報通信におけるデジタル化の動向
4/＼

〆

情報通信の高度化 は、かつての市民革命や産業革命 に匹敵す る情報通信 革命 とも称 され る大 き

な変革の潮流 を生み、経済 フロンティアの拡大、国土の均衡 あ る発展 の促進 や、真 のゆ とりと豊

か さの実感で きる国民生活 を可能 とす るもの と期待 されている。 こうした情報通信 の高度化 の背

景 には、特 定の情報通信ネ ッ トワークにおけるインフラやプ ラッ トフォーム に依存 しない統合環

境 を実現す るデ ジタル技術の発達が大 きく影響 している。

第3-1-1図 デ ジタル機器 ・デジ タルサ ービスの推移
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第1節 放送のデジタル化 とメディアの変貌ll■一

現在、インターネ ッ トの世界的 な普及や文字 ・音声 ・映像等 を統合的に利用で きるマルチメデ

ィア化 が進展 している背景 には、デジタル情報処理を可能 とす るデジタル機器の発展があ る。 こ

のように、デジタル情報 を処理で きる環境が整 った ことによ り、飛躍的な情報通信の高度化が実

現 されてい るのであ る(第3-1-1図 参照)。 こうした、デジタル技術の発達 に伴 う情報通信の

高度化 によ り、社会経済活動 にお ける様 々な活動を通信ネ ッ トワーク上で行 うこ とが可能 となっ

第3-1-2図 デジタル情報量の推移
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「情 報 流 通 セ ンサ ス」(郵 政 省)に よ り作 成

(注)情 報 流 通 セ ンサ スの 計量 メデ ィア の うち 、伝 送 形 態 が デ ジ タル方 式 の

メ デ ィア、 デ ジ タル 化 され た情 報 を送 受 信 す る メデ ィア及 び デ ジ タル記

録 され た メ デ ィアの 各情 報 量 を合 計 した もの を デ ジ タル 情報 量 と した 。
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■■■闘第3章 放送革命の幕開け

てお り、 これに伴 いデジタル情報 の流通量 も増加の一途 をた どっている(第3-1-2図 参照)。

こうした情報通信分野 にあっては、放送は、現在 まで主 としてアナ ログ方式 によ り情報伝送 が

行 われて きたため、後述の ように電波資源 の有限希少1生か ら限 られたチャンネル数の中で発達 し

て きた。

放送 のデジタル化は、 このような形で発達 を遂 げて きた放送が、様 々な面 にお いて開かれた分

野へ変革す るこ とを意味す る。

21世 紀 に向 けた情報通信革命の潮流の中で、デジタル化の進展 に伴 い、放送の領域 に も革命 と

もいえる大 きな変化が起 きつつある。

2▼ デジタル化による放送の高度化

放送のデ ジタル化 は、多チャンネル化、高品質 ・高機能化等 を実現 し、 また、有 限希少 な電波

資源 の高度利用 を進 める。とりわ け中継局のために多 くの周波数 を使用 す る地上放送 においては、

周波数の効率的利用 を促進 す る。

放送メデ ィアにデ ジタル技術 を導入す るこ とで、従来 のアナログ放送 システムにはない魅力あ

る多彩なサービスを もた らす とともに、多様で高度 な機 能が実現す る。

(1)多 チャンネル化

放送 のデジタル化 によ り、同一の周波数帯域幅 を用 いた場合、従 来の伝送方式 に比べ てよ り多

くのチャンネノレ数 を確保す るこ とが可能 となる。

現在の技術で は、デジタル化 によって、 テレビジ ョン放送の場合、衛星放送及 びケーブル テレ

ビにおいては4～6倍 のチャンネル数、地上放送 においては3倍 程度 のチ ャンネル数 を それ ぞれ

確保す るこ とが可能で あるが 今後の技術開発によって、更 に多数のチャンネル を確保す るこ と

が可能 と考 えられてい る。

その結果、障害者や外国人等、従来の総合放送 によっては十分 な情報 を享受 し得 なかった者 も

含 め・視聴者 のニー ズにきめ細かに対応す る番組 の提供が可能 とな る。 また、一つの番組 を多数

のチャンネル を用 いて時間差 をつ けて放送す るこ とによって、短 い待 ち時間で ほぼ視聴者が希望

す る時間帯に視聴す るこ とがで きるニア ・ビデオ ・オン ・デマン ドの提供 も可能 とな る。 こ うし

たサービスによ り・視聴者 は自分の ライフスタイル に合わせ、好 きな番組 を選択 した り
、好 きな

時間 に視聴 した りす ることが可能 とな るのであ る。

(2)高 品質化 ・高機能化

デ ジタル技術 には・様 々な情報 をデ ジタル信号 として統一的に扱 うことがで きる といった特徴

があ る。

デジタル放送 は・ アナ ログ放送 と比較 して・画質の向上(ゴ ー ス トキャンセル処理等)
、画像処

理が容易 となるほか、新 しいサー ビスの可能性 も広が る。

放送 のデ ジタル化 においては・高度な圧縮符号化技術 を用 いて動画像 を圧縮 す ることによって
、

現行の地上放送 と同 じ周波数帯域(6MHz)で デ ジタルHDTV放 送が可能 となる
。

さ らに・デ ジタル放送では・マルチアングル放送(同 時 に複数の映像送信)
、ペ アレンタル ロッ

ク機能(dDや 電子番組案内(EPG)〔 注2)等・様 々な新 しいサービスを取 り入れ るこ とが容易 とな る
。

(3)二 次利用の促進
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第1節 放送のデジタル化とメディアの変貌醐鵬

デジタル化 された情報 は、通信分野 を含 めた様 々なメデ ィア間での相互利用が容易であ り、複

製や保管の際 に も品質の劣化が少 ない という利点 を有 している。 こうした利点 によ り、放送 ソフ

トについて も、一つの番組 を放送分野内における各 メデ ィア間で二次利用す るこ とが容易 となる

ことに加 え、通信 ネ ッ トワークやパ ッケージメデ ィア等の様々な分野 における二次利用が可能 と

なる。

この ように、放送のデ ジタル化 に伴 うワンソース・マルチユー ス型の放送 ソフ トの利用 によ り、

放送 ソフ トの有効活用が実現す るもので ある。

(4)コ ス トの低下

放送のデ ジタル化 によって、放送番組の伝送 に係 るコス トや放送番組 の制作 に係 るコス ト等 を

低下させ ることが可能 とな る。

具体的 には、伝送面 においては、 トランスポンダの分割利用が可能 とな るな ど、周波数 の効率

的な利用が促進 されることによって1チ ャンネル当た りの伝送 コス トが低廉化 し、制作面 におい

ては、映像データベース、映像 ライブラ リー等 に蓄積 されている既存の映像を利用 した番組の編

集が可能で あ るほか、バーチャル スタジオ、ノン リニア編禦 注3機器等 によ り従来 多額 のコス トを

か けて撮影 していた映像 を人工的 に作成す るこ とが可能 とな るのであ る。

さ らに、視聴者 に とっては、これ らのコス ト低下による番組視聴 コス トの低廉 化 も予想 される。

(5)周 波数資源の有効利用

放送のデ ジタル化 は、有限希少 な周波数資源 の利用効率 を飛躍的 に高め る。

現行のアナ ログ方式 による地上放送で は、中継 を行 うために複数の周波数 を使用す るこ とが必

要で あるが、放送 方式 をデ ジタル化 し、単一周波数中継技術(SFN)を 用 いることによって、

中継局の周波数 も親局 と同一 の周波数 を利用す ることが可能 となる(第3-1-3図 参照)。

第3-1-3図 単一周波数 中継技術のイメージ

ヅ
chA

chA

chAchA

ヅむ
ヅ ＼A

γ 、

ヅ

chA

ヤ

また、単一周波数中継 を行 うこ とによって、カー ・ラジオ等での移動体受信において も、他の

中継局の放送エ リアへの移動 に伴 ったチャンネル切 り替 えが不要なため、円滑な移動体受信 が可

能 となる。

なお、現在、様 々な分野 において周波数資源の有効活用を図 り、新たなサー ビスの実現 に対応

す るための技術開発が行 われているが 放送分野において もデジタル化の進展 により同様 の効果

が期待 されている。
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一.■1第3章 放送革命の幕開け

(6)通 信との融合による放送サービスの高度化

近年、ケーブル テレビ網 を利用 した電話やインターネ ッ ト接続サービス といった通信 ・放送の

情報伝送路の共用化や、FM波 の多重領域 を利用 した無線呼 出 しサービス等 に見 られ るよ うに、

通信 と放送の融合が進展 してい る。

デジタル技術の発展 によ り、通信ネ ッ トワーク との接続 によ る双方向機能 を有 す るサー ビスが

出現す るな ど、通信 と放送の融合が加速化す るもの と期待 される。

　

3放 送革命の意義と役割
Σ

(1)経 済フロンティアの誕生

地上放送を中心 とした従来の民間放送事業 は、電波資源 の有限性か ら限定 された事業者 に よ り

営 まれてお り、比較 的安定 した市場競争下 に置かれていた。 しか し、 とりわけ衛星放送 において

は、多チ ャンネル化 に伴 い多数の有料事業者が放送事業へ参入 し、多様 なサー ビスの提 供による

激 しい市場競争が発生す ることが想定 され る。

将来的 には数百チャンネル と想定されている放送チ ャンネル数の増大 は、放送 ソフ トの需要 を

拡大 させ るとともに、放送 に係 る発信機器、番組制作 に係 る編集機器及 び視聴 に係 る受信機器 等

の需要 を拡大 させ るな ど、放送事業以外の放送関連産業への波及効果 も期待 される。

放送がデ ジタル化 され るこ とによ り、放送 と通信 はデジタル という共通 の技術基盤 を持 つ こ と

にな る。現在、既 に不特定多数 に同時 に情報 を送 るこ とを目的 とした通信や特 定の人 との間で 情

報 を提供す る放送が出現 しているよ うに、通信 と放送 の中間に位置す るサー ビスが出現 し、放送

受信機 とパ ソコンの機能の共通化が進展す るこ ととなる。この結果、その機能 や特1生を生 か した、

教育 ・医療 ・娯楽等の これ まで には存在 しなかった様 々な分野 にお ける放送 の活用や双方向型放

送の利用が実現 され る とともに、技術的 には、従来、放送分野 にお ける利用 を中心 としていた放

送 ソフ トをインターネ ッ ト等の別メデ ィアで活用す るこ とも容易 にな り、映像資源 の有効活用が

可能 となってい く。 これに伴 いテレビを情報 ステーシ ョン として機能 させ るためのアプ リケー シ

ョンの開発や映像 の高品質化 に対 す る需要が高 まる とともに、付加価値 の高 いサー ビスが展 開さ

れ ることが予想 され る。

これ ら放送革命 を通 じ・新 たな事業機会の誕生、広告収入 に基づ く放送 と個別 の視聴 に基づ く

有料放送 とのシェア関係 に変化が起 こる とともに、放送 ソフ トの価値の増大 と伝送 コス トの低下

によ り・放送 ソフ トの制作 と流通構 造が変化す るな ど、放送産業 の構 造が変革 してい くこ ととな

る。

このよ うに・放送分野が新たな事業機会 を もた らす経済 フロンティア として出現す る とともに
、

このチャンスをめぐるグ ローバル な規模での事業提携や、国内へ の外国資本の流入 ・海外への資

本の進 出が活発化す るこ とは、既 に始 まってい るのであ る。

(2)生 活様式の変革

従来・視聴者 に とって・放送 とは限 られたチャンネルの中か ら番組 を視聴 す る 「受動的視聴
」

を意味 す るものであった・ ところが 放送のデ ジタル化 に伴 う本格的 な多チャンネル放送の開始

によ り・選択肢 の幅が飛躍的 に拡大 した ことや・好 きな時間に視聴 を行 い得 るサー ビスが登場 し

たこ とか ら・今後 は・ 自分の嗜好 に合った専門的 な番組 を時間的 な制約 に合 わせて選択す る 「能

一 一ll260



第1節 放送のデジタル化とメディアの変貌旧_

動的視聴」が可能 とな る。

こ うした変化 に伴 い、個 々の視聴者は、相応の対価 を支払 うことによ り、 自らのライフスタイ

ル ・嗜好 に合った放送サー ビスを選択 してい くこ とが予想 され る。

また、視聴者 に とっては、在宅 しなが ら様 々なサー ビスを受 け られる可能1生が広がることとな

る。チャンネル数の増加 は、教育、 ショッピング及 び生活 情報等様 々な分野のチャンネルが出現

することを可能 としている。 このため、視聴者は放送を利用す ることによ り、従来 に も増 して更

に専門的な教育 を受 けた り、詳細 なショッピング情報 を得て 自宅にいなが ら買い物 とその決済 も

自動的 に行 えるなど、新たな消費環境が誕生 し、 その利側 生は高 まることとなるのであ る。

このように、デジタル放送 は、教育、娯楽等様 々な面で、新 しい文化 を創 り出す最前線 として

の役割 を担 うとともに、大 きなビジネスチャンスを もた らすこ とが期待 されている。

4デ ジタル化に向けた放送メディアの新たな展開
/▲

一 一 一 一 戸 一 一 一 一 『 一 一 二 一 　 一 一 つ 一 「 　 }一 　 不 一Fり 一一
一〔 二 一・〔7一 　 丁7一 り弓 置 　 }T　 『;一,=「 一.デ侶 、=,r一 _ノ

(1)衛 星放送

衛星放送 においては、我が国初の本格的 な衛星 デジタル多チャンネル放送である 「パー フェク

TV」 が8年6月 か ら開始 され、同年10月 に有料放送 を開始 した。9年2月 末現在で、テレビジ

ョン放送60チ ャンネル、超短波放送lO5チ ャンネル、データ放送14チ ャンネルが提 供されている。

9チ ャンネルあ るペイ ・パー ・ビューチャンネルで は、 ニア ・ビデオ ・オン ・デマン ド方式で映

画、 スポーツ等の番組が提供 されている。

我が国にお ける衛星 デジタル放送 については、 このほか にも、複数の事業計画があ り、 その動

向が注 目され る(第3-1-4表 参照)。

第3-1-4表 衛星デジタル放送事業の動向

概 要

開始時期

女託放送

チャンネル数

雇 日理
代行会社

利用衛星

備 考

パ ーフェクTV

商社資本 を中核 とし
て顧客管理代 行会社

を設立。委託放送事

業 者 は独 立 系 が 中
,、 、

19966月
w成8年6月

59社

テ レ ビ99ch

日本 テ"ジ タル放 送 サービ ス

JCSAT3写

日本 サテライトシステムズ

JSkyBの9ch

は 、 パ ー フ ェ クTV

に お い て 虚 μ

デ ィレクTVジ ャハ。ン

ヒューズ ・CCCを 中核

と して 、顧 客 管理 代

行 会社 ・委託 放 送 事

業者を設立。

1997予 疋
W成9予 定

未 定

テ レ ビ100ch

テ"イレクTVシ"ヤ ハ。ン

スーハ㌧ ハ㌧ ドC号"

宇{通 量

米 国 で デ ィレクTV、 中

南 米 で デ ィレクTVラ テンア

メリカ

SKY-D

現在スーハ.一ハ㌧ ドB号

機 を利 用 して アナ ロ
グ放 送 を実 施 中 の放

送事 業 者 が デ ジ タル
ノ　へ

・

1997予 疋
"成9予 定

未 定

テ レビ約20ch

未 定

スーハ.一パ ードC号 皇

(宇{通 者 〉

SkB
ニ ュー ズ ・ソフ トバ

ン クを 中核 と して顧

客 管 理代 行 会社 ・委

託 放 送 事 業 者 を 設

立
1998予 疋

'■成10予 定

未 定

3号 機 で の9chと 併

せて150ch

未 定

JCSAT4号

日 本 サテラ朴 システムズ

英 国 でBSkyB、

米国でASkyB等

諸外国にお いては、北米で6社 、欧州で7社 、アジア ・太平洋地域で3社 、南米で2社 、 アフ

リカで1社 が衛星 デジタル放送 を開始 してお り、既存の事業者の衛星 デジタル放送への移行や新
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規参 入によ り、更 に衛星デ ジタル放送 を実施す る事業者 は増加す るもの と思 われ る。

(2)ケ ーブルテレビ

8年12月 に定め られたケーブル テレビのデジタル方式 は、衛星デ ジタル放送 と同 じ動画像の圧

縮符号化技術(MPEG-2111う を用いてお り、衛星 デジタル放送の4～6番 組 をケー ブル テレ

ビの1チ ャンネルで その まま伝送す ることが技術的 に可能で あ る。 これによ り、今後増加す る衛

星デ ジタル放送 の番組 を、 ケーブルテ レビでの再送信 をは じめ とした、 よ り一層の多チ ャンネル

放送等が可能 とな り、早期導入が見込 まれている。

また、アナログ方式 とデ ジタル方式が同一 ケーブル テレビ施 設 ご共存で きるため、同一 ケーブ

ルの一部の帯域でデ ジタル伝送 を行 うなど、段階的にデ ジタル方式 に移行す るこ とが可能 となっ

ている。

なお、デ ジタル放送の国際的展開 を促進 す るため、国際標準方式 を採 用 している。

(3)地 上放送

我が国にお ける地上デ ジタル放送の早期実現 に向 けて、9年1月 か ら郵政省通信総合研究所及

びNHKが 地上 デ ジタル放送の共同野外実験 を行 ってい る。

この実験で は、サービスエ リアの測定、単一周波数 中継実験 、移動1本向 け放送実験等が実施 さ

れ る。 その成果 は電気通信技術審議 会デ ジタル放送 システム委員会 に報告 され、技術基準 の策定

に向 けて検討が行われ るこ とになっている(第3-1-5図 参照) 。

また、諸外国にお ける地上 デジタル放送の実施 に関す る状況 を見 る と、米国 においては、早 け

れば1998年 には開始す る予定であ り、サ イマル放送硫5や オー クシ ョンの実施 について議 会で検討

第3-1-5図 地上デジタルテレビ放送共同野外実験イメージ

團
サ ー ビ スエ リア

最 大約20km程 度
距 離

19km

晦 呂
郵政省
通信総合研究所 垂

顎講
移動受信

　≡弐 園

塁ミ ≡ 鞍 サービ・エ・ア

≡≡ ≡1獅 大約`km程度

固定受信
NHK

放 送 セ ン ター

距 離

14km

距離
8km

轟 畷 鰍,斤

圖サ ー ビス エ リア

最 大約5km程 度
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がなされている。英 国においては、1998年 に地上デ ジタル放送 を開始す る予定であ り、サイマル

放送の終 了につ いては、免許付与後5年 又 はデジタル テレビの普及率50%以 上のいずれか早 い時

点で検討 され るこ とになってい る。

5▼ 通信 ・放送の融合分野の動向
■

▲

デジタル放送導 入の過渡期 ともいえる現在 においては、デジタル放送の開始 を控 えて様 々な技

術 を用 い、通信 との融合によ り、 それ ぞれのメ リッ トを生 か した新 しいサー ビス も実用化 されて

いる。 また、テレビをインターネ ッ トのデ ィスプ レイ として活用す るといった端末の融合 も始 ま

っている。

これ らのサービスは、デ ジタル化 によって高速 ・大容量化が可能 となるため、一層高度 な融合

サー ビスの導 入について も検討 されている。

(1)新 しい放送の開始

アFM文 字多重放送

FM文 字多重放送 は、FM放 送の電波 に重畳 し、文字、図形又 は信号 を送信 す る放送であ る。

FM文 字多重放送の機能 を応用 し、有料放送 として、プ リンタ内臓の専用端末 に各種 カー ドを

差 し込み、 テレビ放送 と連動 したゲー ム、 クイズ番組、個人向けの情報等 を提 供す る視聴者参加

型のサー ビス(パ パ ラジーコム)や 、各種情報 とCM等 のオ リジナルメ ッセー ジを組み合わせて

電光掲示板 に表示 し、公共 メッセージの告知板、販売促進用のツール、看板等 としての利用を想

定 したサービス(パ パ ラビジ ョン)も 開始 した。

パパ ラジー コムは8年7月 か ら、パパ ラビジョンは8年9月 か ら(株)エ フエム東京がサービス

を開始 し、全国FM放 送協議会加入各社が実施 を進 めている。

また、8年4月 には、道路交通1青報通信 システム(VICS)が 運用を開始 した。

イ 地上データ多重放送

地上データ多重放送 は、 テレビジョン放送 の電波のす き間にデ ジタル化 された音声 その他の音

響、文字、図形及び映像 の信号を重ねて伝送す る放送で ある。文字 ・静止画によるニュース等の

情報 のほか、 ソフ トウェア等の各種データの提 供を可能 としてい る。現在、地上データ多重放送

は、地上 テレビ放送 の垂直帰線消去期間(VBI)を 利用す る方式で行われている。

地上データ多重放送 と電話回線 を利用 して双方向機能 を実現 し、ニュース、天気1青報、クイズ、

株価i青報等の独立番組 とテレビ放送 に連動 して行 う視聴者参加型の補完番組を提供す るサー ビス

(インターテキス ト(ITビ ジ ョン))は 、8年10月 か ら(株)テ レビ東京がサー ビスを開始 した。

また、地上 データ多重放送 を利用 して、ニュー ス、 スポーッ、気象 ・交通、 ショッピング等の

情報の中か ら、あ らか じめ選択 された利用価値の高 い情報 を、インターネ ットのホームペー ジの

形式で家庭等 のパ ソコンに1日 数回配信す るサー ビスを、9年5月 か ら、全国朝 日放送(株)が 開

始す る予定であ る。

ウ 衛星データ多重放送

衛星データ多重放送 は、全国一斉に送信で きる衛星放送の電波 を用いて、パ ソコン、テレビ受

信機、 ファクシミリ等の端末 に各種データを高速かっ安価 に送信 す る放送であ る(第3-1-6

図及び第3-1-7表 参照)。
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第3-1-6図 衛星デ ータ放送のイメージ

、

己(BS/CS)

ア ップ リン ク局

一一'一一一一一
多髪
一

コ ン テ ン ツ ・

ク リ エ ー シ ョ ン

ミ

文字

醒 囲
制止画 データ

盛
音楽
＼
毫[

ゲー ム ・ソフ ト、 パ ソコ ン ・ソフ ト、カ ラオ ケ、

音 楽 ソフ ト、通 販 カ タロ グ雑 誌(TVガ イ ド、

タウ ンガ イ ド、映 画 予 告 編 、住 宅 情 報)

田田 田

CATV

エ ン ドユ ー ザ ー

田 田 田田

モデム等

㊨

個 別'1青報

量『垂
マ ル チ メデ ィァ

パ ソコ ン等

上り情報(オ ーダー等)

暗号解除

料金請求 ・回収

第3-1-7表 伝送時間の比較

区 分

践2万 子1
`
、・40KBte

フ ロ ッ ヒ ー デ ィ ス ク1

.・1MBte

ス ー パ ー フ ァ ミ コ ンROM

.・4MBte

BS

240kbs

約!.9秒

約48秒

約3.2分

CS

1120kbs

約0.4秒

約10秒

約41秒

CSテ"ジ タル

42Mbs

約0。01ミ リ秒

約0.3ミ リ秒

約1ミ リ秒

INS64

64kbs

約7.1秒

約3分

約12分

"薔

33.6kbs

約13.6秒

約5.8分

約23,2分

(注)1伝 送 効 率 ・0.71Byte・8bitで 計 算 。

2BS、CSは いず れ 隻 デ ー タ多 重 放 送 ・CS(デ ジ タル)は1ト ラ ンス ポ ン ダすべ て を使 用 した場 合 の値 。

3電 話 は 、33.6kbpsで 計 算 。

衛星デー タ多重放送 は、従来 か らゲー ムソフ トの配信等 に利用 されてい る。衛星 放送 のデ ジタ

ル化 によ り、更 に高速 ・大容量 のデータ伝送が可能 となる。

(2)ケ ーブルテレビの高度化(フ ルサービス化)

ケーブル テレビは・光 ファイバの導入 による大容量 ・高品質化や、通信サー ビスの提供等 によ

り、地域の総合的 な情報通信 インフラ としての発展 も期待 されてい る。

9年3月 現在で、ケーブルテレビ事業者19社 が第一種電気通信事業の許可 を取得 し、ケーブル

テレビ網 を利用 した インターネ ッ ト接続サービス・電話、 ホー ムセキュ リティサービス等(フ ル
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サー ビス)を 提 供 又 は計 画 して い る(第3-1-8図 参 照)。

また、 更 に高 度 な利 用 方法 として、 ビデ オ ・オ ン ・デ マ ン ド(VOD)の 実験 等 も行 われ てい る。

第3-1-8図 デジタルケーブルテレビシステムのイメージ(フ ルサービス)
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田田 田

光
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田田 田
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(光 フ ァイバ 十 数 本)

田田 光
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光

ノー ド

田田 田

ア インターネッ ト接続

ケーブル テレビ事業者が提供す るインターネ ッ ト接続サービスは、ケーブル テレビ網の双方向

性 を利用 し、放送 の空 きチャンネル を使用 して提供 されている。通常の アナ ログ電話網の約1,000

倍 とはるかに高速 なデータ通信が可能で あ り、情報ハ イウェイにおける高速アクセス回線の実現

手段 として大 いに期待 されてい る。

8年10月 か ら武蔵 野三鷹ケーブル テレビ(株)が サー ビスを開始 し、9年4月 以降、5社 が順次

サービスを開始す る予 定であ る。

イ ケーブルテレビ電話

ケーブルテレビ電話 は、ケーブル テレビ網の双方向性 を利用 して、 テレビ信号用の1チ ャンネ

ルを使用 し、制御信号 と音声信 号を伝送す ることによって可能 となる電話サー ビスである。

現在、第一種 電気通信事業の許可 を受 けている2社 がサー ビスを予定 してい る。

ウ ビデオ ・オン ・デマン ド(VOD)

ビデオ ・オ ン ・デマン ドは、利用者か らの要求でセンター に蓄積 された映像等のデータを検索

し、ネ ッ トワークを介 して映像データを提 供す るシステムであ る。

6年7月 か ら(財)マ ルチメデ ィア振興 センターが京都府の関西文化学術研究都市 において、約

300世 帯 を対象 に実験 を行 っているほか、東京都、千葉県等 において も実験 が行 われている。
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工 医療 ・保健 ・福祉、ホームセキュリティ等

主 に世帯単位で契約 され るケーブル テレビで は、 ケーブルテレビ網の双方向機能 を利 用 して、

番組放送以外 に も家庭向 けに新たなサービスが提供 され始 めている。

医療 ・保健 ・福祉 の分野で は、在宅療養 を希望 す る軽度疾 患者や要介護高齢者等が在宅の まま

健康管理が行 えるよ う、様 々な健康管理データをケーブル テレビ網 を通 じて遠隔地 の医療機 関に

伝送 した り、 テレビ会議 システムによ り医療機 関の健康相談を受 ける といったサー ビスが提供 さ

れてい る。 また、ホームセキュ リティサービスで は、家庭 に設置 したセンサーが感知す る情報が

ケーブル テレビ回線 を通 じてセキュ リティ会社 に伝送 され、家庭 内の異常を監視 す ることがで き

るよ うになってい る。 また、ガ ス ・電気 ・水道等の 自動検針等 に も、ケーブル テレビ回線 を利 用

す ることも可能であ る。

胃

第2飾 」放送産 業の変革

前節で見た ように、放送のデ ジタル化 に伴 う多チャンネル化、通信 との融合 によ る放送サー ビ

スの高度化、高品質化 ・高機能化等の動 きは、放送事業者数や提供サービスを増加 させ、放送事

業の市場規模拡大 につなが る経済 フ ロンティア として大 きく期待 されてい る。

こうした動 きはチャンネル数の増加に伴 う放送番組制作業の活発化 を始 め とす る競争 を促進す

る とともに、デ ジタル化 に伴 う新 たな設備投資需要及び受信機需要の増加や、放送機器の研 究開

発の促進等 によ り放送機器製造業 も活発化 し、放送産業の成長 につ なが るもの と考 え られ る。 さ

らに・多チャンネル化や ソフ トの二次利用、海外輸 出の促進等 によ り、 コンテン トの重要 庄が一

層高 まって くる。 その一方、番組の伝送 コス トが急激 に低下す るため、 ソフ トの制作、流通 の位

置付 けが大 きく変貌す る・ また、有料放送の増大 や衛星放送、 ケーブル テレビ といった新 しい広

告媒体が増大 す るな ど、放送産業の構造変革 も進 んで い くもの と考 えられ る。

さ らに放送 は・ ショッピング、教育、情報サービス等の産業の新 たな参入 を可能 とす るインフ

ラ として も、大 きく注 目されているものであ る。

以下で は・ こ うした ソフ ト制作・放送機器製造 を含 めた放送産業全体 の市場規模 の動向 につ い

て概観す る。

1-放 送産業の市場拡大

(1)放 送産業全体の市場規模の動向

我が国 にお ける放送産業全体(放 送事業・放送番組制作業、放送機器製造業 〔己6りの市場規模 脚 は
、

7年 度には4兆5,00(臆 円程度 となっている(第3-2-1図 参照)。

その内訳 を見 る と・放送事業 は約3兆 円で あ り・5年 度以降漸 増傾向 にあ るほか
、放送番組制
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作業 につ いて も、 その規模 は相対的 に小 さいが増加傾 向にあ る。一方、放送機 器製造業の市場規

模 については、7年 度 には1兆3,00〔 臆 円程度 となってお り、6年 度以降持 ち直 し気味 に推移 して

いる。

第3-2-1図 放送崖業(放 送事業、放送番組制作業、放送機器製造業)の 市場規模

(億 円)
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闘羅 ヨ
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7

鞭

5

」

放送機器製造業

放送番組制作業

放送事業

6 7

7

(年度)

郵政省資料、NHK資 料 、郵政関連業実態 調査報告書等 により作成(一 部推計)

(注)放 送 番組制作 業は郵政関連業実態 調査報告書 に基づいて作成(3、4年 は推計)

(単位:億 円)

年 度
放送事業
放送番組制作業
放送機器製造業

合 計

3

28,041

1,367

12,648

42,056

4

27,875

ユ,367

1ユ,504

40,746

5

27,464

1,351

10,931

39,746

6

28,516

1,548

ll,427

41,491

7

30,244

1,723

12,734

44,701

(2)放 送事業の市場規模

放送事業の市場規模 の推移を見 る と、6年 度以降増加に転 じてお り、7年 度 には3兆 円程度(前

年度比6.1%増)と なっている。「法人企業統計年報」(大 蔵省)に よると、7年 度における営業収

益(売 上高)の 全産業平均 は対前年度比3,2%増 、非製造業 は同3.8%増 となってお り、放送事業

が他産業 に比べ相対的 に高 い成長を遂げてい るこ とが分か る(第3-2-2図 参照)。 各 メデ ィア

別の市場規模の シェアを見 る と、民間放送(以 下、本章で は 「民放」 という。)及 びNHKに よる

地上放送の比率が圧倒的 に高いが 衛星放送(NHKの 衛星放送 に係 る収益 を含 む)、 ケーブルテ

レビ(注8)も そのシェアを増加 させていることが分 かる(第3-2-3図 参照)。

これを各メデ ィア別に見 る と、次の ような動 き となっている。

地上放送 は、7年 度 においては2兆8,000億 円程度 となっている。伸 び率 を見 ると、6年 度以降

増加 に転 じてお り、7年 度 においては前年度比5.3%増 と他産業 に比べ相対的 に高 い伸 びを示 して

いる。

衛星放送 につ いては、7年 度で1,300億 円程度 となってい る。市場規模の推移 を見 る と、その開

始以 降前年度比で2桁 台の高 い伸 びが続 いてお り、7年 度 において も17.4%増 と増加幅が拡大 し
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一 ■巳1第3章 放送革命の幕開け

ている。

ケーブルテレビにつ いては、7年 度で1,10(臆 円程度 となっている。その増加幅 は減少 している

ものの、依然2桁 台の高 い伸 びが続 いてお り、7年 度 においては14.4%増 となっている。

放送事業の伸 び率が相対的 に高 くなってい る背景 としては、以上のよ うに、地上放送の市場規

模 が順調 に推 移 しているこ とに加 え、衛星放送、 ケーブル テレビの市場規模が著 しい成長を遂 げ

ていることが挙 げ られる。

第3-2-2図 放送事業の市場規模

(1)市 場 規 模

(億 円)
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郵政省資料、NHK資 料、「法人企業統計年報」(大 蔵省)に より作成

6 7

(年 度)

年 度
地上放送
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CS放 送

ケ ー ブ ル テ レ ビ

合計放送

地上放送前年度比
衛星放送前年度比

BS放 送前年度比

CS放 送前年度比

ケーブルテレビ前年度比

合計
(参考)全 産業前年度比

非製造業前年度比

3

27,006

630

630

0

405

28,041

4

26,436
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0

629
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一2.1

28.6
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6

26,424

1,108

1092

16

984

28,516

2.7

16.5

15.4

220.0

27.0

3.8

0
一〇

,7

7

27,817

1,301
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34

1126

30,244

5.3

17.4
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14,4
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第3-2-3図 放送事 業のメディア別市場規模シェア

(1)3年 度

地 上 放送(民 放)

78.0%

ケ ー フ

1.4%衛 星 放 送

2.2%
地 上 放 送(NHK)

18,3%

(2)7年 度

地 上放 送(民 放)

75.4%

ケ ー ブ ル テ レ ビ

3.7%衛 星 放 送

4.3%

地 上 放 送(NHK)

16.6%

(3)放 送番組制作業の市場規模

放送番組制作業 の市場規模 については、7年 度 には1,700億 円程度 となっている(第3-2-4

図参照)。

第3-2-4図

(億 円)

放送番組制作業の市場規模
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567

郵政関連業実態調査報告書等により作成
(注)数 値は放送番組制作業務に係る売上高

(年 度)
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(1)国 内需要

(億円)
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第3-2-5図 放送機器製造業の市場規模
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4

1,035

ユ0,469

11,504

0.3

一9 .9

一9 .0

5

950

9,981

10,931

一8 .2

一4 .7

一5 .0

6
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第3-2-6図 放 送機器の輸 出入額推移
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(4)放 送機器製造業の市場規模

放送機器製造業の市場規模 を見 る と、6年 度以降増加 に転 じてお り、7年 度 においては前年度

比!1.4%増 となっている(第3-2-5図 参照)。

なお、放送機器 について、その輸 出入の動向を見 ると、圧倒的 な輸出超過の状態が続 いてお り、

7年 度 においては、約7,70(臆 円の輸 出超過 となっている(第3-2-6図 参照)。 輸 出額が減少

傾向で推移す る一方、輸 入額 は徐 々に増加 しているため、輸 出超額 は徐 々に減少 している。

第3-2-7図 米国における放送事業の市場規模

(百万$)
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33,920

35,664

69584

9.2
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(5)海 外における放送事業の市場規模及び我が国との比較

諸外国 における放送市場規模 として、地上放送、衛星放送、 ケーブルテレビを含む米国におけ

る放送事業の市場規模 を見 ると、その規模 は7年 で約70(臆 ドル となってお り、伸び率は前年比112

%増 となっている。内訳で は、地上放送 も順調 に拡大 してい るものの、特 にケーブルテレビ ・そ

の他の有料 放送の伸 びが大 きく、7年 においては前年比13.1%増 となっている(第3-2-7図

参照)。

我が国及 び米国の放送事業の市場規模 をGDPに 占める割合で比較す ると、我 が国の放送事業

の市場規模 は、おおむね0.6%程 度で推移 している一方、米国 においては7年 にはGDPの1%に
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一 闘第3章 放送革命の幕開け

第3-2-8図GDPに 占める放送事 業市場規模の比率
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達 してお り、我が国に比べ経済活動全体に占め る比重が高 くなってい る(第3-2-8図 参照)。

もっ とも、 日米 ともに5年 度(年)以 降、 その比率 は徐 々に上昇 している。

2'放 送事業の変化
ノ/▲

ノ

多チャンネル化 の進展 に伴 い・新た に多数の事業者 が異業種 も含 め放送事業へ参入 し、従来 限

られた数の事業者 間において展開されて きた放送事業 の枠組 みが大 き く変化 しよう としてい る。

放送事業者は今後・同 メデ ィア との競争・他の放送 メデ ィア との競合や連携、他産業へ の進出等、

幅広 い視野で事業 を展開 してい くことが予想 されている。ここで は、こうした産業構造 の変化 と、

事業経営の変化 につ いて概観す る。

(1)事 業経営の動向

ア 経営動向

放送事業者全体の経営状況 について経常損益 の動 きを見 る と、5年 度 にか けて減少 した ものの
、

その後増 加に転 じ・7年 度 においては全体で前年度比70・6%増 と顕著 な伸 びを示 している(第3

-2-9図 参照)
。

その内訳 を見 ると・地上放送(NHK・ 民放)に ついては、6年 度以降順調 に増加 してい る
。
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第3-2-9図 放送事業の経 常損益の動 向

(1)経 常 損 益

(億円)

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

一500

ロ地上放送

■衛星放送

ロケーブルテレビ

34 567

(年度)

NHK資 料 に よ り作成 。

(2)前 年 度 比(合 計)

(%)

80.0

60.0

40.0

20.0

0。0

一20 .0

一40 .0

郵政省資料、

一60 .0

4 5 67

(年度)

(単位:億 円 、%)

又

逐

早丁生 送

BSNHK

B

一 ブ ル テ レ ビ

口 言

ロ言 剛 又

3

2,699
一280

一60

一220

_174

2,245

4

1,504
一167

55
一222

一231

1,106
一50 .7

5

1,100
一50

88
一108

一30

一216

834
一24 .6

6

1,345
一193

95
一244

一44

一ユ78

974

16.8

7

1,7ユ7

72

51

49
一28

一127

1,662

70.6

また、衛星放送(NHK、 民放(BS、CS))に ついては、民放のBS放 送 が7年 度において初

めて黒字化(注9)し ているほか、CS放 送 について も赤字幅が縮小 している。ケーブルテレビ

について も、赤字が続 いている ものの、 その赤字幅は縮小の一途 をた どってい る。

民放の衛星放送(BS、CS)及 びケーブルテレビの黒字 ・赤字事業者数の推移 を見 ると、衛

星放送事業者 につ いては7年 度にお いて30%以 上 の事業者で既 に単年度黒字化 している。またケ

ーブル テレビについて も、6年 度以降単年度黒字化 している事業者が30%を 超 えているほか、累

積黒字化 を果た してい る事業者 も見 られ、 その事業経営が軌 道に乗 り始 めている事業者が着実 に

増加 している(第3-2-10図 参照)。

イ 経営上の問題点

前述の ように、放送事業者の経営 につ いてはおおむね順調 に推移 してきている といえるが、今

後の放送事業 を展望 した際、デ ジタル化 に伴 う多チ ャンネル放送の開始 によ り新規参入事業者が

急増 してお り、複数メデ ィア問の競争激化は避 けられない状況にあ るといえる。

「通信産業設備投資等実態調査」(郵 政省)に よると、今後の経営上の問題点 と考 えている事項

について 「他 メデ ィア との競合」の比率が上昇 しているのは、 こうした本格的 な競争市場の出現

を見込んだ もの といえる(第3-2-11図 参照)。
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また、8年3月 調査以降、もっ とも比率が高 くなっている問題点が、「番組 ソフ ト制作購入負担」

となってい る。将来 にお ける我が国のチ ャンネル数 は、数百チャンネル と見込 まれて いるが、今

後、 こうした多チ ャンネル化の進展に伴 うソフ ト需要 の急速 な拡大 か ら、番組の調達 に要す る経

済負担 は更 に拡大 してい くことが想定 され る。

従来か ら我 が国の放送 ソフ トについては、 その制作 を行 った局及 びその系列 局以外で二次利用

され る場合が少 なかったが、今後、多チャンネル化 の進展 に伴 い想定 され る放送 ソフ トの不足 に

対応す るためには、良質 な放送 ソフ トの二次利用 を積極的 に行 うこ とが、一つの解決策 として有

効で ある と考 えられ る。郵政省が委託 して行ったアンケー ト(注10)によ り、委託放送事業者 の二次利

用率(時 間ベー ス、総放送時間 に占める比率)を 見 ると、既 にその積極的 な活用が見 られてい る

(第3-2-12図 参照)。

第3-2-10図 衛星放送事業者、ケーブルテレビ事業者の黒字 ・赤享比率の推移
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(注)ケ ー ブル テ レ ビ事 業者 は 、① 引 込 端 子 数1万 以 上 、② 自主 放 送5チ ャ ン ネル

以 上 、③ 中継 増 幅 器 が双 方 向機 能 を有 す る と い う3つ の 基 準 を有 した事 業者 。

衛 星 放 送 は民 間 放 送(BS、CS)。
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第2節 放送産業の変革 聞轍願團

第3-2-11図 民間放送事業者(ケ ーブルテレビを除く)に おける経営上の問題
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第3-2-12図 放送番組の二次利用率
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(注)全 放送時 間に占める 二次利用に よる番組 放送時間の比率。
二次利 用はここでは、他の メデ ィアで放送 された番組0映画 を含む)、

海 外のテ レビ局 で放送 され た番組(映画を含む)、同 じチャンネル/
別のチ ャンネルで放送 された番組(映 画を含む)を 指す,
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■■■闘第3章 放送革命の幕開け

第3-2-13図 有料 ・無料チャンネル(テ レビジョン放送)数 の推移
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(2)収 入構造の動向

放送事業 は従来か ら、①広告料(視 聴者 に とっては無料で視聴で きる)に よる放送、② 受信料

(NHKを 維持運営す るための視聴者の負担金)に よる放送 によ り発展 して きたが、新 たに、③

視聴料(番 組 を視聴す るための対価)に よる放送が開始 されてい る。 また、③の視聴料 にっ いて

は、多チャンネル化 の動 きに伴 い、設定 された視聴料で視聴者が好みのチャ ンネル を選択で きる

ケース(セ ッ ト料金等)、 視聴 した番組 に応 じて受信料 を回収す る方式(ペ イパー ビュー)等 、 そ

の多様化 が進んで いる。

広告料 による放送は、視聴者 に とっては無料で視聴で きる とい うメ リッ トがあ る一方、 自分 の

嗜好 に合った番組の選択、 自分 の時間の都合 に合 った視聴等の選択の幅が限 られ るとい う側面 も

見 られる。特 に近年、個 人の嗜好 ・ライフスタ イルの多様化が進展す る中においては、 自 ら料金

を負担 して も、自分のニーズに合 った視聴 を行 えるとい う選択肢が増 えてい くもの と予想 される。

最近の視聴料 によるチャンネル数の急増 は、 このよ うに多様化 した視聴者ニーズに的確 にこた え

るものであ る(第3-2-13図 参照)。

なお、広告料、受信料、視聴料別の収入比率 を見 る と、我が国における放送事業の収 入は地上

民放 にお ける広 告料収入が大 きな比率を占めているが、BS・CS放 送及 びケーブル テレビの収

入増加 によ り、徐 々に視聴料 による収 入の比率が増加 して きている傾向が うかが える(第3-2

-14図 参照)
。

(3)設 備投資の動向

我が国 における放送産業全体(放 送事業・放送番組制作業、放送機器製造業)の 設備投資{湘)の

一 闘1276



第2節 放送産業の変革旧一

第3-2-14図 収入項 目別シェア
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第3-2-15図 放送産業(放 送事業、放送番組制作業、放送機器製造業)の 設備投資
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作成(一 部推計)

(単位:億 円)
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第3-2-16図 放送事業の設備投資
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動向を見 ると、7年 度(実 績額)は4,400億 円程度(前 年度比55,6%増)と なってお り、放送事業

者の設備投資活発化 を背景 に前年度か ら大幅増加 に転 じている(第3-2-15図 参照)。

放送事業 における設備投資 の推移 を見 ると、7年 度(実 績額)に は前年度比70.8%増 と大幅 に

拡大 している(第3-2-16図 参照)。 これは、一部キー局 による本社社屋の移転 による一時的 な

要 因によるもの も大 きい。

これを 「通信産業設備投資等実態調査」(郵 政省)に よ り、投資 目的別 に見 る と、各メデ ィアの

特性 にあった設備投資姿勢が うかが われ る(第3-2-17図 参照)。 特 に委託放送事業者(CS放

送)に つ いては、衛星 デジタル多チャンネル放送 のための番組制作 に係 るデ ジタル関連投資の比

率が8割 を超 える水準 に達 している・一方・ ケーブルテレビ事業者 については、 ケーブル の敷設

等、サー ビスエ リアの拡大 に伴 う設備投資の比率が高い。

(4)雇 用の動向

我が国 における放送産業 全体(放 送事業・放送番組制作業、放送機器製造業)の 雇用者数(注12)の

動向 を見 る と・7年 度末 において10万7・000人 程度 となってお り、前年度か ら増加 に転 じている(第

3-2-18図 参照)。

放送事業 の雇用者数 について見 ると・7年 度末 には5万 人程度 となって いる。内訳 につ いては、

地上民放事業者及びNHKが そのほ とん どを占めてお り・衛星放遠 ケーブル テレビの規模 は小

一 ■ll278
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第3-2-17図 放送事業の投資 目的別投資比率(8年 度修正計画)
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第3-2-18図 放送産業(放 送事業、放送番組制作業、放送機器製造業)の 雇用者数

(人)

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

ロ放送機器製造業

囲放送番組制作業

回放送事業

34567
(年度)

NHK資 料、日本民間放送年鑑、通信産業実態調査報告書、郵政関連業実
態調査報告書等により作成(一 部推計)

(単位:人)

年 度
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合 計
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102533
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99,170

7
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6434
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さい。 もっ とも、衛星放送 にお いては7年 度 には前年度比2桁 台の高 い伸 びを示 している(第3

-2-19図 参照) 。

放送番組制作業の雇用者数 は7年 度末で6,500人 程度 となっている。また、放送機器製造業の雇
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第3-2-19図 放送 事業の雇用者数
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(一部推計)(単 位:人)
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3
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4
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一2 .4
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用者数は7年 度末で5万1,000人 程度 となってお り、前年度か ら増加 に転 じてい る。

(5)放 送事業の今後の事業展開

ア 今後の事業展盟

今後、放送事業 において、多事業者間による競争の激化が予想 され る中で、放送事業者 が現在

行っている形態以外の放送事業や、 その他事業へ積極的 に進 出を目指す動 きが見 られて いる。前

述 のアンケー ト調査 によると、委託放送事業者の今後 の事業運営(複 数回答)に 関 しては、 「現在

のメデ ィアで チャンネル数 を増や した い」(59.5%)、 「他の放送関連業務(デ ータ放送等)に も進

出 したい」(50・0%)・ 「海外への放送を実施 した い」(38。1%)と い うよ うに、積極的 に経営拡大

を考 えている先が多 くなってい る(第3-2-20図 参照)。

ちなみ に 「通信産業実態調査」(郵 政省)に よ り、放送事業者が今後進出を希望 しているサー ビ

スにっいて見 ると・ インターネ ッ トサービスを希望す る比率が最 も高 くなっている
。地上放送事

業者 につ いては他の放送事業への参入希望 としてBS放 送 を挙げ る比率が高 い(第3-2-21図

参照)。 また・ケーブル テレビ事業者 につ いては・特 にインターネ ッ ト接続サー ビス等のケーブル

網 を生か した通信事業への参入希望が多 くなってお り、 インター ネ ッ ト接続サー ビス、ホ_ム セ

キュ リティ・企業間データ伝送等のサー ビス等 によ り既 に通信事業へ参 入が実現 されて いる例 も

■■ ■巳■1280



第2節 放送産業の変革旧一

多数見 られている(第3-2-22表 参照)。

なお、前述の アンケー ト調査 によると、放送産業全体の将来像 としては、「放送 と通信の融合化

が進展 し、新 しいサー ビスや事業が誕生す る」(78 .4%)、 「多様 な消費者のニーズにこた え、市場

第3-2-20図 委託放送事業者の今後の事業運営
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第3-2-21図 今後新たに展開したい事業(上 位5項 目)
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第3-2-22表 第一種電気通信事業許可を受けたケーブルテレビ事業者

(9年3月5日 現在)

事業者名

エ ル シ ー ブ イ(株 〉

近鉄 ケーブルネ ッ トワーク(株)

(株)東 京 テ レ ポ ー トセ ン タ ー

ひ まわ りネ ッ トワー ク(株)

(株)伊 豆急 ケーブル ネッ トワーク

武蔵野 三鷹ケーブルテ レビ(株)

(株)東 急 ケーブルテ レビジ ョン

(株)上 田ケーブル ビジョン

(株)シ ー ・テ イ ー ・ ワ イ

(株)ニ ュ ー メ デ ィア 米 沢

碧海 キャ ッチ ネ ッ トワー ク(株)

東京 ケー ブル ネ ッ トワー ク(株)

(株)南 東京 ケー ブルテ レビ

(株)タ イ タ ス ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ

杉並 ケーブルテ レビ(株)

(株)タ ウンテ レビ金沢

マ イテ レ ビ(株)

(株)帯 広 シ テ ィ ー ケ ー ブ ル

(株)西 三河ニ ューテ レビ放 送

サ ー ビス内容

専 用サービス

(水道検 針サービス)

専 用 サービ ス

(ホームセキュリティ)

専 用サービス

(映像伝送サービス)

デ ジ タルテ㌧ タ伝 送 サービ ス

(セルリレー)

専 用サービス

(企業間テ㌧タ伝送)

テ"ジ タルテ㌧ タ伝 送 サービ ス

(インターネット接 続 サービ ス)

テ"シ"タ ルテ"一タ伝 送 サーヒ"ス

テ"シ"タルテ"一タ伝 送 サーヒ"ス

デ ジ タルテ㌧ タ伝 送 サービ ス

テ"シ"タルテ"一タf云送 サーヒ"ス

テ"シ"タルテ"一タ伝 送 サーヒ"ス

テ"シ"タルデ ータ伝 送 サーヒ"ス

デ ジ タルテ㌧ タ伝 送 サービ ス

専 用 サービ ス

電 話 サービ ス

電 話 サービ ス

デ ジ タルテ㌧ タ伝 送 サービ ス

専 用 サービ ス

テ"シ"タルテ"一タ伝 送 サーヒ"ス

専 用 サービ ス

テ"シ"タルテ"一タ伝 送 サーヒ"ス

サービス開始時期

62.10.1業 務 開 始

7.1.1業 務 開 始

7。ll.1業 務 開 始

7.12.1業 務 開 始

8.10.1業 務 開 始

8.10.1業 務 開 始

9.4.1開 始 予 定

9.4.1開 始 予 定

9.4.1開 始 予 定

9.4.1開 始 予 定

9.4.1開 始 予 定

9.4.1開 始 予 定

9.6.1開 始 予 定

10.4.1開 始 予 定

9.7.1開 始 予 定

9.7.1開 始 予 定

9.5.1開 始 予 定

9.9.1開 始 予 定

9。10.1開 始 予 定

9.ll.1開 始 予 定

10.1.1開 始 予 定

に数百チ ャンネルの番組が提供 され るなど成長が期待 され る」(67 .6%)、 「外国企業 の参入が増加

し影響 力が増大 す る」(45.9%)と いった項 目の回答が多 くなってお り、新 たな事業者の増加やサ

ー ビスの展開等、大 きな変革 を見込む事業者が多 くなってい る(第3-2-23図 参照)。

イ 新規参入事業者の動向

CSデ ジタル多チャンネル放送の開始・多様 なサービスの出現 によ り、放送産業以外の資本 に

よる放送産業への参入が増加 している・CS放 送の委託放送事業者 数の推移 を見 ると、 アナ ログ

事業者 について も順次増加 して きていたが・特 に・衛星 デジタル多チャンネル放送の開始 に伴 い

8年 以降事業者が急増 している(第3-2-24図 参照)・ こうした委託放送事業 には、他産業か ら

の参入が顕著に兄 られている・前述の委託放送事業者向 けアンケー トによ り、参入前 に営 んで い

た事業の動向 を兄 る と・放送以外の事業 を営んで いた事業者 は60%に 上 り、 その事業内容 も、新

■■■1置1282



第2節 放送産業の変革1閲

第3-2-23図 委託放送事業による放送産業の将来像に対する見方

通信と放送の融合が進展 し、新 しいサー ビスや事業

が誕生してい く

多様な消費者の ニーズに応 え、市場に数百チ ャンネ

ルの番組 が提供 され るな ど、成長が期待 され る

外国企業の参入が増加 し影響力が増大す る

地上放送局の市場 占有率 が低下 し、CATV・ 衛星

放送の市場占有率 が上昇す る

地上放送局の市場 占有率 につ いて は、若一トの影響を

受けるものの、CATV・ 衛星放送は補完的な位胃

付に止 まる

放送ソフ トが不足 し質の低下が起 こる

放送ソフ トの需要増大 とともに放送 番組制作業の重

要性が増大 し、経営 ・制作基盤が強化 され る

現状と変わ らない

78.4

0 20 40 60 80

(%)

第3-2-24図 委託放送認定事業者(CS放 送)数 の推移

(事業者)
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郵政省資料 により作成

7 8 9.3(年 末)

(単位:事 業者)

年 末
アナログ事業者

デジタル事業者
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0
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8

14

37

51

9.3

14

59

73

聞、出版、流通、 その他(教 育、燃料等)と 様 々で ある(第3-2-25図 参照)。

前述のアンケー ト調査 によ り試算す ると、委託放送事業者の放送事業への参入 に際 し、放送事

業者以外 か ら約490億 円程度 の資本の流入が見 られてい る。

資本 を出資 している企業の業種 を見 ると、商社 による出資が もっ とも多 くなっているほか、情

報サー ビス業、製造業、銀行 といった職種 において も比率が高 い。同時 に、親族 ・友人等 を含む

個人か らの出資 も多 くなってお り、個 人的 な資金調達 に依存す る姿 も見 られている(第3-2一
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(%)

15.0

12.0

9.0

6.0

3.0

0.0

放送革命の幕開け

第3-2-25図 委託放送 事業者の参入 前の事業内訳

電気通信事業
2%

送事
4%

番組制作業
11%

参入以前に営
参入に伴い新たに んでいた事業
事業を開始 有り

番組供給業
40%60%14%

新聞
4%

出版

。の他 轍 ・瞭%0
9%

2%映 画ビデオ制作

2%郵政省
アンケー トにより作成。

第3-2-26図 委託放送事 業者の出資元業種比率
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制作業 業 家電)

郵 政 省 ア ンケ ー トに よ り作 成(複 数 回 答)

証券会 ベンチャー個 人

祉 キャピ タル(含 む
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人等)
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第2節 放送産業の変革ll■一

(1)CSア ナ ログ放 送

第3-2-27図 番組ジャンル別比率の比較

(2)CSテ シタル放送

音楽

14%

スポ ー ツ

21%

教育

7%

ニ ユー ス

29%

映画(ド ラマ

兼 を含む)

29%

チ ャ ン ネル 紹 介

カ ラオ ケ3%

3%のf

トキ ュ メ ン タ リー5%

3%ヒ ＼

住 宅情 報 ＼ ＼

撫 ミ巡
7%

シ ョツピング

7%

各種情報

10%

一 ユ ー 、

7%＼

映画

18%

ス ポ ー ツ

＼＼ ＼8%

嘉〉　礫
外国語10%＼3%

放送

8%

郵政省資料により作成

(注)全 チャンネル数に占める当該 ジャンルのチャンネル数の比率

26図 参照)。

ウ 新規参入増加の背景

デジタル化 に伴 う多チャンネル放送の開始 は、放送事業への参入の可能1生を飛躍的に増大 させ

てお り、前項で見た ように事業者 も著 しく増加 している。

今 日の多様化 した個人のニーズにこた えるためには、地上放送 に見 られるよ うな総合的な放送

に加 え、個 人の嗜好や時間のニーズに合 った専門的 な放送 を視聴で きる環境が必要で あ り、我が

国において も、 こうしたニーズに対応で きる多チャンネル放送 に事業 としての可能i生を見出 して

いる事業者が多い もの と予想 される。

こうした要因に加 え、デ ジタル化 に伴 う多チャンネル化 によ りハー ド面で の物理的 な参入 コス

トが低下 し資金負担が低減 していることも、 その大 きな要 因の一つであ ると考 えられる。

CS放 送の コス トについて見 る と、委託放送事業の経費 に大 きく影響 している トランスポ ンダ

(注13)の利用料金 については
、従来のアナ ログ テレビジ ョン放送の場合、1チ ャンネルの放送 を行 う

ために1ト ランスポンダの利用料金 が必要であったため、年間約4億 円の負担(ト ランスポンダ

1本 分 の利用料金)が 必要で あったが デ ジタル化 に伴い1ト ランスポンダで4(6Mbpsの 場合)

又は6(4Mbpsの 場合)チ ャンネルの放送が可能 となってお り、実際 に要 している利用料金 とし

ては年間の負担は約3分 の1～5分 の1ま で低下 している(注1%こ うしたコス トの低下 により従来

に比べ少 ないコス トで放送事業 に参入で き、参入の容易化が進展 しているのであ る。 また、 これ

は既存の事業者 の立場 か ら見れば、従 来のアナ ログ放送1チ ャンネル と同程度 の コス トで4～6

チャンネル の放送 を実現で きるこ とに もなるので ある。

工 放送サービスの提供形態の多様化

こうしたコス トの低下 に伴 い、チャンネル数の量的 な増加 に加 え、放送サ ービスの提供形態に

も様 々な広が りが見 られている。

コス トの低下 によ り従 来に比べ相対的 に少 ない視聴者 を対象 として も、放送が事業 として成立

す るよ うになっていることに伴 い、限 られた一定のニーズに焦点 を絞 った専門的な放送 を行 うこ

2851■■一



■■甜第3章 放送革命の幕開け

とも可能で あ る。現在、衛星デ ジタル多チ ャンネル放送 においては、通信販売 のシ ョッピング1青

報 を専門的 に放送 しているチ ャンネルや流通販売業務のPR用 に製品情報 を専門的 に放送 してい

るチャンネル等、様 々な無料 放送が見 られている。 また、ケー ブンレテ レビやCSの アナ ログ放送

において も映画、 スポー ツ、ニュース等、個別 の分野 に特化 したチャンネルが存在 していたが、

衛星デ ジタル多チャンネル放送 においては、個別分野の中で も更 に視聴者の範 囲を絞 った専門性

の高い放送が実現 されている。

例 えば、教育分野の中で も中学生 にのみ対象 を絞 ってい るチャンネル、高校生 にのみ対象 を絞

っているチ ャンネルや、英会話のみ を提供 しているチャンネル等が存在 してい る。 また娯楽分野

で も、海外旅行情報のみに限定 したチャンネル、囲碁 ・将棋 のみ を放送 してい るチャンネル、カ

ラオケの専門チャンネル等が見 られている。 その他、特 定の国の情報 に絞 った外 国語放送 や、気

象情報のみを提供 しているチ ャンネル等 を含 め、多種多様 なチャンネルが存在 している(第3-

2-27図 参照)。今後 もチャンネル数の増加 に伴 い、視聴者 ニーズに応 じて、また事業者 のアイデ

ィアを生 か した様々な専門分野のチャンネルが提供 されて くる もの と予想 され る。

さらに、衛星デ ジタル多チャンネル放送 においては、大量のチャ ンネルを確 保す ることが可能

であ るため、数チャンネル を用 いて、見 たい時間 に番組 を見 ることがで きるニア ・ビデオ ・オン

・デ マン ドも提供 されている
。これは、一つのPPVGu5)番 組の放送 に数チャンネル を用 い時差 を

つ けて放送 す るものであ り、例 えば2時 間の映画 を4チ ャンネル を用 い30分 ずつ時差 をつけて放

送すれば、視聴者 は最大30分 の待 ち時間で最初 か ら番組 を楽 しむこ とがで きるもので ある(第3

第3-2-28図 ニア ・ビデオ ・オン・デマンドのイメージ

チ ャンネルA チ ャ ンネルB

チ ャンネルC チ ャ ンネルD
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第3節 ソフト産業の変革旧一

一2-28図 参照)
。

デ ジタル化 に伴 う多チャンネル放送の実現 によ り、 こうした多数事業者 による多様 な番組の提

供、新 しいサービスの提供 が可能 とな り、視聴者の放送利用 の選択肢 も更 に拡大す るこ ととなる。

第3節 ソフト産 業の変革

放送のデ ジタル化、多チ ャンネル化が進展 している現在、 コンテン ト供給の担 い手で あるソフ

ト産業 にも変革の兆 しが見 え始 めている。本節で は、放送 ソフ ト産業の重要 な役割 を担 う、 テレ

ビ放送及 びラジオ放送の番組及びCMを 制作す る放送番組制作事業者を対象 として、 その現状 と

動向及び今後 の課題 について、郵政省 にて実施 した放送番組制作業 に関す る調査結果(注'6)(以下、

本節で は、「調査」 とい う)等 を中心 に概観す る。

1ソ フト制作構造の変化
_!/孟 ・ __一_.一 ノ

(1)ソ フ ト制作環境の動向

放送 ソフ トは、 これ まで、地上放送 を中心 とした放送事業者 による視聴率競争の下、視聴者ニ

ーズの反映 を意図 して提 供されて きた。多 くの場合、放送番組制作事業者 は資金面で地上放送事

業者 に相 当程 度依存 してきた歴史 を持つ といえる。

しか し、今後、多 メデ ィア ・多チャンネル化の進展 によ り放送 ソフ トに対す るニーズが増加す

るに伴 い、放送 ソフ トの制作 ・供給 における放送番組制作事業者の重要1生が高 まるこ とが予想 さ

れ る。

また、デジタル技術の進展 に伴 い、 コンピュー タグ ラフィクス等の高度技術 を活用 した放送番

組制作が本格化 してい くこ とが期待 されてお り、 これ らの ノウハウを有す る放送番組制作事業者

の果たす役割が重要 になって きている。良質で多量 なソフ トの提供 には、 ソフ ト制作能 力の向上

が必要で、 そのための環境整備 が望 まれてい る。

(2)放 送番組制作事業者の現状

ア 主要業務

放送番組制作事業者の主な業務 として、テ レビ番組 、テレビCM、 ビデオソフ ト等の企画 ・制

作があ る。調査 による と、「テレビ番組の企画 ・制作」を主要業務 としている会社が最 も多 く(81.0

%)、 次 いで 「ビデ オソフ トの企 画 ・制作」(70.2%)、 「テ レビCMの 企画 ・制作」(61.2%)と な

ってい る。 また、最 も売上 げの大 きい業務が 「テレビ番組の企画・制作」であ る会社は、57,8%

で、 「テレビCMの 企画 ・制作」を入れ ると、67.5%と な り、 テレビ放送 に大 き く依存 してい るこ

とが分か る(第3-3-1図 参照)。

イ 経営規模
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テ レ ヒ番 組 企画 ・制 作

ビデ オ ソ フ ト企 画 ・制 作

第3-3-1図 主要業務別会社数の比率

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

57.8%

「・ 噴 ゲ郭 蕪1
,70.2%

81.0%

6.0%

テ レ ビCM企 画 ・制作

ポ ス トプ ロ ダ ク シ ョ ン
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'
、38.8%

口主 な業務(複 数 回答)

ロ売上の最 も大 きい業務

郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

資本規模、初期投資額、売上高、従業員数 につ いて、調査結果 によ り、放送番組制作事業者 の

経営動向 を分析す る。

(ア)資 本規模

資本金 につ いて見 ると、3,000万 円未満 の会社が75%程 度 、8割 以上 の会社が5,000万 円未満 の

中小規模であ る(第3-3-2図 参照)。

また、出資者 について見 ると、放送局関係(84%)が 最 も多 く、次 いで映 画・ビデ オ制作業(55

%)、 個 人(20%)と なっている。

(イ)初 期投資額

初期投資額 につ いて見 る と、1社 当た りの平均額が6,!87万 円で、8割 以上の会社が5,000万 円

未満 の投資規模であ る(第3-3-3図 参照)。

(ウ)売 上高

平成6年 度の放送番組制作事業者の総売上高 につ いて見 る と、1億 円以上、5億 円未満の会社

が半数近 くを占めてお り、1社 当た りの年間売上 高は、5億 円弱 となっている。 また、7年11月

に実施 された郵政関連業実態調査報告(以 下、本節で は 「実態調査」 とい う)に よ ると、総売上

高の うち、「放送番組制作業務」の売上高 は、各社平均で56.3%を 占めてお り、 その内訳 は、 テレ

ビ番組制作が82.4%と 大部分 を占め、次 いで、 テレビCM制 作が13 .1%と なってい る(第3-3

-4図 及び第3-3-5図 参照) 。

(エ)従 業員数

従業員数 について見 ると・正社員が1社 当た り平均34.3人 で、50人 未満の会社 が全体 の8割 以

上 を占めている。 その他・出向者が1社 当た り平均82人 、アルバ イ トが同5 .4人であ る。 また、

正社員の うち・約半数が企画 ・制作の業務 に携 わってい る(第3-3-6図 参照)。

ウ 財政基盤(資 金調達手段)
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第3-3-2図
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

第3-3-4図

20億 円以上

8.0%

売上高別会社数の比率

第3-3-3図 初期投資額別会社数の比率
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

第3-3-5図 放送番組制作業務別の売上高比率

0%100%
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ロラジオCM制 作

郵政省 「郵政関連業実態調査報告書」により作成
郵政省 「郵政関連業実態調査報告書」により作成

第3-3-6図 従業員数別会社数の比率

50人 ～ 人 以1
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も　

▽o人説 未満

,L魯粛 ぜ ・.・ べ

郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

放送番組制作事業者 の資金調達 は、不動産 を担保 とす る融資、放送事業者か らの受注契約が固

まっている場合 の回収 日までのつなぎ融資 による資金調達が一般的であ る(第3-3-7図 及び

第3-3-8図 参照)。

資金の調達先について見 ると、内部資金の運用 に次 いで、銀行又 は個 人か らの借入が多 く、親

会社や取引先か らの資金 の流 れは少 ない(第3-3-9図 参照)。

顧客別の売上高の構成 を見 る と、地上放送事業者の比率がや は り高 く、全体の75%程 度 を占め、

地上放送事業者 に依存 した経営体質 になっている(第3-3-10図 参照)。

工 設備の装備状況

設備投資額の動向 を見 ると、5年 度か ら6年 度 にか けて減少 した設備投資額が、7年 度の実績

28911■一
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第3-3-7図 資金調達の流れ(例)
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第3-3-8図 銀行借入時の担保利用状況 第3-3-9図 主要な資金 調達手段
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成
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郵政省 「放送番組制作業に関す る調査」により作成

第3-3-10図 顧客別 売上げ高の構成比
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その他
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成
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第3-3-11図1社 当たりの平均設備投資額
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(年度)

郵政省 「郵政関連業実態調査報告書」、

「放送番組制作業に関する調査」により作成

第3-3-12図 設備投資額の推移(7年 度実績額/8年 度見込額)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
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8年 度見込
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54.7% 32厩 灘 鑛7.4%
島翌

!
1 '1
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国1,000万 円未 満

ロ5,000万 円 ～1億 円 未 満

国1,000万 円 ～5,000万 円 未満

国1億 円 以上

郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

額か ら増加 に転換 した(第3-3-11図 参照)。 また、会社別の設備投資状況 を見 ると、7年 度か

ら8年 度 にか けて、1,000万 円未満の投資額の会社が減 り、1億 円以上の投資額 の会社が増 える傾

向が見受 け られる(第3-3-12図 参照)。

設備 の導入率の高 い機器 は、カメラ、VTR、 編集機材 の順 となってい る。 リー ス比率 は、 い

ずれの機器 もそれほ ど高 くなっていない(第3-3-13図 参照)。

オ デジタル設備導入状況 と今後の見通 し

設備 のデジタル化のための投資額 は、7年 度実績で、1社 当た り平均1,680万 円(投 資額全体 の

64%)に 対 して、8年 度見込みで、同3,771万 円(同97%)と 急増 している。 また、事業者別のデ

29111■一
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第3-3-13図 機種別 設備導入状況
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

第3-3-14図 デジタル設備投資額(7年 度実績額/8年 度 見込額)
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ロ1,000万 円 未 満
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

ジタル化のた めの投資状況か ら見て も、7年 度か ら8年 度 にかけて、増加す る傾 向が うかが える

(第3-3-14図 参照)。

デジタル化の現状 は・カメラや編集用機材 をデ ジタル化 している会社が25%程 度 に とどまって

お り・デ ジタル化設備 の全 くない会社 も30%あ る・今後の ソフ ト制作のデ ジタル化 に対応す るた

め・設備投資が 「大幅 に増加す る」又 は 「増加す る」と考 えてい る会社が、全体 の70%近 くあ り、

設備のデ ジタル化が急速 に進展す る と考 え られる。

力 経営上の課題

放送番組制作事業者 は・実態調査 による と・受注量の不安定 さをはじめ として
、資金調達面、

人材面・ ソフ ト制作 設備面 につ いて・事業運営上の課題 が生 じている(第3-3-15図 参照)
。

キ 放送産業の変化に向けた期待
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第3-3-15図 放送番組制作事業者の経 営上の問題点
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郵政省 「郵政関連業実態調査報告書」により作成

第3-3-16図 放送のデジタル化の進展による放送産業の変化予測
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匡
郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

放送のデジタル化の進展 による放送産業の今後の変化 につ いて、調査 によると、半数以上の放

送番組制作事業者斌 放送 ソフ トが不足 し、質の低下が起 こる という危1具を持 ちなが ら、一方で

は、放送 と通信の融合化が進展 し、新 しいサー ビスや事業が誕生す る という期待 を抱 いている(第

3-3-16図 参照)。

調査 によれば、放送 のデ ジタル化 ・多チ ャンネル化 による放送番組制作事業 の変化予測の設問

29311■ 一
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に対 して、7割 の会社斌 事業環境 が それほど好転 す るとは思 えない と回答 してい る一 方、2割

を超 える会社が、放送番組制作事業者の地位 が向上 し、事業環境 が好転す る と考 えている(第3

-3-17図 参照)。

好転す ると思 われない と回答 した主 な理由 に、既存放送事業者 の影響 は相 変 わ らず強 く、放送

番組制作事業者の地位が向上 す るとは思 われない、多チャ ンネル化 によ り、 ソフ ト制作 の単価 が

下が るなどが挙 げ られている(第3-3-18図 参照)。

一方
、好転す ると回答 して いる主 な理由は、良質 なソフ トの不足 によ り、相対的 に放送番組制

作者事業者 の地位が向上 す る、 という前述の回答 とは正反対の考 え方があ り、 さ らに、国内で二

次利用のマー ケッ トが確立 され、放送番組制作事業者の 自立的な ソフ ト流通管理 ・運用 が可能 と

な る、 という回答が見 られ るなど、放送 ソフ トの二次流通市場 の形成 に対す る期待が うかが える

(第3-3-19図 参照)。

第3-3-17図 放送のデジタル化 ・多チャンネル化による放送番組制作 事業の変化予測
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

第3-3-18図 放送のデジタル化 ・多チャンネル化により放 送番組制作事業が好転しない理 由

0%10%20%30%40%50%60%70% 80%

既 存放送局の影響は相変わ らず強 く.放送 番組制

作 事業者の地位が向Lす るとは思われない

多チャンネル化 により、番組制作単価が ドかる

テシタル化されても現実には制作コス トか下がら

ない

著作権の処理が うまく解決 しない

既存放送局以外からの受注は増 えない

.次利用に関するノウハ ウがな く、組織体制も確

ウてきない

新規事業者か増え、競争か激 しくなる

各師業務の内製化か進み、嘱裳内容か縮小する

その他

76.

71.3%

563%

36.3%

28.8%

27.5%

26.3%

10.0%

6.3%
1複 数回答1

%

郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成
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ク 今後の事業戦略

今後 の放送番組制作事業者の事業戦略 として、最 も力を入れたい事業内容 は、国内地上放送向

け番組制作及び販売が44%と 多い斌 衛星デ ジタル多チャンネル放送向 け番組の制作及 び販売が

パ ッケージ商品(ビ デオ等)化 とともに、約10%ず つ と上位 に挙がっている(第3-3-20図 参照)。

第3-3-19図 放送のデジタル化 ・多チャンネル化により放送番組制作事業が好転する理 由
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郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成

第3-3-20図 今後、最も力を入れたい事業 内容
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2ソ フト流通構造の変化
＼

(1)ソ フ ト流通の現状

放送 ソフ トの流通構 造は、単一メデ ィアによる利用形態 か ら、 ワンソース ・マル チユース とい

う形態 に一部変化 して きている。た とえば、あ るアニメーシ ョンが、地上放送 によ り放送 された

後 に、衛星放送やケーブル テレビにおいて二次利用 された り、パ ッケージ ・ビデ オ として販売 さ

れた りす るように、一つの ソフ トが複数の市場 に対応す る流通構 造が形成 されつつあ る。二次利

用 の形態 としては、前述の ようにソフ トの内容 を変 えずにメデ ィアのみ を変 えて流通 させ る 「多

元的利用」 と、アニメー ションを書籍 として出版 した り、ゲー ムソフ トのキャラクター として用

いた りす るようなソフ トの一部又 は全部 を他の ソフ トの素材 として利用 す る 「素材利用」 とがあ

る。 その他 の流通形態 としては、海外市場への輸 出があ り、完成品 をその まま輸 出す る形態 と、

フォーマ ッ トや素材 の使用権等の権i利を海外へ販売す る形態 とがある(第3-3-21図 参照)。

(2)流 通市場規模(一 次 ・二次利用)

7年 度 の映像系 ソフ トの流通市場規模 を推計す る と、総流通量1 ,514億 時間(対4年 度比7.5%

増)、 金額41,103億 円(対4年 度比18.1%増)で あ る。

次 に映像系 ソフ トにおけるマルチユースの進 展状況を見 る と、二次利用の流通市場規模 は15 .4

%増 であ る。地上放送番組 の二次利用 は、映画 と比較 して規模 としてはまだ小 さいが、4年 度 と

比較 して18.8%増 となっている。二次利用の内訳 を見 ると、 ビデオ販売、 レンタル ビデ オでの利

用が大 きく伸 びている。 これは、人気 テレビ ドラマやアニメ等 のビデオ化 に対す るニー ズが伸 び

た ことが一 因 と考 え られる。

今後 は、衛星デ ジタル多チ ャンネル放送の開始 に伴 う既存 テレビ番組の再放送 の増加やCD-

ROM、DVD-ROMの 素材 として放送 ソフ トの二次利用が活性化す るこ とが期待 され る(第

3-3-22図 参照)。

テ レビ放送

海外市場

第3-3-21図 多元的利用の流通構造モデル(例:ア==メ)

リピー ト放 送 …地 上 放 送 、CATV、 衛 星 放 送

ビデ オ 、CD-ROM

出 版

キ ャ ラ ク タ ー

劇場公開

ペ イパ ー ビ ュ ー

テ レビ放送

●玩具 ・文房具

●衣 料

● ゲーム ソフ ト等

ビデォ1

==.1ノ

出 版 、

キ ャ ラ ク タ ー1;
,_-1
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第3-3-22図 映像系ソフトの流通市場規模 及び流通量

(1)映 像 系 ソ フ トの 流 通 量(7年 度 、 時 間)

月央[由iソフ ト

その他4,5%
0.4%1也L那(送 番尉1

0,2%ビデオソフ ト

0.3%

衛星放送番組
0.8%

次流 量
4.70

擁r・

合「汁1,514f意F芋1司

(う ち ⊃欠利 月1

72乳曹」時・「凸1)

一次流通量

95.3%

地上放送番組
93.8%

(2)映 像 系 ソ フ トの 流通 市場 規模(7fl七 度 、 金額)

㌃甥
マルチ メテ ィアソフ ト

3.0%

日央画 ソ フ ト

3.8%

ヒ テオ ソフ
7,2%

地L放 送番組
1,3%

映画 ソフ ト
11,1%

_次 流通
市場規模
12.4%

合 言卜41,1`}31層Pl

(う ち ワ欠利 用

5,0931膏 「ID

ゲ_ソ フ ト ー次流通市場規模
16,4%87.6%

猫考
玉番組

映 画 年鑑 、 日本 民 間 放 送 年鑑 、NHK年 鑑 、CArv年 鑑 、情 報 メデ ィア白書 、 月刊 トイ ジャ ーナ ル 、マ ルチ メデ ィ
ア白書 、 レ ジ ャー 白書 、 日本 ビデ オ協 会 統 計調 査 報告 書 、 ビデ オ レ ン タル 店実態 調 査 報告 書 、 各放 送 局の 番組 表

等 か ら推 計 に よ り作 成,

(3)～(5)の4年 度 の 数値 は 、 「徹 底 研究 メデ ィア ソフ ト」 よ り作 成 。

(注)二 次 利 用 は、異 な る メデ ィアで ソ フ トを使 用 した場 合 を さす,同 じメデ ィアでの 再 放送 は、.一時 利 用 とみ なす,

一次 ・二 次 別

(億 時 間 ・億 円)

映画 ソフ ト

ビデ オ ソ フ ト

地上放送番組

衛星放送番組

CATV番 組

ゲ ー ム ソフ ト

マルチメテ・イアソフト

一次 流通市場

流通量 市場規模

1.9

4.3

1,420。6

11。4

1.7

2.4

0.2

1,579

2,967

22,925

493

75

6,751

1,220

二次流通市場

流通量 市場規模

69.04,576

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0

517

0

0

0

0

映像 ソ フ ト計1,442.536,01071.95,093

メデ ィア別

(億時間 ・億円)

映画 ソフ ト

ビデ オ ソフ ト

地上放送番組

衛星放送番組

CATV番 組

ゲー ム ソ フ ト

マルチメテ9イアソフト

地上放送

流通量 市場規模

56.9

1,420,6

1,060

22,925

衛星放送

流逓量 市場規模

1.3

2.1

11.4

135

69

493

CATV

流通量 市場規

2.0

1.7

94

75

ビデオ販売

流通量 市場規

0.2

0.6

0.0

984

1,482

138

レ ン タル ビデ オ

流通量 市場規

8.6

3.7

0,8

2,303

1,485

309

映画

流通量 市場規模

1.9 1,579

映像 ソフ ト計1,477.523,98514.8 6983.7 1690.82,60413,14,0981 .91,579

(3)権 利処理の動向

放送 ソフ トの二次利用率を向上 させ るための重要 な要 因の一つ として、権利処理の円滑化があ

る。権利処理の在 り方について見 る と、現状で は、1～2回 の放送のみを対象 とした権利処理が

行 われている場合が圧倒 的に多 く、 ビデオ化等二次利用の際にはあ らためて権利処理が必要 とな

る。
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一 四第3章 放送革命の幕開け

(3)映 像系ソフ ト全体の一次流通市場規模及び二次流通市場規模の推移

4年度

7年度

.7%)

3億 円(12.4%)

05・00010・00015,00020・00025・00030・00035,00040・00045,000(億 円)

(4)地 上放送番組の一次流通市場規模及び二次流通市場規模の推移

4年 度

7年 度

(2.0%)

意円(2.2%)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000(億 円)

(5)地 ヒ放送番組の二次流通市場規模のメデ ィア別内訳

4年

7年

0 100 200 300 400 500 600(億 円)

3 、 ソフト制 作 、 流 通 環 境 の 整 備 に 向 けた 課 題 と行 政 へ の 要 望

(1)ソ フト制作、流通環境の整備に向けた課題

ア 資金調達の円滑化

今後 増大する多種多様な情報ニーズにこたえる良質な放送 ソフトの制作を実現 していくため

には・それを支える制作事業者の財政基盤の充実が不可欠であり、 そのため円滑な資金調達方法

を確立する必要がある。

そのためには不動産や機材以外に制作事業者が資産 として保有する放送 ソフ トを担保化す るこ

とや・企画段階で放送だけでなく・ビデオやDVD等 への展開を視野に入れてプリセールを行 う

ことなど・資金調達手段を多様化するための環境整備を行う必要がある。
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第3節 ソフト産業の変革 囎一

イ デジタル化への対応

放送 ソフ ト制作のデジタル化の効果 として、高度なデ ジタル技術 を活用 した高品質の ソフ ト制

作や作業の効率化 ・省 力化 による制作 コス トの削減 や、複製や保管の際の画質の劣化が防止 され

ることによ り、二次利用の促進が容易になることなどが挙 げ られる。 そのため、デ ジタル化に対

応で きるツールの開発及 び技術者 の育成が必要 となる。 また、放送 ソフ トのテープ録画方式等、

フォーマ ッ トの標準化 も併せて検討が必要で あ る。

ウ 権利処理ルールの確立

円滑 なソフ ト流通 を促進す るために、二次利用を前提 としない現行の権劉 処理の慣行を見直す

必要があ る。米国で は、制作者(プ ロデューサー等)が 二次利用 に係 るすべ ての権利 を取得 し、

二次利用の際 には、改めて著作者、出演者等 の承諾 を必要 としない。二次利用で得 られた収 入は、

契約等であ らか じめ定め られた比率で、著作者等 に配分 され るしくみ力確 立されている。

放送 ソフ トの二次利用 を活1生化す るためには、二次利用 に係 る権利処理や収益配分の在 り方 を

著作者 団体等 との間で契約上明確 に し、また そのためのルールを今後、確立 してい く必要があ る。

工 人材育成

放送 ソフ トの急激 な需要の拡大や多様化す る視聴者に対応 した質の高いソフ ト制作のためには、

これ まで以上 に人材育成の必要1生が重視 される。放送 ソフ ト制作 に従事す る優秀 な人材 を育成 ・

確保す るためには、公的 な教育機関の設置、 あるいは人材育成機関 に対す る支援措置を検討す る

ことが必要であ る。

オ ソフ トの国際的な流通促進

放送 ソフ トの制作 を活1生化す るために も、我が国の放送 ソフ トの海外への流通 を促進す るこ と

が求め られている。 そのため、衛星 による番組配信の推進、国際共同制作の推進、積極的な海外

見本市への出展等 を促進す る必要があ る。

第3-3-23図 放送番組制作事業の事業運営に際し行政に望むこと

0%

二次利用 を促進す るための権利処理 ルール

の確 立等の環境整備

資金調達を多様化するような しくみの整備 ・

人材育成 に対す る支援

番糸且帯Uf↑肘1機イオ(り1票・佐イヒ

ニ次利用が可能 となるようなソフト流通市場環境の

整備

共同利用施設等、施設環 境面での 支援 、

海外進出か容 易になるよ うな情 撮提供 また

は国際 共同番組制f↑セ ンタ等の設置'1 ,5%

番組国際 見本市の開催

特にない

その他

10%

戸'「 ・ イ・ 卵

' 一一4

.5%

1.7%

1.5%

6.0%

18 .5%

6.8%

20%

16.4%

19.4%

30%

26,9%

23.9%

124.8%

120.5%

40%

143,6%

41.0%

39.3%

36.8%

50%

、50.4%

ロ 望 む こ と(複 数 回 答)

口 最 も望 む こ と

60%

郵政省 「放送番組制作業に関する調査」により作成
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一 ■剛第3章 放送革命の幕開け

(2)放 送番組制作事業者からの行政への要望

調査 によると、今後の放送番組制作業の運営 に際 し行政 に望 むこ ととして、二次利用 を促進す

るための権利処理ルールの確立等の環境整備、資金調達 を容易化 す るよ うな仕組みの整備、人材

育成に対す る支援 、 ソフ ト制作用機材の標準化、二次利用が可能 とな るよ うなソフ ト流 通市場環

境 の整備 の順 に挙 げ られている。 この中で、緊急度を もって望 まれている もの として、資金調達

の仕組みの整備、機材の標準化が挙 げ られているのは、現在の事業運営での資金面の厳 しさによ

るもの と考 え られ る(第3-3-23図 参照)。

放送番組制作事業者が 自ら委託放送事業者 として衛星 デジタル多チャンネル放送へ参入す るな

ど、地上放送事業者 に依存 して きた傾向に も変化が見 られつつある。 多メデ ィア ・多チ ャンネル

時代の到来 は制作事業者 に とって大 きな転換期であ るが、創造性 あふれ る個性豊かな ソフ トを制

作 してい くには地上放送事業者 との間 に対等 なパー トナー シップの確立が必要であ り、 そのため

の制作面 ・流通面での環境整備が望 まれている。

【

第4節 グローバル化に伴う放送メディアの変革
-

畳

近年の急速 な衛星放送技術 の進展、社会 ・経済 のグ ローバル化等 に伴 い、世界 は本格的 な映像

国際放送 とデ ジタル多チャンネル放 送時代 を迎 えている。 こうしたなかで、映像国際放送 は、放

送番組 を通 じて国際交流 を促進 し、諸外国 との相互理解 を深化 させ るもの として期 待 されている。

また、放送のデ ジタル化 は、新 しく有望 な経済 フロンティアを誕生 させ るこ とが想定 される。

このため、世界のメデ ィア産業 においては、国際競争市場 にお いて優位 を確保す るためにグ ロー

バル な合従漣衡 や海外進出 を行っている。

本節で は、我が国 にお ける放送のグ ローバル化の動向、 テレビ番組 の輸 出入の動 向、グ ローバ

ルなメデ ィア産業の展開・欧米 における放送デジタル化への対応 と放送関連政策 について概観す

る。

　

1放 送のグローバル化の動向
▲

(1)国 際放送の動向

激動す る国際1青勢の中で・諸外国の対 日理解 を促進す るとともに在 外邦 人に対 して必要 な情報

を提供 す るため・我が国か らの国際放送の果 たす役割 は極 めて重要 となっている
。

我が国か らの国際放送 は現在 ・NHKに よる短波国際放送及び映像 国際放送が実施 されている
。

ア 短波国際放送

短波国際放送 は・国 内送信所(KDD八 俣送信所(茨 城県))か ら直接放送 され るほか
、海外七

つの中継 局を経 由 して全世界 に向けて放送 を行っている(第3-4-1図 参照)
。
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第4節 グローバル化に伴うメディアの変革i璽1■■職

第3-4-1図 短波国際放送送信方向イメージ

イギ リス 継局 画

め ①

「バ へ 、

霧
薮/1～ 靭

、 イ

」呈送信」丘

ノ

シンカホール中継局

鵡 ランカ鞍r

⑦欧州向け
②中恥 北アフリカ向け
③アフリカ向け
④南アジア向け
⑤アジア大陸向け

短波国際放送

放送開始⑧
対象地域
国内送信所

ナ:騰 暑
[i放送 時間

昭 和10年6月

全 世 界

1か所(茨城 ・八俣)

7か 所

22言 語

1日 のべ65時 間
F郵政大臣による命令放送及び

bNHKの 自主放送

⑥ 東 南 ア ジ ア 向 け

⑦ 極 東 ロ シ ア 向 け

〔亘ン豪州・ニューノーラント向け

(豆)中南米・北米・ハワイ向け

⑩ 南 米 向 け

が

餅
/

カナタ中継局

退.

警
Lぎ

8年 度の放送時 間をみ ると、 日本語 と英語で放送す る一般向 け放送は、1日 当た り延べ32時 間

で、特定地域 に向けその地域で使 われてい る言語を用 いて放送す る地域向 け放送 は、21言 語で1

日当た り延べ33時 間で あった。

イ 映像国際放送及び番組配信

6年 の放送法 の改正 によ り、NHKが 衛星事業者 に委託 して外国に向 けて放送 を行 うことがN

HKの 必須業務 とな り、7年4月 か ら映像国際放送が実施 されている。8年 度末現在、映像国際

放送は、欧州地域へ1日 当た り約3時 間40分 、北米地域へは1日 当た り約5時 間30分 となってい

る。

また、NHKは 、外国の放送事業者等 に衛星 による番組配信 を行ってお り、アジア ・太平洋、

東欧、中南米 の各地域の放送事業者等 に対 しては、1日 当た り約14時 間30分 番組 を配信 している

ほか、「TVジ ャパ ン事業」として欧州 と北米で放送 を行ってい る現地法人に対 して も、1日 当た

り約14時 間3(扮 番組 を配信 している(第3-4-2図 参照)。

(2)国 内における国際化の動向

ア 外国放送番組の受信

郵政省 は、海外か らの映像国際放送の受信 を円滑 に推進す るための措置 として、放送法 に規定

す る 「放送」の定義 に該 当す る事 を確認 したサー ビスにつ いての公表 を行っている。

8年 度末現在、「放送」と確認 したサー ビスは、8事 業者の提供す る18チ ャンネル となっている

(第3-4-3表 参照)。

イ 外国語放送

在 日外国人の増加や 日本人の国際化 に伴 い、外国語 による情報提供 ニーズの高 ま りを背景 に、

FMに よる外国語放送が7年2月 に制度化 された。8年 度末現在、大阪 市(大 阪府)等 を放送区

域 とす る関西 インターメデ ィア(株)が14言 語、東京都特別区等 を放送区域 とす るエ フエ ムインタ
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■■■ 闘第3章 放送革命の幕開け

第3-4-2図NHKに よる映像国際放送と番組配信

(1)映 像 国際 放送

口]]言 冊
1d

陰'・'慧 魅
o

義9'

・e
岡

6

ノ

。 瓦望
鉦・糠 、

武)2

欧州地域への映像国際放送

放送時間〔>1日3時間40分程度

受信方法〔〉 直接受信、CATV局 経由

耳
斌華餐」
。 ヤ逮 ご 心

㌻_.
北米地域への映像国際放送

放送時間[>1日5時 間30分程度

受信方法[〉 直接受信、CATV局 経由

※ ア ジ ア地 域 に つ い て は 、当面 、映 像 国 際 放 送 の受 入 れ 状 況 を 見守 る こ と と して い る。

(2)番 組 配 信 (8年度末現在)

東欧地域等への番組配信 アジア太平洋地域への番組配信 中南米地域への番組配信

配信時間 ζ>1日14時 間30分程度 配信時間[>1日14時 間30分程度 配信時間[>1日14時 間30分程度

対 象[>6の 国、6の放送機関 対 象 く>20の 国 ・地域、43の 対 象[>2の 国、2の放送機関

CATV局 放送機関 ・CATV局

※ これ らの ほ か 、欧 州 及 び北 米 で 「TVジ ャパ ン事 業 」 と して 放 送 を 行 な って い る現 地 法 人 に対 し

て も 、1日14時 問30分 程 度 の 番 組 配 信 を行 な って い る 。

第3-4-3表 外 国事業者の放送番組の受信

(8年 度末現在)

外国事業者

DeutscheWelle

(ド イチェウ"エレ)

MCMInternational

(エムシーエムアンテルナシオナル)

NBCAsiaLtd.

(エヌヒ"一シーアシ"ア)

RadioFranceInternationale

(ラシ"オフランスアンテルナシオナル)

SATELLIMAGESTV5

(サテリマーシ"ユティーウ"イーサンク)

STARTelevisionLimited

(スターテレビ"シ"ヨン)

チ ャンネル

DeutscheWelle

MCMInternational

CNBCAsia

R.F.1

TV5

STARTVNetwork

①PrimeSports

②Channel[V]

③ChineseCh㎜el

④STARPIus

⑤STARMovies

内容(放 送形態)

ニュース、文化 、情報

(無料)

音楽

(無料)

ニ ユ ー ス

(無料)

総合

(無料)

総合

(無料)

スポーッ(無 料)

音楽(無 料)

中国娯楽(無 料)

欧米娯楽(無 料)

映画(有 料)

使用衛星

AsiaSat-2

AsiaSat-2

PAS-2

AsiaSat_2

AsiaSat-2

AsiaSat_1

確認 日

96.8.8

96.8.8

95.12.18

96.8.8

96.8.8

95.4.19

95.9.12
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第4節 グローバル化に伴うメディアの変革魍醐

外国事業者

STARTelevisionLimited

(スターテレビ"シ"ヨ ン)

TurnerEntertainment

NetworkAsia

(ターナーエンターテイメントネットワークスアシ"ア)

WestinghouseBroadcasting

Company,Inc,

(ウェスチンク"ハウスフ"ロード キャスティンク"カン

ハ.ニー)

チ ャンネル

STARTVNetwork

⑥STARPIus

⑦STARMovies

⑧FOXSports

STARRadio

⑨TheWave

⑩ClassicHits

TNT&CartoonNetwork

CMT

(CountryMusic

TeIevision)

内容(放 送形態)

映画等(有 料)

映画(有 料)

スポーツ(有 料)

音楽

音楽

(有料)

(有料)

映画 ・アニ メ

(有料)

音楽

(有料)

使用衛星

AsiaSat-2

Apstar-1

PAS-2

PAS-2

確認日

96.3。29

95.4.19

95.9.12

95。9.12

第3-4-4表FM外 国語放送の使用言語

関西 インターメデ イア(株)

英 語29.4%

中 国 語12.3%

韓 国 ・朝 鮮 語11.7%

ス ペ イ ン語10.2%

日本 語6.1%

ポ ル トガ ル 語3.5%

イ ン ドネ シ ア 語3.3%

タ イ言吾3.3%

ベ トナ ム 語3 .3%

マ レ ー 語3.3%

ヒ ン デ ィ ー 語3.3%

ウ ル ド ゥ ー 言吾3.3%

シ ンハ リ語3.3%

タ ガ ロ グ 語3.3%

(8年 度末現在)

エ フ エ ム イ ン タ ー ウ ェ ー ブ

(株)

英 語95.0%

日本 語2.7%

中 国 語0.5%

韓 国 ・朝 鮮 語0.5%

ポ ル トガ ル 語0.5%

タ ガ ロ グ 語0.5%

ス ペ イ ン語0.1%

イ ン ドネ シ ア 語0.196

タ イ 語0.1%

(株)九 州国際エ フエ ム

(9年4月 開局予定)

英 語77.0%

中 国 語10.0%

韓 国 ・朝 鮮 語10.0%

イ ン ドネ シ ア 語1.0%

タ イ 語1.0%

ポ ル トガ ル 語1.0%

一ウェーブ(株)が9言 語で放送 を実施 している
。また、8年11月 、福 岡市(福 岡県等)を 放送区域

とす る(株)九 州国際エ フエ ムに予備免許が与 えられ、9年4月 に6言 語で放送 を開始す る予定で

あ る(第3-4-4表 参照)。

ウ 衛星デジタル多チャンネル放送

衛星放送の多チャンネル化 によって、在 日外国人や外国 に興味のあ る人のニーズに応 える番組

が提 供されている。8年 度末現在、英語、 スペ イン語、ポル トガル語、中国語、韓国語の各外国

語放送が実施 されている。
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2▼ テレビ番組の輸出入の動向
燃血 謝 〆

メ

(1)テ レビ番組の輸出入金額の動向

我が国のテレビ番組の輸出入額 を推計す る と、7年 度の テレビ番組 の輸 出金額 は、53億 円(対

前年度比16.4%増)で あ り、増加 を続 けている。 また、輸入金額 は、248億 円(対 前年度比25.3%

増)で あった。過去5年 間における輸 出入金額 の推移 を見 る と、一貫 して大幅 な輸入超過で ある

ことが分 かる(第3-4-5図 参照)。

第3-4-5図 テ レビ 番 組 輸 出 入 金 額 の 推 移(億円)

350

300

250

200

150

100

50

0

34567(年 度)

「国 際 収 支 月報 」(日 本 銀 行)、 日本 銀 行 資 料 、郵 政 省 調 査 等 に よ り作 成

輸入

輸出

3

200

33

4

318

37

5

230

41

6

198

47

7

248

53

(2)テ レビ番組輸出入の現状

ア テレビ番組輸出

郵政省で は・7年 度のテレビ番組 の地域別 ジャンル別の輸 出番組数 について、民放 キー局5局

に対 して調査 を行った(第3-4-6図 参照)。

輸 出先で最 も多い地域 はアジアで47.3%、2位 が北米で25.7%、3位 が欧州で12 .2%と なって

いる(第3-4-7図 参照)・ ジャンル別で は、 ドラマが全体の36 .5%を 占め、次 に、 クイズ・バ

ラエ ティの36.2%、 アニメの9.1%が 続 いてい る。

特 にアジア向 けの ドラマ につ いては・ テレビ番組輸 出全体の25%を 占めてお り、我が国の放送

ソフ トの輸 出を リー ドしている・ アジア地域へのテレビ番組の輸 出が伸 びている理 由 としては
、

衛星放送・ ケーブル テレビの普及によるテレビ番組 に対す る需要の増大 とともに、米国、欧州の

番組 が多数放映 される中・同 じアジア地域 か らの情報 に対す る需要の高 ま りがあ るもの と推測 さ

れる。
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第3-4-6図 テレビ番組輸 出の動向(7年 度)

(地域)

ア ジア

北米

欧州

南米

中近東

その他

鍵

轟翻
難

…

(本 数)05001
,0001,5002,0002,5003,0003,500

ロ ア ニ メ ロ ド ラ マ ロ ド キュメンタリー ロ クイズ ・バ ラエティ[コ そ の 他

郵政 省調 査 に よ り作 成

第3-4-7図 テ レビ 番 組 輸 出 本 数 の 割 合(7年 度)

(1)地 域 別

中 近 東 そ の 他

献1・8%7墜__。 ジ。

舩/脳 一 一ご癒 穆1脇 ド3%

、 …一'一『=嗣r回 疏/1噌.・

麟
(2)ジ ャ ン ル 別

そ の 他

ト"キュメンタリー9 .6% ド ラ マ

7.6%
1・ ・、37.5%

♂i!一 一 一II認 ご∵『誇:細

クイス"・ハ"ラエティ

36.2%

郵政 省調査 によ り作成

イ テレ ビ番組輸入

テ レビ番 組 の輸 入 に関 して は、9年2月1日 か ら2月28日 にお け る地上 放 送 及 びBS放 送 にお

3051■ ■一



■■■髄1第3章 放送革命の幕開け

第3-4-8図 ジャンル別外国制作番組の割合

(1)地 ヒ放 送

ド キュメンタリー 音 楽 そ の 他

ス ポ ー ツ6.4%0.3%3・7%

6

ニ ユ ー ス

7.1%

映 画

1.8%

トフ マ

24.3%

(2)衛 星 放 送

ド ラ マ

52%ニ ユ ー ス

9.5%

ドキュメンタリー

L4%そ の 他

音 楽2
.9%4

.9%

映 画

58.7%

スポ ー

17.4%

郵 政 省 調 査 に よ り作 成

(注)9年2月!日 か ら28日 に か ・ナて のBS放 送 及 び 地 撒 送 鯨 キ 凋 の 放 送 時 間 ・

第3-4-9表 国際見本市スケジュール(9年)

名 称

NATPE

MonteCarloTVFestival

BBCSHOWCASE

MIP-TV

NordicScreenin

SundaSideoftheDoc

FrenchTVScreenin

MIP-COMJullior

MIP-COM

LondonProamMarket

GermanScreenin

MIP-ASIA

場 所

ニ ュ ー オ ー リ ン ズ

モンテカルロ

ブライ トン

カ ン ヌ

ス ウ ェ ー デ ン

マ ルセイユ

フラ ンス

カ ン ヌ

カンヌ

ロ ン ドン

ハ ンブルグ

ホ ン コ ン

時 期

1月13日(月)～16日(木)

2月10日(月)～13日(木)

3月2日(日)～5日(水)

4月11日(金)～16日(水)

6月8日(日)～12日(水)

6月18日(水)～21日(土)

9月1日(月)～4日(木)

9月24日(水)～25日(木)

9月26日(金)～30日(金)

11月10日(月)～12日(水)

12月1日(月)～4日(木)

12月11日(月)～13日(土)

NHK資 料 をもとに作成

い て明 らか に外 国制作 と分 か る番組 時 間 を調 査 しだ 「Il7}(第3-4-8図 参 照)。

まず 、地 上 放送 で あ るが 、4週 間 の放 送時 間 の うち、外 国 制作 番組 の割 合 は、5.7%で あ っ た。
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確認で きた制作地域では、圧倒的 に米国制作が多 く、86.2%、 次が欧州で13.5%と なっている。

ジャンル別で は、映画が最 も多 く51.8%、 以下、ドラマの24.3%、 ニュースの7 .1%と なっている。

これ に対 して、衛星放送で は、外国制作番組の割合が多 く、31 .1%が 外国制作番組 となってい

る。地域別で最 も多いのは、米国制作 の72.4%で あ り、次が、英国を中心 とした欧州制作の21.5

%、 アジア制作の5.1%が 続 いている。ジャンル別では、やは り映画が最 も多 く59.7%で あ り、以

下、スポー ツの17.4%、 ニュー スの9.5%と なっている。

(3)テ レビ番組輸出の促進

我が国のテレビ番組の輸 出を拡大 させてい くためには、①国際共同制作の推進等 による国際的

に通用す るソフ トの振興、②海 外流通の際の権利処理ルールの確立、③吹 き替 え等の ローカル化

の海外委託 な どによるコス トの削減 や円滑 な資金調達方法 の確立、④国際見本市の積極的な活用

(第3-4-9表 参照)等 を進 めてい く必要があろう。

3▼ グローバ ルなメデ ィア産 業の展 開
ノ ノ▲

ノ

(1)本 邦企業による海外におけるプロジェク ト

アTVジ ャパン事業

3年 よ り、欧州及び北米地域 にお いて、 日系企業の出資による現地法 人が「TVジ ャパ ン事業」

として、衛星 を利用 し我が国の番組の放送 を行っている。欧州地域 においては、 ジャパ ン ・サテ

ライ ト・テレビジョン(JSTV)が アス トラ1d衛 星 によ りNHK及 び民放の番組 を放送 して

お り、直接受信及 びケーブル テレビ経由で約9,000世 帯が視聴 している。また、北米地域 において

は、 ジャパ ン ・ネ ッ トワー ク ・グループ(JNG)がGE-2衛 星 によ りNHKの 番組 を放送 し

てお り、直接受信及びケーブル テレビ経由で約14,000世 帯が視聴 している。

イ ジャパン ・エンターテイメン ト・テレビジョン(JET)社

JET社 は、住友商事 と米国TCI社 の共同出資会社 ジュピター ・プ ログラ ミング ・ネ ットワ

ーク
、シンガポール住友商事、TBS・ アジアの出資 によ り、8年10月 、 シンガポールに設立 さ

れた。 同社で は、 日本か ら番組 をパ ッケージで持 ち出 し、香港 において英語、中国語及びタイ語

に翻訳 し、シンガポールか らパ ンナムサ ッ ト2号 機 を使用 して、アジア10か 国への番組配信 を9

年3月 か ら開始 した(第3-4-10図 参照)。

第3-4-10図JETが 実施する番組配信のイメージ

パ ンナ ムサ ッ ト2号 機

イ
鷺4騙 軽/

匝]■ レ[蚕 司 ■レ1シ ンガポール1

4力 寸玉】言吾方文送

ア ジ ア10か 国 へ

3071閲 一



■■闘第3章 放送革命の幕開け

(2)外 国企業による我が国放送事業への参入

欧米 におけるメデ ィア企業 は、世界各地 における実績 や ノウハ ウを背景 に、事業が開始 されて

間 もないデ ジタル衛星放送事業やMSOGil8}事 業 に参入 している。次で は、外国事業者 によ る我 が

国放送事業への参入の動向 を紹介す る。

ア 衛星放送への参入

現在、海外の二つの衛星プ ラッ トホー ム事業者が 日本 にお ける衛星デ ジタル放送事業 を計画 し

ている。

まず、米 国でデ ィレクTV等 を実施 している電子機器メーカーで あるヒューズ社が我 が国の音

楽 ・映像 ソフ トの流通事業者で あるカルチュアコンビニエ ンスクラブ社(CCC)や 三菱商事 と

ともに、デ ィレクTVジ ャパ ンを設立 した。この事業で は、現在、約100チ ャンネルの放送 に関す

る顧客管理業務等が計画されている。

また、英国でBSkyBを 実施す るな ど、放送、新聞等各種 メデ ィア事業 を経営す るニューズ

社 は、 ソフ ト流通事業等 を経営す るソフ トバ ンク社 とともに、JSkyBを 設 立 した。JSky

Bは 、約150チ ャンネルの放送 に関す る顧客管理業務等 を計画 している。

イ ケーブルテレビへの参入

米国 においては、複数のケーブル テレビ局 を1社 で管理 す るケーブル テレビ局統括運営会社(M

SO)が 多数存在 し、集中購入や管理機能の一本化 によ り、 コス トの削減 を実現 してい る。 この

MSOで 全米で第1位 、第2位 の加入者数 を得 ているのが、TCIと タイム ・ワーナー ・ケーブ

ルであ る。

TCIは 、7年!月 、住友商事 とともにジュピター ・テレコムを設立 してお り、 ジュピター ・

テレコムは、8年12月 末現在19局 のケーブルテレビ局 を管理 している。

また、タイム ・ワーナー ・ケーブルの親会社で あるタイム ・ワーナーは、7年1月 、伊藤忠商

事、東芝、USウ エ ス トとともにタイタス ・コ ミュニケー ションズを設立 した。タイタス ・コミ

ュニケー ションズは・8年12月 末現在 四つの事業エ リアで開局 し、五つの事業エ リアで開局を予

定 してい る。 いずれのMSOも 米国のMSOの ノウノ・ウを導入 し、通信事業 の兼業が特徴 となっ

てい る。

(3)ケ ーブルテレビの外資規制の緩和

郵政省は・9年1月 ・通信 と放送の融合 を促進 す る観 点か ら、外資規制 に関す る規制緩和 を発

表 した。

まず・外国人役員の就任 につ いて・審査基準 を策定、公表 した。具体的 には、①代表権 が ない

こと・②常勤・非常勤を問わない・③監査役 を含 む役員総数の3分 の1未 満 を限度 とした
。

また・第}種 電気通信事業 を併せ行 うケーブル テレビにつ いては、電気通信事業法の外資規制

に関す る改正の施行 に併せて有線 テレビジョン放送法関係審査基準 を改正 し
、外資比率規制及 び

外国人役員就任規制 を撤廃す る予定であ る。

なお・8年 度末現在の我が国にお ける外資比率規制及び外 国人役員就任規制の現状 は
、第3_

4-11表 の とお りで ある。

(4)世 界的なメデ ィア産業の再編

世 界のメデ ィア産業では・国際競争市場で優位 を確保す るため
、グ ローバル な提携や買収.合

併 が行 われている。 これ らについての典型的 な事例 を挙 げる と次の とお りであ る
。

コンテン ト事業者が放齢 業者 を買収 した事例 としては
、娯楽 ・映画会社で あ るウォ,レト.デ
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第4節 グローバル化に伴うメディアの変革 旧■■山

第3-4-11表 我が国における外国資本規制

9年3月 末現在

地上放送

衛星放送

ケーブルテ レビ

(注)

外資比率規制

株式の1/5未 満

株式の1/5未 満

議決権の1/3未 満

外国人役員就任規制

業務執行役員の就任禁止

業務執行役員の就任禁止

代表権がないこと

常勤 ・非常勤を問わない

監査役を含む役員総数の1/3未 満

(注)第 一種電気通信事業を併せ行うケーブルテレビについては、電気通信事業法の外資規制に関する改

正の施行に併せて有線テレビジョン放送法関係審査基準を改正し、外資比率規制及び外国人役員就任

規制を撤廃する予定。

イズニー社 による米 国3大 ネ ットワークの一つであ るABCの 買収 あげ られ る。 その反対 に放送

事業者が コンテン ト事業者 を買収 した事例 としては、放送事業を含 む総合メデ ィア企業であ るタ

イム ・ワーナー社 による、ケーブル テレビ番組供給会社であ りCNNを 番組 として持つTBSの

買収が挙 げ られ る。

また、通信 と放送の融合の事例 としては、地域電話会社で あるUSウ エ ス トによる米国ケーブ

ルテレビ業界第3位 の コンチネンタル ・コ ミュニケーションの買収が挙げ られ る。

このほか、ニュー ズ社や米国の電機 メーカーであ りディレクTVを 子会社 に持つ ヒューズ社等 は、

第3-4-12図 米国メディア崖業相関図
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■■ml第3章 放送革命の幕開け

米国、欧州、アジア、南米の各地で の買収 ・提携 を進 め るな ど、国境 を越 えたグ ローバル なメデ

ィアの再編が行 われている。買収 ・合併 や提携 によ り年 々複雑 にな る米 国及 び剛 ・卜1のメデ ィア産

業の相関状況 につ いては、 それぞれ第3-4-12図 及び第3-4-13図 の とお りであ る。

第3-4-13図 欧州メディア産 業相関図
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4欧 米における放送デジタル化への対応

(1)米 国

ア 地上放送

連邦通信委員会(FCC)は ・独 自の次世代の地上波 テレビ方式の確立 を目的 として昭和62年

よ り次世代 テレビジ ョン(ATV)の 検 討を開始 した。 この計画 は趾 波 のHDTV化 を対象 と

して検討 されていたが・2年 にフルデジタルの 「Digicipher」 方式が提案 されたの をきっか けに

FCCは デジタル化 に方向転換 した・ その後、5年 には選考の対象 としてデジタル4方 式 に絞 ら

れ、4方 式 の規格統一(GA)が 基本合意 され るこ ととなった。

ATV方 式の審議は・民間団体であ るATSCに よ り続 け られ、7年3月 にHDTV電 送規格

が承認 され・9月 にはSDTV規 格 を盛 り込む ことが承認 された。ATSCの 最終 報告 は、7年

11月 、FCCに 提出 された。

しか し・GAが 採用す る走査線方式が コンピューターの走査線 方式 にな じまないこ とか ら検討
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第4節 グローバル化に伴うメディアの変革細一

が続 け られ、8年11月 、GAを 基本的 に承認す るものの、走査線方式 を統一 しない とい うこ とで

合意が なされた。 その成果 は、規則制定のための提案告知 として公表 され、 その後、追加改訂及

び提案がなされている。

実用化 に向 けた取組 としては、8年6月 実験 放送が開始 され、10年 には、本格放送が開始 され

る見込みで あ る(第3-4-14表 参照)。

第3-4-14表 米国における地上放送のデジタル化スケジュール

年 月

8年4月

8年7月

9年1月 末

10年 初頭

内 容

地上デジタル放送の実験放送開始

放送法改正

多重事業者免許申請締切

地上デジタル放送開始予定

イ ケーブルテレビ

米国では、9年2月 か らカ リフォルニア州 フリーモ ン ト等 において、デ ジタルケーブルテレビ

によるサー ビスが開始 された。

(2)欧 州

欧州 にお ける地上放送のデジタル化の研究 は、各国 において並行 して行 われていたが、5年 に

は、汎欧州デ ジタル放送 を開発す るため、政府 事業者、メーカー等25か 国、200機 関で組織 され

るDVB(DigitalVideoBroadcasting)が 設立 された。DVBは 、事業化 と技術の両面 か ら汎

欧州 システムの検討 を行ってい る。 ケーブルテレビについてはDVB-Cに おいて検討が進 めら

れ、6年 に標準化 を終 えた。地上放送 については、DVB-Tに お ける検討 の結果、7年12月 、

勧告案が合意 され、9年2月 、欧州 電気通信標準化機 構(ETSI)の 規格 として採択 されている。

ア 英国

英国では、8年4月 に地上放送のデジタル化の実験が行 われ、10年 初頭の本格放送の開始 に向

けて準備 が進 められている(第3-4-15表 参照)。

第3-4-15表 英 国における地上放送のデジタル化スケジュール

年 月

7年11月

8年6月

8年12月

9年

10年

内 容
'
放送方式案策定

地上デジタル放送の実験放送開始

技術基準制定

免許申請の受付予定

地上デジタル放送開始予定

また、8年7月 に成立 した1996年 放送法 において、地上デジタル放送の導入が規定 されてお り、

その概要は、次の とお りで あ る。

① デ ジタル放送用周波数帯域の管理権 を所有 し放送事業者へ周波数帯域 を提供す る管理事業

3111腫■一



一 ■■1第3章 放送革命の幕開け

者(マ ノレチプ レックス ・プ ロバ イダ)と 、 その帯域上でサ ービスを提供す る放送事業者 とを切

り分 けた二元免許制 を導 入。

②BBCに は1周 波数帯の全域が割 り当て られ、他の既存放送事業者 には、1チ ャンネル にっ

き周波数帯域の半分が割 り当て られた。 また、BBC及 び既存放送事業者 は放送事業者 とマル

チプ レックス ・プ ロバ イダを兼ね るこ とが可能。

⑧ 当初用意 される周波数帯域 はテレビ用が六つ、 ラジオ用が七つであ り、一つの帯域で複数の

放送(4chを 予定)及 び付加的データサー ビスの提供が可能。

④ サ イマル放送 につ いては、マルチプレ ックス ・プ ロバ イダへの免許付与後5年 か、デ ジタル

テレビの普及率が50%を 超 えた時 点の どちらか早 い時点 において、終了の検 討を行 う.

イ その他の国々

フランス、 ドイツ、 スペ イン、 スウェーデン等 において、実験等実用化 に向 けた取組がなされ

ている。

5▼ 欧米における放送関連政策の動向
ノ嵐

世 界の放送政策 の動向を見 ると、放送 を産業 とい う面か ら捉 え、規制緩和 を行 うこ とによ り、

その振興 を図 るとい う政策 が広 くとられる傾向のある一方で、公序良俗や社会的弱者保護等 の観

点か ら規制を強化す る とい う動 きがあ る。以下では、主 に米英 国にお ける動 向を見 るこ ととす る。

(1)米 国

ア 産業政策としての規制緩和

(ア)1996年 電気通信法

(放送局の所有規制の緩和)

放送 メデ ィアの集中制限を緩和す るため、1社 が所有で きる局数 に関 し、テレビ局については、

局数制限が廃止 され、合計視聴世帯数の全国視聴世帯数に対す る割合(カ バ レッジ)も 現行の25

%以 内か ら35%以 内に緩和 された。 また、 ラジオ局 につ いては、同一地域 を除 き局数制限が廃止

された。

また、同一地域内にお けるラジオ、 テレビの兼業規制が緩和 され、 テレビ局 とケーブルテ レビ

局の相互所有 も原則 として認め られた。

(ケーブルテレビ事業者と地域電話会社の相互参入)

地域電話会社 とケーブル テレビ事業者の相互 参入が認 め られた。 ただ し、双者 とも営業エ リア

内での買収、支配(10%以 上)、 合弁、提携 は原則禁止 されている。

(イ)フ ィンシン ・ルールの撤廃

フィンシン ・ルール は、昭和47年 に3大 ネ ッ トワー クの独 占的影響 力を排除す ることをね らっ

てFCCが 導 入 した規制で・ フィナンシャル ・インタレス ト・ルール(番 組所有の禁止)と シン

ジケー ション ・ルール(番 組販売の禁止)の 二つか らなっている。 フィナンシャル ・インタ レス

ト'ル ールは・3大 ネ ッ トワー クが・外部制作会社が制作 した番組の所有権 を確保す るこ とを禁

止 してお り・3大 ネ ッ トワー クの・力による番組所 有の集中を抑 え、独立番組制作会社 の保護 を

目的 としていた、,

また・ シンジヶ一 ション ・ルールは・3大 ネ ッ トワー クが ネ ッ トワー ク経 由以外で
、 ロ_カ
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第4節 グローバル化に伴うメディアの変革ll日一

ルテレビ局に対す る番組放送権 の販売(シ ンジケー ション)を 行 うことを禁止 してお り、ネ ット

ワー クの番組供給力を抑 え、プ ロダ クシ ョン等の独立 シンジケー ターの販売活動を促進す ること

を目的 としていた。

本ルールが7年11月 に廃止 されたため、 ソフ ト制作会社 とネ ッ トワー クが連携す るメ リッ トが

生 じ、デ ィズニー社のABCの 買収 の背景 ともなった。

(ウ)プ ライムタイム ・アクセス ・ルール(PTAR)の 廃止

PTARは 、上位50市 場 の3大 ネ ッ トワー クの直営局及び系列局は、プ ライムタイム4時 問(東

部及び太平洋側標準時で は19時 か ら23時 、中央及び山岳標準時で は18時 か ら22時)の うち1時 間

は、ネ ッ トワー ク以外の番組 を放送 しなければな らない という規則である。 ローカル局の自主制

作を促進す るために導 入されたが、現実 にはシンジケー ションか らの購入番組 を流す ケー スが多

く、必ず しも自主制作 に結 び付かない という意見 もあ り、同規則 は8年7月 に廃止 された。

イ 公共の福祉の観点からの規制強化

(ア)1996年 電気通信法

(Vチ ップによる規制)

今後製造 され る13イ ンチ以上のテレビ受像機又 はケーブル コンバータに、番組 にあ らか じめつ

けられた コー ド番号を もとに、暴 力や性的 シー ンの多い番組 をブロックす る装置(Vチ ップ)を

つけることを義務付 けた。

(暴力 ・わいせっ情報への対応)

ケーブル オペ レータ、直接衛星放送事業者等 に対 し、アダル ト番組や下品な番組 にスクランブ

ルをかけるこ とを義務付 け、 また、 ケーブルオペ レータは、パブ リックアクセスチャンネル(一

般開放チャンネル)等 に対す る編集権 の行使 を禁 じられているが、わいせつな内容を含 んだ番組

に限っては、送信 を拒否で きる事 とした。なお、いずれの規定 もその後違 憲判決が出てお り、9

年3月 現在係争 中で ある。

(障害者の権利確保)

視聴覚障害者のテレビ番組へのアクセスを確保す るため、原則 としてすべ ての テレビ番組へ字

幕 を付与す ることを義務付 けるとともに、解説放送の導 入、普及を促進す るこ ととし、 そのため

に必要な規則制定権 をFCCに 付与 した。

(イ)ク ォータ制の導入

FCCは 、商業 テレビ局に対 して、子供(16歳 以下)の 知識 ・理解 力を高 めるとともに、社会

性 を養 い情操教育 に資す ることを目的 として、週3時 間の子供番組の編成 を9年9月 か ら義務付

けた。

(2)英 国

英国で は、産業政策の観点か ら、8年7月 に成立 した1996年 放送法 においてメデ ィア所有規制

の緩和 を行った。

① テレビ局 につ いては、局数制限を廃止 し、視聴者 シェアの15%ま で とし、 また、 ローカル

ラジオ局 につ いて も局数制限を廃止 し、聴取者 シェアの15%ま で とした(た だ し、同一地域

内において支配で きるのは、AM、FMそ れぞれで は2局 、合計で は3局 まで とした。)。

② 地上 テレビ、衛星放送、ケーブルテレビ間の相互所有 については、従来の20%を 出資限度

としていたが、 この規制 を廃止 した。

③ 新聞社 とテレビ、 ラジオ局 との相互所有 につし・ては、シェア20%以 上の全国紙 を除 き、新
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一 ■■1第3章 放送革命の幕開け

聞社 による地上 テレビ局及びラジオ局の所有規制を廃止 した。

(3)ド イツ

ドイッで は、産業政策の観点か ら、9年1月 、商業 テレビの所有規制 の緩和 を主 な内容 とす る

州間協定が施行 され、1事 業者が全国放送の テレビ局を100%所 有す ることを認 め、また、所有す

る局数の制限 も廃止 された(た だ し、1事 業者 が資本 の25%以 上 を所有す る局の合計視聴者 シェ

アが全体の30%を 超 えない とい う条件が有 る。)。

欧米 においては、良質で多彩 な放送番組の制作 と流通 を促進す るため、放送番組制作者 に対す

る金融的な支援、放送番組制作 に従事す る人材の育成、放送番組の二次利用の促進 等の観 点か ら、

各種の政策的支援が積極的 に行われている。

(1)金 融支援

放送番組制作の支援策 とし、政府関係機関等 によ り、放送番組制作者 に対す る融資、助成、債

務保 証等の金融支援 が行 われてい る(第3-4-16表 参照)。

(2)人 材育成

放送番組制作のためには、資金的な援助 に加 え、脚本制作や映像撮影 に高度の ノウハ ウを有す

る人材の育成が特 に重要で ある。 このために、一部又 は全額政府出資 によって設立 された学校や

機関等 において、専門家の養成が行われているほか、国が民間映像関連企業の行 う研修 に対 して

助成 を行 うな どの振興政策が行 われている(第3-4-17表 参照)。

(3)二 次利用の促進

放送番組の二次利用の形態 としては、①地上放送の番組 を衛星 やケーブル テレビで再放送す る

こ と、②新 しい放送番組の一部 に過去の放送番組を素材 として利用す るこ と、③放送番組 をビデ

オ、CD-ROMな どのメデ ィアに変換す ること、④放送番組 を海外の放送機関等 に販売す るこ

となどが挙 げ られる。

これ らの二次利用の促進策 について見 ると、③ につ いては、EUのMEDIAII計 画 において、

放送番組 をビデオ、CD-ROM化 す るこ とに対 して融資が行 われている。また、④ にっ いては、

英国の芸術協議 会やEUのMEDIAII計 画 において、英国外又は欧州 内外の展示会への出展費

用の一部支援が行 われている(第3-4-18表 参照)。

なお・3年 か ら7年 まで、ECで 実施 されたMEDIA計 画 においては、欧州各地の アーカイ

ブに保存 されている映像素材 を使用す る放送番組制作 に対す る融資、放送番組の ビデオ化等流通

に対す る融資や、欧州の複数言語への翻訳 に対す る無利子融資が行われていた
。

第3-4-16表 欧米における放送番組制作に対する金融的支援策の事例

国名等

米国

支援機関 ・計画

公共放送機構

(CPB)

概 要

機関の性質:公 共放送に規定 され連邦政府の予算が拠出され る

公益法人。

支援概要:全 米に放送 されている公共テレビ番組の制作 ・脚本

開発に対する投資、債務保証。

■ ■■圏ll314



第4節 グ ローバル化に伴 うメディアの変革 旧■■■

国名等

米国

フランス

EU

支援機関 ・計画

全米芸術基金

(NEA)

国立映画セ ンター

(CNC)

映画視 聴覚産業投

資会社

(SOFICA)

IFCIC

MEDIAH計 画

Deveropment

概 要

機関の性質:連 邦法により設立された基金により活動資金の拠

出を受ける公益法人。

支援 概要:芸 術 の範疇 に入 る(営 利 を目的 とした作 品は含 まな

い)作 品の制作 ・長期 プロジェク トの企画 に対 する助成。

機関の性質 行政を代行する公的法人。

支援概要:フ ランス語を主言語 とするフランス製作品の制作に

対する助成。
・自動助成

前年度に放送実績のある ドラマシリーズ等の番組制作者には

自動的に助成が行われる。
・選択助成

放送実績の無い番組、新技術 を導入 した番組等については、

申請に基づき年間50作 品を選択 して助成が行われる。

機関の性格:商 業投資を目的とする営利法人。

支援概要:CNCが 認可 した映画 ・テ レビ番組 に対す る投資。

投資家 はSOFICAに 出資 に対 して税制優遇措置 を受 ける。

機関の性格:政 府、公的金融機関、民間銀行の共同出資により

設立された政府系専門金融機関。

支援概 要:フ ランス 国内の作 品、国際共同制作作 品の制作 に関

し、制作資金 を として銀行 か らの借 入れ を行 う際 に、借入金額

の70%ま での債務保証 を行 う。

性格:EU理 事会において決定 した計画。

支援概要:
・独立系制作会社(放 送事業者の参加が25%未 満)が 行う映像

ソフ ト開発に対する無利子融資。

・独立系番組制作会社における経営管理 ・企業構造 強化に対す

る無利子融資。

・独立系制作会社が複数国で放送される番組を制作するための

資金に対する融資。

第3-4-17表 欧米における放送番組制作に対する人材育成支援策の事例

国名等

英国

フランス

支援機関 ・計画

映画テレビ学校

(NFTS)

映像 ・音楽職業教

育学院

(FEMIS)

概 要

機関の性格:政 府と産業界の共同出資で設立 されている公益法

人。

支援概要:プ ロデュース、監督、脚本、撮影 、サウ ン ド、編集等

の各 コースを開設、大学院に相 当。授業料は実 質無料。

機 関の性格:FEMIS財 団が運営す るプ ライベー トスクー ルで

あ るが、年間予算 の65%を 文化省が助成 してお り、予算管理 もC

NCに 委託す るな ど実質官営。

支援概 要:監 督 、シナ リオ、カメラワーク、音声、編 集、装 飾 ・

舞台制作 マ ネー ジメ ン ト ・プ ロデュースの各 コー スを開設。授業

料 は実質無料。
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国名等

ドイツ

EU

支援機関 ・計画

ミュ ンヘ ン ・テ レ

ビ映画学校

(HFF)

MEDIAH計 画

Training

概 要

機 関の性 格:州 令 によ り発足 され、連邦 政府、ハ イデルベ ルク州

か ら拠 出 を受 けている公益法 人。

支援概要:編 集 、脚 本、 プロダクシ ョン ・マ ネー ジメ ン ト、 プロ

デューサ ーの各 コースを開設。授業料 は無料 。

性格EU理 事会において決定 した計画。

支援概要:映 像 ソフト産業における専門家研修 を開発 ・実施する

教育研究機関及び映像関連産業に対する助成金の交付。

第3-4-18表 欧米における放送番組二次利用の促進支援策の事例

国名等

英国

EU

支援機関 一計画

芸術協議会

(AC)

MEDIAn計 画

Distribution

概 要

機関の性格:政 府から活動資金の約半分の拠出を受けている公益

法人。

支援概要

担。

作品を海外で展示会に出展するための旅費の一部 を負

性格:EU理 事会において決定 した計画。

支援概要:

・EU製 映像 ソフ トのビデオ化、CD-ROM化 に対する融

資。また、それらのカタログの配給に対する融資。

一独立系プロデューサー及び配給事業者の欧州内外で開催 される

大規模 イベント、マーケットへの参加 に対 し助成。
・複数の加盟国の放送事業者 と共同制作契約や番組購入契約を結

んでいる独立系制作会社 に対す る制作費への融資。

(参考)

EC MEDIA計 画

・EVE

MEDIA計 画

・MAPTV

MEDIA計 画

・BABEL

機関の性格

人。

EC委 員会 とアイルラン ド政府が出資す る公益法

支援概要:映 画、テレビ番組のビデオ化及び流通に必要 な費用に

対する融資。

機関の性格:EC委 員会とフランス政府が出資する公益法人。

支援概要:ヨ ーロッパ各地のアーカイブに保存されている映像素

材を編集加工 して制作される映画 ・テレビ番組の作成費用に対す

る融資。

機関の性格:EC委 員会とスイス政府が出資する公益法人。

支援概要:テ レビ番組のヨーロッパの複数言語への翻訳 に対する

無利子融資。
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細 国民生活の変革
1

`,
一,」,

デジタル技術 を中心 とした技術革新の急速 な進展、経済 のグ ローバル化 による国際的 な情報流

通の活発化、少子化 ・高齢化等 に伴 い、放送 を取 り巻 く環境 は急激 に変化 している。

国民生活 において放送が果たす役割 は、不特定多数の視聴者 に向 けた大容量の情報 を一方向的

に伝達す るマ スメデ ィア としての従来型の役割か ら、放送のデ ジタル化によるチャンネル数の増

大による視聴者 の選択肢の拡大、ニア ・ビデオ ・オン ・デマン ド放送の開始 による時間的制約の

緩和 を図 るばか りか、通信 と放送の融合 による新 しいサー ビスの提供等、新 しいメデ ィア として

の役割 を帯び ると考 え られている。

本節で は、放送 の高度化 によるこの ような国民生活の変化 について概 観す ることとす る。

1国 民生活の変化の現状
＼

(1)世 帯におけるテレビ放送受信機の保有

台数の推移

経済企 画庁の 「消費動向調査」によ り、

家庭 におけるカ ラー テレビ及びBS衛 星

放送受信装置の保有台数の推移を概観す

る(第3-5-1図 参照)。

ア カラーテレビ

カラーテレビの100世 帯当た りの保有台

数 については、3年 に初 めて200台 を超 え

た後 も着実に増加 を続 け、8年 には215.1

台 となっている。 この ように、家庭 にお

けるテレビの保有状況 につ いては、家庭

単位 の普及段階か ら個人所有 の段階へ と

移行 してい るこ とが分か る。

L鰹
1轡 ・ボ

雫1>

一 一一 一 麟麟ン 　 司,■_

!麟 一

プラズマディスプレイ

遮

匝

一方
、画面 の大 きさが29イ ンチ以上の テレビの台数 も着実 に増加 してお り、画面の大型化 も進

展 している。8年11月 には、ブ ラウン管、液晶画面等 に代 わる次世代 のデ ィスプ レイ といわれ る

ワイ ドカ ラープ ラズマデ ィスプ レイパネルを採用 した、大型画面 の超薄型カラーテレビが商品化

されている。

イBS衛 星放送受信装置

BS衛 星放送受信 装置の100世 帯 当た りの保有台数 については、初めて調査が行われた4年 は17.9

台であ るが、8年 は34.6台 と4年 間で93.3%増 となってお り、着実 に増加 していることが分か る。

(2)番 組分野別放映時間及び視聴率の推移

3171■■一
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第3-5-1図 世帯におけるカラーテレビ及び衛星放送 受信装置の保有 数量(100世 帯当たり)

(台)
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一 一●一 一 カ ラ ー テ レ ビ

ー 一■一 一29イ ン チ 未 満

一一一▲ 一一29イ ン チ 以 一ヒ

ー 一 ●一 一 衛 星 放 送 受 信 装 置

▲ 一 一一一一▲ ▲ ・▲ 一 一 一 一 一

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8

(年)

「消費動向調査」(経 済企画庁)に より作成

(注)1衛 星放送受信装置は、BS放 送受信装置'(テ レビ受信機内蔵型を含む)を 指す。
2衛 星放送受信装置の62年 ～3年 は推計値である。

嘩 位:台 〉

年
カ ラー テ レ ビ

29イ ンチ 以 上

29イ ンチ 未 満

衛星放送受信装置

62

180.2

6.7

63

187.7

9.0

元

196.9

ll.2

2

196.4

13.4

3

201.3

ユ5.7

4

203.6

35.6

168.1

17,9

5

208,8

39.7

169,1

23,9

6

213.5

44.7

168。9

29.9

7

212,7

45.5

167.3

31.6

8

215.1

47.8

167.4

34.6

「テレビ視聴率 ・広告の動向」((株)ビ デオ ・リサーチ)に よ り
、5年 か ら7年 の番組分 野別の

放映時間 と視聴率の推移を見 る(第3-5-2図 参照)。

放映時間について、3年 間引 き続 き増加傾 向にあ るのは、芸能、 クイズ ・ゲー ム及 びコメデ ィ

であ る。 また、視聴率 につ いて、3年 間引 き続 き増加傾向 にあ るのは、 クイズ ・ゲーム、一般実

用、 スリラーアクション及び時事解説で あ る。

(3)多 チャンネルテレビ放送の加入状況

ア 世帯における各テレビ放送加入率の推移

郵政省の 「通信利用動向調査(世 帯調査)」 によ り、家庭 におけ るケーブルテレビ及 び衛星放送

(BS放 送(NHK、JSB)及 びCSア ナ ログ放送)(以 後 総称す る場合 は 「多チャンネル テ

レビ放送」 という・)の加入率の推移 を、3年 か ら8年 までの期間 につ いて見 る(第3-5-3図

参照)。

加入率 については・各種放送 ともおおむね増加傾向 にあ り、特 にケーブル テレビの8年 にお け

る加入率は大 きく伸 びている(対 前年比2 .8ポ イン ト増)。

イ 衛星デジタル多チャンネル放送の加入状況

8年6月 か ら放送 が開始された衛星デ ジタル多チャンネル放送 の利用状況 につ いて
、最新 の加
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入者デー タによ り分析 す る。

契約者数は、本放送が開始 された10月 以 降急速 に増加 してい るこ とが分か る(第3-5-4図

参照)。 また、8年12月 末現在 の契約者 につ き、県別世帯加入率を見 る と、宮崎県、福井県、高知

県、富山県、島根県の順 に高 くなっている。 この ことか ら、衛星デ ジタル多チャンネル放送の普

及は、民放チャンネル数が少ない地域 において伸びているこ となどが読み取 れ る。

また、年代 別に見 ると、30才 台、40才 台、20才 台の順 に多 くなってお り、いずれ も加入者全体

の20%を 超 えてい る(第3-5-5図 参照)。

第3-5-2図 テレビ番組種 目別放送時間と視聴率

(分)

700

600

500

400

300

200

100

0

痘

多 ・

z

'髪

}

季

欄1

墨

! 磁/へ
馨

き

躍

!R

》 β＼ ノ《 》へ
一 鬼 ♂ 、

翼

鍾

8 縁

鑑

護 ∠

謬

魅
b

1、'

報 芸:

道 能

ク

イケ

ス1

ム

ス 教

ホ 般 育

1劇 教

ツ 養

般;

請 力

ス 劇 音 時 コ 喝
ア

・捕 楽 翁 二 轟
ンi映 イ 説

三 ・山1

(%)

20

15

10

5

・一 一 ・5年 放映 分数

=コ6年 放映 分数

[===コ7年 放映 分数

一 一〇一 一5年 視聴 率

一 述 一 一6年 視聴 率

7年 視聴 率

0
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(注)関 東 地 区 に お け る夜 間18時 ～24時 の1日1世 帯 当 た り年間 平 均 値 で ある 。
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第3-5-3図 世帯における多チャンネルテレビ放送の加入率及び加入意向の推移
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第3-5-4図 衛星デジタル多チャンネル放送契約者数の推移
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第5節 国民生活の変革ll■一

(4)世 帯における放送サービスへの支出の推移

家庭 にお ける多チャンネルテレビ放送への支出額の推移を見 るため、郵政省の 「通信利用動向

調査(世 帯調査)」 によ り、6年 か ら8年 までの期間 について月額平均支出額を見 る(第3-5-

6図 参照)。

第3-5-5図 居住地 ・年代別衛星デジタル多チャンネル放送契約者数(8年12月 末現在)
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一 一■1第3章 放送革命の幕開け

世帯全体の多チャンネル テレビ放送への月額平均支 出額 は、7年 か ら8年 にかけて増加 して い

る 。

第3-5-6図

(円)

15,000

世帯における多チャンネルテレビ放送への月額平均支出の推移

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

0

一 ← 一 合計額

→一難 繍
金

6 7

「通信利用動向調査(世 帯調査)」

8(年)

(郵政 省)に よ り作 成

(注)1「 合計」とは、 「住宅用加入電話料金」、 「移動通話料金」、 「多チャンネル
テレビ放送料金」の合計である。

2「 住宅用加入電話料金」 とは、住宅用加入電話の基本料金と通話料を合算し

たものである。

3「 移動通信料金」とは、携帯電話、自動車電話及びPHSの 基本料金と通話

料金 を合算 したものと、無線呼出しの利用料金を合算 したもので、年払いや

数か月分を一括して支払っている場合は、1か 月分に換算 したものである。

4「 多チャンネルテレビ放送料金」とは、NHKの 受信料金並びに衛星放送及び

ケーブルテレビの利用料金を合計 したもので、年払いや数か月分を一括 して支

払って いる場合は、1か 月分に換算したものである。なお、衛星放送には、N

HKの 受 信料金及び衛星放送の利用料金が含まれる。

(単位:円)

年

多チャンネルテレピ 放 送 料 金

合計額

衛星放送
ケーフ"ル テレヒ"

世帯 におけ る平均支出額

世帯 におけ る平均支 出額

6

1,740.6

176.4

1,917.0

9,024.2

7

1,365.3

185.6

1,550.9

9,359.7

8

1,668。5

12,114.6

2 将来的な国民生活の変化
＼、

(1)世 帯における多チャンネルテレビ放送の加入意向

郵政省の 「通信利用動向調査(世 帯調査)」 によ り、家庭 における多チ ャンネル テレビ放送 の加

入意向の推移 を、3年 か ら8年 までの期間 につ いて見 る(第3-5-3図 参照)。

加入意向 につ いては、各種放送 とも当該期 間を通 じてほぼ20%を 超 える高率 を維持 している。

特 に、CSア ナ ログ放送 については加入率 は低 い ものの、加入意向 については近年増加傾向 とな

っている(8年 においては26.2%、 対前年比1.2ポ イン ト増)。

これ らのこ とか ら、家庭 にお ける多チ ャンネル テレビ放送の普及 は、引 き続 き着実 に拡大 して

い くもの と考 えられ る。

一 囲1322



第5節 国民生活の変革1開■■■

(2)個 人の多チャンネルテレビ放送の利用動向

郵政省 の委託調査 による「情報通信 とライフスタイルに関す るアンケー ト」(8年12月)に よ り、

個人の多チャンネルテレビ放送 に関す る利用動 向について見 る。

ア 多チャンネルテレビ放送のメリッ ト

多チャンネル テレビ放送 を利用す るメ リッ トについて、多チャンネルテレビ放送加入者(以 下、
「加入者」とい う

。)が感 じているメ リッ トと多チャンネルテレビ放送 に対 し今後利用 したい とす

る未加入者(以 下、「未加入者」とい う。)が期待す るメ リッ トを比較 してみ る(第3-5-7表 参

照)。

まず、多チャンネル テレビ放送 に期待す る具体的なメリッ トについて見 ると、加入者 も未加入

者 も、「自分の興味 に沿った番組があ る」、「様 々な番組の中か ら選ぶ ことがで きる」を上位 に挙 げ

てお り、多様 な番組 を視聴す るこ とに対 して大 きな期待 を寄せているこ とが分か る。未加入者 は、
「インターネ ッ トへの接続が安 くて早 い」 に関心 を示 してお り

、今後の新 しいサービスに対す る

期待の高 さが うかがわれ る。

第3-5-7表 多チャンネルテレビ放送に期待するメリット

性別

項目

分の興味に沿った 組がある
々な 組 の中か ら選 ぶ こ とが

できる

な を好 な 間に見る
、に再放 送 して い る

24問 放送 してい る

の が等られる
インターネットへ の 続 が 女 くて 恐 い

その

口入

王

順 坐

1

2

3

4

5

6

7

比
57.4

32.2

15.0

11.9

8.5

7.1

0.7

9.5

男性
順y.

1

2

3

4

6

5

7

比
55.6

32.4

16.0

12.3

7.6

8.2

0.8

11.3

性
順 星

1

2

3

4

5

6

7

比+
61.5

31,7

12.5

11.1

10.6

4.3

0.5

5。3

'位:位
、%

口入

王

順y.

1

2

3

7

5

4

6

比率
59.4

34,7

29.5

7.1

10.4

13.3

7.9

1.5

男性
順 昆

1

2

3

7

5

4

6

比率
59.0

34.0

30.6

7。4

9.9

14.0

8.5

1.5

順 ・

性

1

2

3

6

4

5

7

比
60.7

37,1

25.6

6.1

12.4

10,5

5.9

1.2

居住地

項目

の に沿 った が る

々な 組 の中か ら選 ぶ こ とが

できる

な を な 問に見る
に再放送している

24間 送 してい る

の が 日られる

インターネットへ の,が 女 くて 速 い

その

口入

全体

1

2

3

4

5

6

7

比恵
57.4

32.2

15.0

11.9

8.5

7.1

0.7

9.5

県庁所 地
住

順-
1

2

3

4

5

6

7

比
58.2

30.2

14.1

11.6

9.3

8.4

1.0

10.3

その他市部
住

順立
1

2

3

4

5

6

7

比
59.8

36。1

14.6

12.8

7.5

5.0

0.6

7.2

郡部在住者

1

2

3

6

5

4

7

比
41.7

21.7

18。3

8.3

10.0

11.7

0.0

18.3

ロ入

位:位 、%

全体

順z
1

2

3

7

5

4

6

比
59.4

34.7

29.5

7.1

10.4

13.3

7.9

1.5

県庁所在地
住

順y,

1

2

3

7

5

4

6

比 ・

58.2

35.4

30.7

7.1

11.0

12.5

8.8

0.8

その他市部
住

順 坐

1

2

3

7

5

4

6

比
60.2

34.4

28.3

6.9

9.8

14.4

7.7

1、7

郡部在住者

順 立

1

2

3

6

4

4

7

比颪
61.2

33.1

29.8

7.9

11.2

11.2

4.5

3.4

同居者の有無
し位:位

、%

項目

分の に沿った がある
々な 組の中から選ぶことが

できる
な を な 間に見る

、に再'し て い る

24間

亙の

送 してい る

が 目られ る

インターネットへ の

その

が くて い

比

入

、

1

2

3

4

5

6

7

57.4

32.2

15。0

11.9

8.5

7.1

0.7

9.5

順z
1

2

3

4

4

4

7

比
50.0

30.5

19.5

10.2

10.2

10.2

0.8

5.1

同居 あり
順 昆

1

2

3

4

5

6

7

比
58.9

32.6

14.0

12.3

8.1

6.4

0.7

10.4

日入

全
順z

1

2

3

7

5

4

6

比 ・

59.4

34.7

29.5

7.1

10.4

13。3

7.9

1.5

順 猛

1

2

3

6

5

4

7

比恵
61.2

32.5

30.8

7.9

12.3

14.7

6.6

0.8

同居 あり
順 、

1

2

3

7

5

4

6

比
58.7

35.5

29.0

6.8

9.7

12.7

8.4

1.7

郵政省資料 により作成

(注)複 数解 答 方式 であ る。
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一 甜第3章 放送革命の幕開け

次 に、多チャンネル テレビ放送 に期待す る具体的 メ リッ トを、加入者居住地別(都 市の規模別)

にっ いて見 ると、県庁所在地及び その他市部在住の加入者 は、「自分 の興味 に沿 った番組があ る」

と 「様 々な番組の中か ら選ぶ こ とがで きる」 を大 きなメ リッ トとして挙げ ているが、郡部在住の

加入者 は、「大量の情報が得 られ る」とい う点 につ いて県庁所在地及び その他市部在住者以上の メ

リッ トを感 じていることが分 かる。

最後 に、同居者 の有無の別で見 る と、加入者、未加入者 ともおおむね同様 の点 にメ リッ トを感

じているものの、単身者の利用 については、自由な生活パターンを反映 して、「好 きな番組 を好 き

な時間 に見 る」 と 「24時間放送 してい る」 とい うメ リッ トが挙 げ られている。

第3-5-8図 人気のあるテレビ番組の分野

(回答者全体)
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カラオケ

にない

その

ロ入

王

順 立
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

63.0

59.4

34.6

29.8

29.1

28.7

28.6

20.4

9.8

8.6

6.8

3.9

3.5

3.2

1.3

2.0

2.4

順 止
ユ

2

3
4

6

5

7

8

10

11

9

12

14

13

15

64.0

58.0

40.8

31.1

25.1

30.5

22.8

19.8

7.1

6.7

9.5

4.0

2.6

3.2

1.0

1.8

2.6

順 猛

2

1

8

5

4

6

3

7

9

10

15

12

11

13

14

60.8

62.7
19.8

26.9

38.7

24.5

42.5

21.7

16.0

13.2

0.5

3.8

5.7

3.3

1.9

2.4

1.9

郵政省資料により作成

(注)1複 数回答方式による。

2

口入

(単位1位 、%)

王

順 止

1

2

4

3

6

5

7

8

9

11

10

12

13

14

15

73.6

56.4

37.1

41.8

32.2

35.8

29.6

27.2

14.2

6.2

9.9

5.3

4.9

2.6

1.4

0.5

3。4

順 猛

1

2

4

3

6

5

8

7

9

12

10

11

13

ユ4

15

75.4

56.0

42.0

42.5

29.0

36.3

24.5

27.0

13.0

5.3

12.3

5.6

4.6

2.1

1.1

0.7

2.9

順 立
1

2

8

5

4

6

3

7

9

10

15

13

11

12

14

67.1

57.8

19.3

39.3

43.9

33.7

48.0

27.8

18.5

9.5

1.0

4.1

6.1

4.6

2.4

0.0

5.4

「未加堵 」とは・多チャンネルテレビ放送に対 吟 後利用 したいとする回答者をいう
。
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第3-5-9図 放送を利用した遠隔教育 ・ショッピングの=一 ズ

(メ デ ィア を限 定 しな い場 合)
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(メデ ィア をテ レ ビに限 定 した場 合)
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郵政省資料により作成
(注)複 数回答方式による。

イ 好まれ る視聴番組

テレビで よ く視聴す る番組及び見てみたい番組 につ いて、加入者、未加入者の別及び性別で見

る と、各層 とも「ニュース」、「映画」、「ドキュメンタ リー」、 「スポー ツ」、「気象情報」等、上位 を

占める番組 の傾 向についてはおおむね同様であ る。

一方
、加入者 ・未加入者 とも、「ドラマ」、「映画」、「音楽」等 については、女性の方が男性 よ り

選好が高い(第3-5-8図 参照)。

(3)放 送を利用 した新規サービス

第3-5-8図 か ら読み取 ることがで きるように、 テレビ放送 において視聴す る番組及び見 て

みたい番組の分野 として、教 育、 ショッピング、ゲーム、カ ラオケ といった、従来 の番組分野で

はあま り見 られなかった ものが挙げ られてお り、新 しい分野の番組 に対す る需要が高 まりつつあ

ることが分 か る。
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■11第3章 放送革命の幕開け

(総数 ・性 別)
第3-5-10図 放送 大学学生数の推移
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(単位 人)
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(年 代 別)

人学時期

}8-19才

2〔ト29才

30-39才

40～49=才`

5〔}-59π 才一

6〔1才 ㍉

4年 度第一学期

8.8

27.7

20.9

22.6

12.2

7.8

5年 度第 一学期

7、5

28.7

21。2

22.4

ll.9

8.4

6年 度 第一学期

6.5

29.2

21.2

21.8

12.2

9.1

(単位%)

7年 度第一学期

4.9

29.2

22.6

21,6

11.9

9.8

8年 度 第一学期

3.6

28.7

23,2
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ll.5
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ここでは、 これ らの放送サ ービスに対す る新規需要 を踏 まえ、放送 を利用 した新規サービスに

ついて概観す る。

ア 教育

(ア)個 人の遠隔教育に対する需要

郵政省の委託調査 による情 報通信 とライフスタイル に関す るアンケー ト」(8年12月)に よ り、

個 人の放送 を利用 した遠隔教育に対す る需要 につ いて見 る(第3-5-9図 参照)。

今後利用 してみたい新 しい情報通信サービス として、利用 メデ ィアを限定 しない場合の遠隔教

育 に対す る需要で は、回答者全体では23.2%と サー ビス全体の4位 を占めてお り、期待が高 いサ

ー ビス となっているこ とが分か る。性別で見 ると、男性 の割合 は19.0%で あ るのに対 し、女性の

割合 は36.2%で あ り男性 を大 きく上回っている。

また、利用メデ ィアをテレビに限定 して遠隔教育に対す る需要 を見 ると、外国語番組及び趣味

・教養 を含 めて教育番組 とみなせば、回答者全体の36.7%を 占めている。

(イ)放 送大学の利用動向

放送大学の入学学生数の推移 を4年 か ら8年 まで の期間 につ いて見 ると、着実 に増加 している

こ とが分 か る(第3-5-10図 参照)。

これを性別で見 る と、4年 には男性の学生数をわずかに下回っていた女性の学生数が、8年 に

は男性の学生数の約1.27倍 となってお り、女性の学生数の増加が顕著であ る。 さらに年代別 に見

ると、当該期 間を通 じて最 も多 いのは20才 代の学生数であ る。 また、19才 以下の学生数が減少傾

向であ る一方、30才 代 及び60才 以上 の学生数は増加傾 向 となっている。

(ウ)放 送を利用 した教育

衛星デ ジタル多チャンネル放送で は、9年2月 末現在、4チ ャンネル を利用 して教育専門番組

が放送 されている。

番組の内容 は、中学校 の教科書別解説番組、高校 ・大学学習塾講師 による受験番組、24時 間に

わた り対象者 ・習熟度 レベル別 に細分化 された英会話指導番組 となっている。 これによ り、従来

は通学が不可能であった加入者 に も教育機会 を提 供 した り、加入者の需要に きめ細か く対応 した

内容 を提供す るこ とも可能 とな り、 よ り高度で多様 な教育 に対す るニーズを満たす ことが可能 と

なる。

(エ)放 送を利用 した教養等情報の提供

衛星デ ジタル多チャンネル放送で は、9年2月 末現在、9チ ャンネルを利用 して ドキュメンタ

リー、囲碁 ・将棋、英語、韓 国語、ポル トガル語、 スペ イン語等各国語放送等 を内容 とした趣味

・教養番組が放送 されている。

イ テレビショッピング

(ア)イ ンフォマーシャル番組の放送時間

商品に関す る情報 を提供す ることによ り購買の申 し込みを受 け付 ける、 インフォマー シャル番

組の1週 間当た りの放映時間 につ いて、各 テレビ放送メデ ィア別 に見 る(第3-5-11図 参照)。

地上放送、BS放 送、CSア ナ ログ放送の各既存 メデ ィアにおけるインフォマーシャル番組の

放映時間 と8年10月 か ら放送を開始 したCSデ ジタル放送 にお ける放映時間を比較す ると、9年

1月 現在、既存 メデ ィアの中で はCSア ナ ログ放送 における放映時間が一番長 く、合計1,345分 で

あ るのに対 し、CSデ ジタル放送 における放映時間は1万8,480分 と約13.7倍 となっている。この

こ とか ら、新 しい放送 メデ ィアの登場が、インフォマーシャル番組の提供手段 として大 いに活用
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第3-5-11図 インフォマーシャル放映時間(1週 間 当たり)

(分)

20,000

(9年1月 現 在)

15,000

10,000

5,000
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1,345 1287

18,480

50

地上波BS放 送
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CSア ナ ロ グ放 送CSデ ジ タル 放 送

されているこ とが分か る。

(イ)テ レビを媒体とした通信販売の利用動向

(社)日 本通信販売協会の 「会社概要調査報告書」によ り、 テレビ媒体 による通信販売売上 高の

推移 を見 る(第3-5-12図 参照)。

通信販売売上高に占め るテレビ媒体 を通 じた売上高の割合 を、3年 か ら7年 の期間 につ いて見

る と増加傾 向であ る。

(ウ)個 人のテレビショッピングの需要度

郵政省の委託調査 による情 報通信 とライフスタイル に関す るアンケー ト」(8年12月)に よ り、

個人のテレビショッピング に対す る需要 を見 る(第3-5-9図 参照)。

今後利用 してみたい新 しい情報通信サービス として、利用 メディアを限定 しない場合のホーム

シ ョッピング に対 す る需要では、回答者全体では24 .1%と サービス全体の3位 を占めてお り、期

待が高 いサー ビスで あることが分 か る。 これ を性別で見 る と、女性の割合が男性 を上回 ってい る

ものの、 その差 はさほ ど大 き くな く、男性 において も需要が高い ことが分か る。

また、利用 メデ ィアをテレビに限定 してショッピングに対す る需要 を見 る と、回答者全体の2 .8

%と なってお り、サー ビス全体の中での順位 は低 いが、衛星デジタル多チ ャンネル放送 を使用 し

たシ ョッピング番組の放映時間 は拡大 してお り、 テレビ放送 はホー ムショッピング における有効

な媒体 として とらえられてい るこ とが分か る。

ウ 娯楽

(ア)衛 星デジタル多チャンネル放送における娯楽番組

衛星デ ジタル多チャンネル放送では、9年2月 末現在、30チ ャンネル を利用 して最新の テレビ

ゲームの内容紹介、海外のエ ンタテインメン ト情報、競艇1青報、カ ラオケ等 を内容 とした娯楽番
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組が放送 されている。

(イ)デ ータ多重放送

BS放 送 を利用 したゲー ム配信番組で は、電話回線 と連動 させて、全国一斉 に同一条件下で行

われ るゲーム競技会 の開催や、放送 されたデータを受信す ることによ り、手持 ちのカセ ッ ト式ゲ

ームに新たな内容 を付加 して楽 しむな ど、多様 な娯楽が提供 されている。

(4)個 人の多チャンネルテレビ放送への支出の動向

郵政省の委託調査 による「情報通信 とライフスタイル に関す るアンケー ト」(8年12月)に よ り、

個 人による多チャンネル テレビ放送への支 出の傾向を見 る(第3-5-!3図 参照)。

多チャンネノレテレビ放送加入者 による月額支出額 と未加入者 による月額支 出可能額の比較では、

加入者が未加入者 を上 回っている。

これを、都市の規模別 で区分 した居住地別 に見 ると、県庁所在地及び その他の市部在住の加入

者の月額支出額 は、郡部在住 の加入者 に比べ大幅 に高 くなっている。 さらに、同居者の有無別で

月額支出額 を見 ると、同居者 あ りの方が単身者 よ り高 くなっている。

(5)利 用における今後の課題

第3-5-12図 通信販売におけるテレビ媒体による売上高の推移

(億円)
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(年度)

「会社概要調査報告書」(社 団法人 日本通信販売協会〉により作成

(注)「 会員会社」 とは、 「社団法人 日本通信販売協会」の会員会社を指す。

(単位:億 円)

年度
テレビ媒体 による会員会社売上高

テレビ媒体 に よる通 販業 界売上高

3

790.0

880.0

4

846.6

938.4

5

1,262.9

1,394.3

6

1,502.3

1,66Q.4

7

1,577。O

1,751.3
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第3-5-13図 多チャンネルテレビ放送への支出の傾 向
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衛星デ ジタル多チャンネル放送の開始 に当た り、当初、各放送事業者 においては提供サー ビス

の差別化 を図 る目的か ら、受信機 について も事業者 ご とに独 自に機器開発が進め られていた。 し

か しなが ら、視聴者 の利便性 の向上の観点か ら見 る と、受信機 と受信機 の間に互換 性が ない場合、

視聴者 の事業者選択 を制約 す るお それがあ ることか ら、1台 の受信機 において複数の放送サービ

スを受 けるこ とがで きるシステムがあ るこ とが期待 されている。

この ような考 え方 に基づ き、8年11月 、郵政省 は、衛星デ ジタル多チャンネル放送事業者、受

信機製造業者等で組織 す る(社)電 波産業会(ARIB)に 対 し、サー ビス横断的に利用可能な受

信機のはん用化の可能1生について検討す るよう要請 した。 これを受 けてARIBで は、検討 に着

手 している。

　

3視 聴覚障害者を対象とした放送
＼.

,,。._.-F一

(1)視 聴覚障害者向け放送の実施状況

我が国にお ける視聴覚障害者向 け放送の実施状況を概観す ると、次の とお りであ る(第3-5

-14表 参照)
。

ア 視覚障害者向け放送

視覚障害者 向け放送 として解説放送が実施 されてい るが、 これは、テレビジョン音声多重放送

を利用 して、視覚障害者 を対象 に、番組の内容に即応 して場面 ・状況、出演者の動 き等 を音声に

より説明す る放送で あ り、視覚障害者が番組 を視聴す る上で極 めて有効 な手段 となっている。

NHKの 番組数は近年増加 しているが、民放 においては現在32社 によ り実施 されてい るものの、

各社 ご との番組数はほ とん ど増加 していない。

イ 聴覚障害者向け放送

(ア)字 幕放送

字幕放送 とは、 テレビジ ョン文字多重放送 を利用 して、聴覚障害者 を対象 に、番組の内容 に即

応 してせ りふ、ナ レー ション、歌詞等 を画面上 に字幕で表示す る放送であ り、聴覚障害者が番組

を視聴す る上で極 めて有効な手段 となっている。

第3-5-14表 地上放送における視聴覚障害者向け放送の実施状況

(関東 地 区!週 間 当 た り)

放送の 類
視覚障 口 口け放送

聴覚障 ロ ロけ放送

解説放送

字 放送

言 送

放送 数
NHK総 口 ・教 目

民 方文(1ネ 土)

NHK総 合

民放(5社)
NHK教 目

民放(4社)

組数
4組
1番 組
14・ 組

14組

4・ 組

8番 組

時 間 専'

7時 間46分

1時 間51分

23時 間47分

8時 間56分

2問25分

2時 間10分

郵政 省 資 料 に よ り作 成

(注)1調 査 対 象 期 間 は、9年1月19日 ～1月25日 の1週 間 で あ る。 た だ し、NHKの 字 幕 番 組 につ い て は 、

9年2月23日 ～3月1日 の1週 間で あ る。

2番 組 数 、 放 送 時 間 数 に つ い て は、 毎 週 放 送 が あ る定 時番 組 の み を計 上 した.

3民 放 につ い て は 在 京 キ ー局 の み を計 上 した 。
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字幕 放送の実施 に必要 とされる文字多重放送 の免許 につ いては、2年 以降、新 たに取得す る事

業者がな く、現在の実施事業者はNHK及 び民放14社 に とどまっている。 この結果 、9年1月 現

在、28道 県において民放 による字幕放送 は実施 されていない。

(イ)手 話放送

手話放送は、聴覚障害者を対象に画面の全部又は一部 に手話 を表示す る放送で あ り、聴覚 障害

者が番組 を視聴 す る上で、字幕放送 とともに極 めて有効な手段 の一つ となってい る。

NHK教 育 テレビジョン放送 においては、手話 と字幕 による聴覚障害者向 け専門番組が放送 さ

れているほか、民放においては、国や地 方公共団体の提供 す る番組 に手話 を付与 した番組等 が放

送 されている。

(2)視 聴覚障害者の放送に対する需要

7年12月 、視聴覚障害者向 け専門放送 システムに関す る調査研究会が視聴覚障害者 を対象 に行

ったアンケー ト調査〔「n9}による と、視聴覚障害者 の放送 の視聴実態及 び放送サー ビスに対す る要望

については次の とお りで あ る。

ア 放送の視聴実態

(ア)視 覚障害者

!日 のテレビの視聴時間 につ いては、一般視聴者 と上騨交す る とやや少 ないなが らも、 日常的 に

テレビを視聴 している(第3-5-15図 参照)。

さ らに、ニュース等 の報道情報 の主た る情報源 としては、 ラジオ又 はテレビを挙 げた回答者が

最 も多 く、 その割合は80%を 超 えている。 この ことか ら、視覚障害者 においては、 ラジオ及 びテ

レビは日常生活 に不可欠 な情報 メデ ィアであ るこ とが分か る(第3-5-!6図 参照)。

第3-5-15図 視聴覚 障害者と一般視 聴者のテレビ視聴時 間(平 日)
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第3-5-16図 視聴覚障害者の報道情報の主たる情報源
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(イ)聴 覚障害者

1日 のテンビの視聴時間 につ いては、一般視聴者 と比較す る とやや少ないなが らも、視覚障害

者 による利用 を上回 る結果 となっている(第3-5-15図 参照)。

さ らに、ニュース等の報道情報 の主た る情報源 としては、新聞 を挙げた回答者が91.2%と 最 も

多 く、次いで テレビが83.1%と 高 くなってい る。 この ことか ら、聴覚障害者 において も、視覚障

害者 と同様 にテレビが生活上不可欠 な情報メデ ィア となっていることが分 かる(第3-5-16図

参照)。
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イ 放送サービスに対する要望

(ア)視 覚障害者

視覚障害者 を対象に、現在の放送 に対す る要望等 について調査 した ところ、情報 が画面のみで

表示 されているな ど、視覚障害者 に対す る配慮 に欠 けてい るこ と等 につ いて不満 が出されたほか、

解説放送 を もっ と充実 してほ しいこ となどの指摘 が多 く寄せ られた。

また、将来的 なサー ビス として、新 聞、雑誌の朗読等 を行 う視覚障害者向 け専門 ラジオ局及び

点字放送サー ビスの利用意向について調査 を行った ところ、専門 ラジオ局につ いては72.5%、 点

字放送サービスにつ いては76.4%の 回答者か ら利用意向が示 された(第3-5-17図 参照)。

第3-5-17図 放送サービスに対する要望

(視覚 障 害 者 向 け専 門 ラ ジオ 局 の利 用 意 向)

無 回答わ
か らな い2

.2%
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ぜ ひ 利 用 した い
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利 用 した い

36.0%

(視覚 障 害 者 向 け専 門 テ レ ビ局 の利 用意 向)

わ か らな い 無 回 答

1.3%5.0%

㌦組
利用 したい
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郵政省資料により作成
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77.7%
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(イ)聴 覚障害者

聴覚障害者 を対象 に、現在の放送 に対す る要望 につ いて調査 した ところ、字幕放送、手話放送

の拡充 を望 む声 が多かった。

聴覚障害者 を対象 に、将来的 なサービス として、聴覚障害者向 け専門 テレビ局の利用意向につ

いて調査 を行 った ところ、91 .5%の 回答者か ら利用意向が示 されてい る(第3-5-17図 参照)。

門

第剛 放送政策の推進 婆

ll

1放 送のデジタル化の推進
_/＼ ノ

1

(1)放 送高度化ビジョンの策定

放送 を取 り巻 く環境 が急激 に変化す る中で、放送の将来 イメージが見 えに くくなってお り、国

民の放送の将来像 に対す る関心が高 まっているこ とか ら、郵政省で は、2010年 の放送の将来像 と、

そこに至 るまでの道筋 を可能な限 り明 らか にす ることを目的 として、8年2月 か ら、電波監理審

議会 と電気通信審議会有線放送部会の各委員か らなる 「放送高度化 ビジ ョン懇談会」を開催 して

きた。8年6月 に最終報告 として 「放送高度化 ビジョン」が取 りま とめ られたが、 これは、同年

4月8日 に公表 された 「放送高度化 ビジョン(中 間報告)」 を もとに、さ らに豊か な内容 とす るた

め、幅広 い分野の方々か ら意見 を求 め、個人や放送事業者、放送機器 メーカー等か らいただ いた

意見 を踏 まえて作成された ものであ る。

本報告で は、2010年 においては、各放送 メデ ィアが連携 ・競合 しなが らケーブル テレビ ・衛星

放送が一層進展す る とともに、すべ ての放送 メディアのデジタノレ化が進 むことによって、一般家

庭 において も数百チャンネルの放送番組が視聴で きる環境が実現 していることと想定 している(第

3-6-1図 参照)。 また、その実現のた めに も、今後、①放送のデ ジタル化のための総合的な取

組、②新 しい放送行政の枠組み構築のための中長期的検討、③誰 もが放送の高度化 を享受で きる

環境の整備 、④放送 ソフ トの高度化 ・多様化 のための取組、⑤放送技術の高度化のための総合的

研究体制 の整備 を課題 として行政運営 に取 り組むべ きであ ると提言 している。

(2)地 上放送のデジタル化に向けた取組

国民 に最 も身近 な基幹 メデ ィアで ある地上放送のデジタル化 は、マルチメデ ィア社会の実現 に

は必須で ある とともに、電波資源 の有効利用 を図 るこ とを可能 とす る。 また、欧米 にお ける地上

デジタル放送 の導入の加速化、デジタル放送技術の急速 な進展 衛星放送のデジタル化 と事業化

への本格的な取組 の開始等、放送 を取 り巻 く動 きが急速 に変化 している。以上 の ことか ら、地上

デジタル放送が2000年 以前 に開始で きるよう、放送方式、チャンネノレプ ランの策 定、制度整備等

を行ってい くこととしている。

(3)BS放 送のデジタル化の推進

放送衛星(BS)を 利用 した放送 につ いては現在、BS-3a及 びBS-3bに より、アナログ
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第3-6-1図 放送の3つ のメディアの連 携と競合

MSOを 中核と した全国

的な イ ノ1ワ ー クの構築

CATVを 通 じて衛星放送 のi三要な

番組 を視聴(衛 星→CATV)
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CATVを 補完

CATV回
衛星放送の直接受信 と

CATVの 競合

衛星放送

　『

連携1

、競合1

一講

地 上放送の番組 を衛星放

送 により金国 に発信

(地上→衛星)

衛星放送の番組 を地 上放

送 に配信(衛 星→地 一ヒ)

同一の番組 を屋内 ではCATV、

屋外で は地上放送 で視聴

地域の放送市場での競合

地上放送

システムのハ ノクア ノブ として補完

衛星放送の様 々な国際的 ネ ノトワー

クの構築

衛星放送 と地上放送

ネ ノトワー クとの競合
ローカル局間の連携 の強化

方式 として放送が提供 されているが、9年 夏か ら、 その運用 は後継機(BS-4)に 引 き継がれ

る予定 となっている。

8年5月 の電波監理審議会の答 申の中で、後継機(BS-4)に つ いては、先発機 と後発機 に

区別 し、先発機(4チ ャンネル)に ついては、9年 中を 目途 に、ハ イビジョンを含 む現行 の放送

を引 き継 ぐ形での運用が開始 され るこ ととなった。

また、後発機 につ いては、本答 申を受 け、8年7月 か ら 「衛星 デジタル放送技術検討会」 を開

催 し、BS-4後 発機段階で の衛星デ ジタル放送技術の動向 につ き具体 的な検 討 を行って きたが、

8年12月 、報告が取 りまとめ られた。 その概 要は、次の とお りで あ る。

① 西暦2000年 ごろにはデ ジタル技術の発達 によ り、デ ジタルHDTV放 送及び放送端末 の実

現 が可能 とな る。

② コンテン ト制作 につ いては、高精細度映像 に対応可能 な技術が今後一層進展 し、西暦2000

年 ごろには、多彩な高精細度映像番組の制作が技術的 に可能 となる。

③ 既存のBS受 信用屋外設備 は、デジタルHDTV放 送等 の新たなデ ジタル放送 の受信 に も

共用可能であ る。

また、 その開発 に当たって考慮すべ き事項 につ いて、次の とお り取 りまとめ られた。

① 今後、衛星 デジタル放送技術及び関連技術が一層進展す るもの と期待 され るため、放送端

末の高度化、衛星放送サー ビスの多様化、 コンピュータ との整合1生等、将来の拡張 匪に留意

して検討 を進 め るこ とが必要で ある。

② 符号化技術、伝送技術、放送端末技術 、アプ リケー ション技術等 の実用化研究 を一層進 め

る とともに、衛星 デジタル放送の トータル システムの実証実験 を行 うことが必要であ る。

③ 国際標準化 を図 る観 点か ら、欧米、 アジア諸国等 との国際協調 に配慮す る とともに、 日本
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が先導的 に取 り組んで きた高精細度映像関連技術等 については、 その技術力を維持 ・向上 さ

せ るこ とが必要であ る。

BS-4後 発機 の具体的 な利用方法及び放送方式については、8年10月 か ら 「BS-4後 発機

検討会」 において検討 を行い、9年2月 に報告を取 りまとめた。 その主 な内容は、次の とお

りであ る。

① 衛星デ ジタル技術は その特1生を生か して、多様化 ・高度化する視聴者の放送への要望 にこ

たえることが期待 されてお り、 また、諸外国 において も放送 のデジタル化 に向けた取組が積

極化 している状況等 も踏 まえ、BS-4後 発機段階での放送方式 としては、多様 な方式が可

能 となるデジタル方式 が適当であ る。

② また、視聴者の高画質の放送への期待、高精細度映像技術の活用 といった観点か ら、 その

放送 につ いてはデジタルHDTVを 中心 とす ることが適 当で ある。

(4)衛 星デジタル多チャンネル放送の開始

通信衛星 を利用 した放送(CS)に つ いては、8年2月 にCSデ ジタル多チャンネル放送のマ

スメデ ィア集中排除原則の緩和 によって、 テレビ放送が2チ ャンネルか ら!2チ ャンネル に、ラジ

オ放送が12チ ャンネルか ら!00チ ャンネル に、それぞれ緩和 され るな ど、制度面の整備が行 われた。

これを受 け、8年6月 か ら衛星 デジタル多チャンネル放送 としてサービスが開始 された ところで

ある。

2デ ジタル化に向けた技術的な検討
ノ ▲ ___ノ

(1)マ ルチメデ ィア時代に向けた放送技術の将来展望

郵政省で は、マルチメデ ィア時代 に向 け、今後の放送技術の 目指 すべ き方向性 を明確 にす るた

め、電気通信技術審議会 に対 して7年11月 、「マルチメデ ィア時代 に向 けた放送技術の将来展望」

について諮問 を行 い、8年6月 答申を受 けた。

本答申で は、放送技術が、21世 紀 には知的で多機 能な多種 ・多彩の情報 を自在 に制作、放送す

るこ とで、誰 もが利用者 に優 しい放送 を享受す ることが可能な技術(IMPACT(Intelligence、

Multi-Performance、Active-Content、Technology))と な り、マルチメデ ィア社会の一翼 を

担 う重要 かつ不可欠な技術 として発展 してい くことを踏 まえた上で、 そのために、①産業界の活

力を生か した標準化活動 の推進、②従来 の放送技術開発体制 を脱却 した、産学官が結集 した総合

的な研究開発の推進、③総合的 な放送技術開発 ビジ ョンの策定、④総合的 な研究開発の推進のた

めのIMPACT推 進会議の設置等、総合的な研究開発の取組 を早急かつ強力に行 うことが必要

としてい る。

郵政省では、本答 申を受 け、放送技術の研究開発の促進 に向 け、必要 な体制の整備等、 その実

現を図 ることとしている。

(2)す べてのメディアに共通 したデジタル放送の技術開発に関する検討

郵政省では、21世 紀のデ ジタル放送社会の イメージを展望 し、 その実現 に向けた技術開発を推

進す る方策 について検討す るため、7年10月 か ら 「マルチメデ ィア時代 に対応 したデ ジタル放送

の技術開発に関す る調査研究会」 を開催 して きたが8年4月 に報告が取 りま とめ られた。 その

概要は、次の とお りで あ る。
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① 高度で多様 な放送 ニーズに対応可能 な、 よ り一層高速 ・高能率のインフラ系伝送技術 、大

画面デ ィスプ レイ等 の主要デバ イス技術及 び不正視聴防止 ・プ ライバ シー保護等 のための高

度 セキュ リティ技術等の基礎的研究開発の推進 を図 る。

② 電子新 聞、ホーム ショッピング等、多様 なアプ リケー ション技術の開発のた めの研究 開発

基盤 の整備 を行 うとともに、技術開発 を目的 とした民間 フォー ラム活動 の推進 を図 る。

③ デジタル放送で可能 となる、 インタラクティブサービスの実現 に向 けた国際標準化 を推進

す るとともに、国際番組交流促進 のため、 アジアにおける連携 の強化 を図 る。

④ 多様 なアプ リケーシ ョンに対応す るとともに、高齢者等 に配慮 した高度で使 いやすい受信

端末(イ ンテ リジェン ト端末)の 開発 を図 る。 また、パ ソコン ・通信 回線等 との接続 のため

の受信機 インター フェースの標準化 を推進す る。

⑤ バーチャル スタジオ技術等の高度で効率的な制作技術 の開発、円滑 な番組制作 を可能 とす

るための著作権処理技術 の確立等 によ り、豊かで多様 な番組作 りへの支援 を行 う。

(3)衛 星放送高度化技術に関する検討

高度 な衛星放送サー ビスを実現す るためには、高品質 ・高能率 ・高出力の広帯域衛星放送並 び

に地域別衛星放送等の高度衛星放送 を実現 させ るこ とが必要で ある。 このため、8年 度か ら通信

・放送機構 において、衛星デジタル伝送技術、衛星移動通信技術、高度衛星 アンテナ技術、高出

力 ・固体化 ・高信頼化技術、減衰軽減 ・補償技術 の研究が行 われている。

9年 度 につ いては、打 ち上 げ予定の通信放送技術衛星(COMETS)に おいて、21GHz帯 高度

衛星放送の実験が行 われ る予定であ る。

(4)ケ ーブルテレビのデジタル化の推進

ケーブルテレビは、広帯域 ・双方向のメデ ィアで あ り、マルチメデ ィア時代 の情報通信基盤 と

して、 ケーブルテレビ電話、インターネ ッ ト接続等多様 なサ ービス(フ ルサー ビス)の 提供 が期

待 されている。 ケーブルテレビのデ ジタル化 は、アナ ログ方式 に比べて、① 画質 ・音質 の向上が

見込 め るこ と、②圧縮化技術 を用い るこ とによる多チャンネル化が可能で あ るこ と、③他の メデ

ィア との親和1生があ るこ と、④ 多様 なサー ビスの提供 が可能であ ることな どの点で有利で あ り、

その早期 の導 入のための研究開発が行われている。

ア デジタルケーブルテレビ放送方式の策定

デジタルケーブル テレビに適 した情報圧縮方式及 び伝送方式の選定 については、6年6月 か ら

電気通信技術審議会 において審議 を進 め、郵政省通信総合研究所のACTセ ンター及び実伝送路

において実証実験 を行い、8年5月 、「デ ジタル有線 テレビジョン放送方式の技術的条件」にっ い

て答 申を受 けた。 これを受 け、郵政省で は、ケーブル テレビにお いて も、デ ジタル方式 の導入 を

可能 とし、 その一層の多チャンネル化、高品質化等 を図 るため、8年12月 、 ケーブル テレビのデ

ジタル方式の技術的条件 を定める 「有線 テレビジョン放送法施行規則」の一部改正 を行った。本

方式の特徴 につ いては、次の とお りであ る。

① 衛星 デジタル放送 と同 じ画像圧縮(MPEG-2)方 式 を用い るこ とによ り、通信衛星の

1ト ランスポンダ(27MHz)の テレビジ ョン番組(4～6番 組)を ケーブル テレビの1チ ャン

ネル(6MHz)で 、 その まま伝送可能 とす る。

② アナ ログ方式のチャンネル を残 したまま、既存のケーブル テレビ施設にデ ジタル方式 を導

入す るこ とがで き、段階的 なデジタル化が可能 となる。

③ デジタル放送の国際的展開 を促進す るため、国際標準 方式 を採用す る。
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イ マルチメディア時代におけるケーブルテレビシステムに関する検討

近年、ケーブル回線 を利用 して、従来 のテレビジョン放送だ けで な く、 その広帯域な伝送路 と

双方向機能 を活用 したインターネ ッ ト接続、ケーブル テレビ電話、パ ソコン通信、テレビゲーム

等の提供、 オンデマン ドの映画、PHS/C〔Il2【"等 、様 々なサービス(フ ルサービス)へ の要求が

高 まってい る。 これ らのサー ビスを円滑 に導入す るためには、①需要増 に対応 した上 り・下 り用

周波数の確保、②互捌 生 ・相互接続1生等の向上、③高 い品質及び信頼1生の確保及び④ ケーブルテ

レビシステムの低廉化が求 め られてい る。

そのため、郵政省で は、7年10月 か ら 「マルチ メデ ィア時代 にお けるケーブルテレビシステム

に関す る調査研究会」 を開催 している。本研究会で は、ケーブルテレビの現状及び利用動向(周

波数利用状況、要素技術 ・システム技術)を 踏 まえ、マルチメディア時代 において、導入の 目標

とすべ き望 ましいモデル(上 り・下 りの周波数配分等)に ついて検討 を行ってお り、9年3月 に

最終報告が行 われ る予定で あ る。

ウ ケーブルテレビのフルサービス化のための実験

(ア)通 信 ・放送機構目黒 リサーチセンターにおける実験

情報通信 インフラ としてのケーブル テレビ網の整備 を促進す るとともに、ニュービジネスの創

出による内需拡大への貢献 を図 ることを目的 として、通信 ・放送機購 目黒 リサーチセンターにお

いて、広域 ケーブル テレビ網 を使 った通信 ・放送融合サー ビスを提供す るために必要 な伝送技術

の開発 を行 ってい る。本センターでは、東京、横浜、甲府のケーブル テレビ施設 を利用 し、ケー

ブルテレビ電話、ニア ・ビデオ ・オン ・デマ ン ド、映像データの広域デジタル伝送等の広域ネ ッ

トワーク実験 を行 っている。

(イ)フ ルサービス ・ネッ ト委員会

ケーブル テレビの フルサー ビス化 に向 けたアプ リケー ション開発 とネ ッ トワーク化 を進 めるた

め、6年5月 に 「フルサービス ・ネ ッ ト委員会」が(社)日 本 ケーブル テレビ連盟内のケーブル テ

レビ協議会 に設置 された。8年12月 時点 において、95団 体が参加 し、ケーブル テレビ電話、イン

ターネ ッ ト接続、在宅健康管理 システム等22の 実験が実施 されている。このほか、「次世代ネ ッ ト

ワーク研究会」及び 「関西マルチメデ ィアサー ビス研究会」のほか、22の グループにおいて、 イ

ンターネ ッ ト接続等 の実験が行われている。

(ウ)ACTセ ンターにおける実験

郵政省通信総合研究所 に設置されたACTセ ンター(統 合デジタルCATV標 準化試験施設)

において、 ケーブル テレビの フルサー ビス化 に向 けた新たなシステム開発 を行 うための先端的ケ

ーブル テレビ実験施設の整備 を行ってお り、8年 度 において も、光伝送方式、デジタル伝送方式

の実証実験 等、各種の実験が行 われている。

(5)地 上放送のデジタル化のための研究開発

地上デ ジタル放送が2000年 以前 に開始で きるよう、放送方式、チャンネルプ ランの策定、制度

整備等 を進 めるこ とを目標 に、様 々な取組が行われている。

8年 度 においては、我が国の周波数事1青及び地理的 ・地域的状況 に適 した伝送パ ラメータ等の

選定 に必要 となる各種基礎実験 を実施 す るため、8年4月 に郵政省通信総合研究所、NHKの 放

送技術研究所及び(株)次 世代デ ジタル テレビジョン放送 システム研究所 において、地上 デジタル

放送共同実験連絡会が設置 された。本連絡会では、9年1月 か ら、①サービスエ リアの測定、②

単一周波 数中継実験及び③移動体向 け放送実験 の各項 目について、野外基礎実験 を行っている。
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一 闘第3章 放送革命の幕開け

また、9年 度 においては、地上デ ジタル放送の周波数プ ランの策定のため、デ ジタル放送 の伝

欄 剤生等の調査分析 を行 うこ ととしている。

(6)デ ジタル化に向けたその他の取組

アlSDB技 術に関する研究開発

超高精細度テレビジョン放送、立体テレビジ ョン放送、対言刮生を有す る高度 マルチメデ ィア放

送等、放送 システムの インテリジェン ト化を図 る統合デジタル放送(ISDB)を 実現す るため

には、多量の映像1青報 を含む極 めて多種多様 な放送の コンテン トを高能率、柔軟 かつ階層的 に統

合す ることが必要であ る。8年 度か ら、通信 ・放送機構 において、 その実現 に必要 な要素技術の

研究開発が行 われているところで ある。

イ デジタル放送受信機インターフェースの標準化の推進

デ ジタル放送受信機 については、放送の高度化 に伴 って、接続 され る周辺機器 との インター フ

ェースの統一 を図 るなど、標準化の必要 があ り、郵政省 として も7年 度第二次補正予算 において、

デジタル受信機 インター フェー ス標準化 システムの整備 を図って いる。

ウ 次世代放送方式技術に関する研究開発

現在、放送方式 はハー ドウェア化 されているため、立体映像、超高精細度映像等の新 たな放送

方式 を導入す る場合、放送 局や利用者 はチューナー、 アダ プター等専用 の設備 を新 た に導入、追

加す る必要があ る。次世代放送方式は、放送方式 をソフ トウェア化 して伝送す ることか ら、新 た

な放送方式が導 入されて も、設備 を導入、追加す るこ とな く多種 ・多様 な放送 の提 供及び享受が

可能 となる ものであ る。郵政省で は、 その実現 のために必要 な技術の研究開発を9年 度 か ら実施

す るこ ととしてい る。

3放 送=ユ ービジネスの振興
猿

(1)規 制緩和の推進

放送の国際化や、放送分野の技術革新が進展す る中で、 その成果 を広 く還元 し、ニュー ビジネ

スの展開に向 けた環境 を整備 す るために、郵政省は、 これ まで も積極的 に規制緩和 を実施 して き

ている。

8年 度 には、衛星 によるデジタル放送の実用化 に伴 い、8年2月 にマスメデ ィア集 中排除原則

の緩和、8年5月 に衛星 を利用 した一般放送事業者 による国内及 び国外向 け放送の周波数域 の拡

大等の規制緩和策 が講 じられたほか、地上 データ多重放送の実用化のための制度の整備(地 上デ

ータ多重放送 と文字多重放送 を併 せて行 う場合の申請手続 きの一本化等)が 行 われた
。

今後 にっいて も、衛星 によるデジタル放送 にお ける競争促進 のための、有料放送 にお ける料金

認可の事前届出制への変更、視聴覚障害者向 け番組の全国展開を図 るための字幕 放送 に係 る免許

制度の改善等、放送分野の規制緩和 を推進す ることとしている。

また、現在、衛星デジタル放送 の国際的な進展や、MSO化 による広域的な事業展開の進展等

に伴い、我が国の放送市場 に外国資本が流 入 しっつあ る。

従来 、衛星放送、ケーブル テレビ、地上 放送のいずれにお いて も、周波数資源の希少1生に起 因

す る国内放送事業者の保護 の観点 か ら、外国資本の割合の制限(衛 星放送 ・地上放送で は5分 の

1未 満・ケーブル テレビで は3分 の1未1軌)、 及び外国人の業務執行役員への就任の禁止(ケ ープ
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ルテレビで は、常勤役員 に限 る。)の措置が講 じられていたが、 この うちケーブルテレビにおいて

は これ らの規制 を見直 し、電気通信事業 を併 せて行 うケーブル テレビ事業者 においては撤廃す る

こ ととしてい る。

(2)新 しい放送サービスの進展

ア 衛星放送におけるデータ放送

衛星放送 にお けるデー タ放送は、全国一斉 に送信で きる衛星放送波を用いて、パ ソコン、テレ

ビ受信機 、 ファクシ ミリ等 の端末 に各種データを高速かつ安価 に配信す るサービスであ り、BS

におけるデータ多重放送 については、6年7月 に関係省令が改正 された後、7年4月 か ら放送が

開始 されている。 また、CS(ア ナログ)に おけ るデータ多重放送 につ いては、7年3月 に関係

省令が改正 されている。

また、CSデ ジタル放送の開始 に伴 い、CS(デ ジタル)に おけるデータ放送 も、8年2月 の

電波監理審議会の答 申を受 けて8年3月 に制度化 され、8年6月 には、 日本デジタル放送サービ

ス(株)が 番組検索サー ビス(EPG)を 開始 している。

衛星デー タ放送 を活用 した多様 な放送サー ビスの事業化 を可能 とす るためには、多様な受信器

に対応で きる送信方式が不可欠で ある。 このため、通信 ・放送機構 が、多様 な情報機器での受信

を可能 とす る衛星デー タ放送 の送信方式の研究開発を行っている。8年 度 においては、送信系、

受信系、運用系 に係 る実証実験 を実施 し、放送 のための共通基盤 ソフ トの研究開発 を行った。

イ 地上データ多重放送

地上系 テレビジョン放送の垂直帰線消去期間を利用 した地上 データ多重放送(VBI方 式)に

ついては、8年4月 に実用化 のための制度改正 が行われた。

この具体的なサービス事例 としての電子新聞放送 については、郵政省 において7年10月 か ら「電

子新聞放送の将来動向等の調査 に関す る連絡会」 を開催 し、 その円滑 な導入のために考慮すべ き

事項等の調査 を行って きたが、8年6月 に最終報告が取 りまとめられた。 それによれば、電子新

聞の意義 として、マルチメデ ィア時代 に対応 した新聞情報の伝達手段の多様化及び紙資源の節約

による環境 の保護への貢献 を挙 げた上で、今後 の普及のための課題 として、①サー ビス ・イメー

ジの明確化、②利用者利便 の確保、③普及環境 の整備 を挙 げ、 その将来展望の明確化を図ってい

る。

灘難1欝灘 でll嘱躍 動
技術審議会から一部答申を受け、実用化 ぎ オ ー蕉 」

のための制度虹 が9年 春 にも行 われる ・
,一 ・ ∴ 澱.溢

予 定 とな っ て い る 。 「^一

ウFM放 送 の 多 様 化 .・ ・, 曽ン
(ア)コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送.,.

こ も　

行輯鯉;瀧 髄 藩 幣 臨紛癬"
弾

政情報、災害情報 及び福祉 医療情報等、

地域 に密着 した情報 を日常的 に提供す る

メデ ィア として地域住民 に親 しまれてお コミュニティ放送
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一 闘第3章 放送革命の幕開け

り、 その開局が進 んでい る。 また、 いったん災害が発生 した場合 には、被災者 向けの きめ細やか

な災害関連1青報の伝達に大 きな役割が期待 され るな ど、地域情報の発信拠点 として、豊 かで安全

な街づ くりに貢献で きることか ら、郵政省で はその全国展開 を一層促進 す るこ ととしている。

(イ)外 国語放送

在 日外国人の増加や、 日本の国際化 に伴 う外国語 による情報提供 ニー ズの高 まりを背景 に、F

Mに よる外国語放送が7年2月 に制度化 された。8年 度 においては、4月 に東京都 の特別区等の

地区 においてエ フエムインターウェーブ(株)が 開局 した。 また、福岡市(福 岡県)等 の地区 にお

いて、8年11月 に予備免許 を受 けた(株)九 州国際エ フエムが、9年4月 に開局を予定 している。

(ウ)FM文 字多重放送

FM文 字多重放送 については、8年1月 に有料放送 の制度化が行われたのを受 け、(財)道 路交

通 情報通信 システムセンター(VICSセ ンター)が 、8年4月 か ら、東京都、神奈川県、埼玉

県及び千葉県 において放送 を開始 したのに続 き、8年12月 か ら大阪府 においてサー ビスを開始 し

た。 また、9年4月 か らは、愛知県 においてサービス開始予定であ る。

また、8年7月 にはプ リンタ内蔵の専用端末 に各種 カー ドを差 し込 むこ とによ り、 テレビ と連

動 したケ"一ム ・個 人向 けの情報等の受信

を可能 とす るサービス(パ パ ラジー コム)

が、8年10月 か ら、情報番組 とオ リジナ 地 図表 示 型表 示 事 例

ル ・メッセージを組み合わせて表示す る
ノ ー}丁 騙 聯

電光掲示板サー ビス(パ パ ラビジ ョン)

が開始 されている。

(エ)臨 時災害FM放 送

既設の放送局が、地震等の大規模災害

によ り被災 し休止 した場合 に、 その機能

を速やかに回復 し、被災者 向けの生活関

連情報等 をきめ細か く提 供で きるよ うに

す るため、郵政省 は地方公共団体等 にお

いて臨時災害FM局 の開設を可能 とす る

措置を講 じている。

,メ咳」照懲 島 養

謹鰭 薩
畿鉾講 鍼

VICS情 報受信前

ゆ

4放 送インフラの整備
_ノ ・

VICS情 報受信後

VICSサ ービス

ノ

5年5月 の電気通信審議会答申において光 ファイバ網の整備計 画が発表 されたのを受 けて
、ケ

ーブルテレビ伝送 路の光 ファイバ化が進んで いる
。光 ファイバ は、同軸ケー ブル に比べ て、①大

容量の伝送が可能・②電気雑音 に強い、③1云送上の劣化が少 ない、④細 く軽量で あ るな どの利 点

を有 している。9年2月 現在、56の ケーブル テレビ斌 光 ファイバ伝送路 と同軸伝送路 を組み合

わせた光.同 軸ノ'イブ リッ ド方式 を採用 している。 すべ ての伝送路 を光 ファイバ によって構 成 し

た全光方式 も・広帯域 ・高品質伝送が可能 なこ とによる多チャンネル化、双方向機 能の高度化 に

適 した システム として、研究が行われてい る。

また・8年 度 においては・ケーブル テレビ事業者 による光 ファイバ網整備 を促進 す るため
、電

気通信基盤充実臨時措置法の認定を受 けて、高度有線 テレビジョン放送施設 を整備す るケ_ブ ノレ
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テレビ事業者 を対象 とした 「加入者系光 ファイバ網整備特別融資制度」の融資枠が拡大 されたほ

か、電気通信 システム信頼i生促進税制の一部が ケーブルテレビに も適用 されることとなった。

5放 送ソフトの振興
ノ ・

=、r『"圃;馴,「・一}幽π浦一 研Φ一π ¶欄 脳 天誓一聯腰㎜ ▼需 _初 一7ノ
ノ

(1)放 送ソフ トの制作 ・流通環境の整備

郵政省 は、 これ まで に も放送 ソフ トの円滑 な制作 ・流通 に向 けた環境整備 を行 うため、各種の

支援措置 を実施 している。 この うちソフ ト制作面での取組 としては、①放送 ソフ トの制作 を行 う

者に対 し研修 を行 う事業、② ケーブルテレビの放送・番組の制作・配信 を一体 的 に行 うための事業、

③放送 ソフ トを制作す るための素材 の収集、制作及び提供等 を行 う事業 に対す る支援等が行われ

ている。

また、 ソフ ト流通面での取組 としては、① 放送番組の収集 ・保管 ・公開 を行 う事業 に対す る支

援、②放送 ソフ トの流通 を促進す るための権利問題の解決 に向けた取組等が行われて きている。

放送の多チ ャンネル化、グ ローバル化等 は近年急速 に進展 しつつあ り、放送 ソフ トの量的 ・質

的充実 に対す る要請が急速 に高 まっている。 この ような状況 にあって、放送 ソフ トは、マルチメ

ディア時代の コンテン トの中心的 な担 い手 として、今後 ます ます大 きな役割 を果たす こ とが期待

されている。

郵政省で は、放送 の多チャンネル化、グ ローバル化の進展を踏 まえ、8年9月 か ら 「放送 ソフ

トの振興 に関す る調査研究会」 を開催 し、制作会社等 における制作資金調達の円滑化等、放送 ソ

フ ト制作 の活i生化方策、海外への流通や他メデ ィアへの活用を含む放送 ソフ トの多元的利用の促

進方策等 について検討 を行ってお り、9年5月 を目途 に報告を取 りま とめるこ ととしている。

(2)放 送番組素材利用促進事業の推進

放送番組の制作 に使用 され る映像 ・音響素材(放 送番組素材)を 収集、制作、保管 し、放送番

組の制作の用 に供 す る業務等 を行 う事業(放 送番組素材利用促進事業)を 支援 し、放送番組の制

作基盤 の充実 を図 るために、「放送番組素材利用促進事業の推進 に関す る臨時措置法」が6年9月

施行 された。

同法 に基づ き、産業投資特別会計 か らの出資 を受 けて、7年5月 に設立 された(株)東 京映像ア

ーカイブが各種放送番組素材の収集
、制作及び保管等の業務 を行 っている。

(3)有 線テレビジョン放送番組充実事業の推進

有線 テレビジョン放送番組充実事業 は、「有線 テレビジョン放送の発達及び普 及のための有線 テ

レビジ ョン放送番組充実事業の推進 に関す る臨時措置法」に基づ き、①番組共同制作施設、②番

組配信施設、③番組i青報検 索施設及 び④番組収蔵施設の整備 を実施す る者 に対 し、産業投資特別

会計の出資 を原資 とす る通信 ・放送機 構か らの出資や、 日本開発銀行等 か らの無利子 ・低利融資

による支援措置 を行 うもので ある。

8年6月 に(株)神 奈川 メデ ィアセ ンターが業務 を開始 したほか、9年2月 に(株)デ ジタルSK

IPス テー ションが事業者 として第4号 の認定を受 けた。

(4)受 信設備制御型放送番組の制作の促進

放送分野の技術革新 を活用 した放送番組 の制作 を促進 す ることによって、国民が清報 を選択 す

る機会 を拡大 し、もって高度i青報通信社会の構 築 に寄与す ることを目的 として、「受信設備制御型
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放送番組の制作の促進 に関す る臨時措置法」が7年9月 施行 された。同法 に基づ き、① 当該放送

番組の制作 に必要 な資金の調達 に係 る債務 の保証、②共同で利用で きる当該放送番組制作施設 を

整備す る事業(受 信設備制御型放送番組制作施設整備事業)に 対す る出資、③ 当該放送 番組 に必

要な情報の提供 を行 うこととなってい る。8年 度 においては、9年2月 に(株)デ ジタルSKIP

ステー ションが、受信設備制御型放送番組制作施設整備事業 を行 う事業者 として第1号 の認定 を

受 けた。今後CG制 作設備、 スタジオ等 を整備 して、 当該放送番組 を制作す る者 に提供す る予

定であ る。

(5)放 送ライブラリー

放送 ライブラ リーは、社会的・文化的 に貴重な財産であ る放送番組 を収集、保管す る とともに、

国民 に公開す るこ とを通 じて、放送 の健全な発達等 に資す ることを目的 として、放送法上の指定

法 人であ る放送番組センター によ り、3年10月 か ら運営 されている。 その概要 は、①放送番組の

収集 ・保管及び公衆への視聴、公開、② 放送番組 に関す る情報 の収集及び③ 放送番組 に関す る情

報提供等であ り、9年1月 現在、テレビジ ョン放送 については3,000番 組、ラジオ放送 につ いては

700番 組が公開 されてい る。

6放 送の国際化の推進
＼.

(1)我 が国からの映像国際放送

放送 による国際交流 を促進す るため、6年 に放送法が改正 され、NHKが 衛星事業者 に委託 し

て、衛星 によ り外国 に向けて行 う放送(受 託協会国際放送)及 び民間放送事業者が他人 に委託 し

て、衛星 によ り国内及び国外 に向けて行 う放送(受 託内外放送)の 実施が可能 となった。現在、

民間放送事業者 において、JCSAT-3を 用いたアジア地域での映像国際放送の事業化が検討

されてい る。

(2)放 送を通 じた国際交流の推進

ア 放送番組国際共同制作の推進体制

日知象国際放送は、放送番組 を通 じた国際交流 を促進 し、諸外国 との相互理解 を深化 させ る もの

と期待 されている。 しか しなが ら、アジア地域 においては 自国制作 による放送番組 の情報 発信が

不十分 な状況 にあ り、 その充実のための体制整備が必要 となっている。

このよ うな状況 を踏 まえ、放送番組の国際共 同制作 を通 じて、 アジア地域 における番組制作 レ

ベルの向上 と世界 に向けた情報発信 を推進す るため、9年1月 、アジア地域の11か 国の放送主管

庁及び放送事業者 による放送番組国際共同制作推進会議 が開催 され、国際共 同制作 の必要i生と課

題並 びに国際共同制作の推進方策 について検 討が行われた。

また、8年12月 か ら9年3月 にかけて、共同制作番組の企画か ら制作 まで の課題 を明 らか にす

るこ とを目的 として、日本、イン ドネシア、タイの3か 国間にお ける実験的共 同制作 が行 われた。

イ 放送番組翻訳事業

諸外国 との相互理解の促進、開発途上 国の放送の充実発展 に貢献す るため、 日本の放送番組 を

開発途上 国向 けに翻訳す る事業 を・3年4月 に設立 された(財)放 送番組国際交流 センター(JA

MCO)を 通 じて支援 している・JAMCOで は・8年3月 末 まで に478本 の番組 を 日本語 か ら英

語等 に吹 き替 え、21か 国延べ790本 を、開発途上国 を中心 に諸外国へ提供 している。
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7放 送の利用格差是正

(1)難 視聴の解消に向けた取組

情報 の地域間格差 を是正す るために、3年 度 に創設された 「電気通信格差是正事業」 として、

8年 度は「民放 テレビ放送難視聴解消事業」、「民放中波 ラジオ放送受信障害解消事業」、「都市受信

障害解消事業」及び新 たな事業 として 「沖縄県南 ・北大東地区 テレビ放送難視聴解消事業」が行

われた。

ア 民放テレビ放送難視聴解消事業

この事業 は、地上系民間テレビジョン放送が1波 も良好 に受信で きない地域 において、 その解

消を図 るためのテ レビ放送中継施設(中 継局)、 又 は共同受信施設を整備す る市町村等 に対 し、国

が その経費の一部 を補助す る事業であ る。

8年 度 は、中継局 として5道 県7事 業 に、 また共同受信施設 として20道 県72事 業 に対 し、 それ

ぞれ補助金が交付 された。

イ 沖縄県南 ・北大東地区テレビ放送難視聴解消事業

この事業 は、地上系 テレビジョン放送が全 く受信で きない沖縄県南大東村及び北大東村 におい

て、難視聴解消のために、放送番組受信用衛星回線施設及びテレビ放送 中継施設 を整備す る沖縄

県に対 し、国が その経費の一部 を補助す る事業であ り、9年 度末 までの予定で新 たに実施 されて

いる。本事業の推進 によって、地上系 テレビジョン放送が全 く受信で きない行政 区単位の地域 は

解消 されるこ ととな る。

ウ 民放中波ラジオ放送受信障害解消事業

この事業 は、民放 中波 ラジオ放送の受信障害 を解消す るため、民放中波 ラジオ放送中継施設等

を整備 す る市町村等 に対 し、国が経費の一部 を補助す る事業であ る。

工 都市受信障害解消事業

この事業 は、原因 となる建造物の特定が困難 なテレビジョン放送の受信障害が発生 している地

域 において、受信障害解消のための共同受信施設を整備す る市町村 又は特別区に対 し、国が その

経費の一部 を補助す る事業であ り、東京都中野区 において5年 度 か ら実施 されてお り、8年 度か

らは、東京都足立区 において も同様 の事業 を開始 した。

(2)衛 星放送受信設備設置助成制度

この制度は、通信 ・放送機構 に、国が出資す る 「衛星放送受信対策基金」 を設 け、NHKの 地

上テレビジ ョン放送の難視聴地域 において、衛星放送の受信設備 を設置す る者 に対 し、 その設置

のために必要 な経費の一部 を、基金の運用益 によ り助成す るもので ある。8年12月 現在、本制度

による助成実績 は、187自 治体 、14,105世 帯 となってい る。

(3)視 聴覚障害者向け放送の充実に向けた取組

ア 字幕放送 ・解説放送の充実のための方策

字幕放送 ・解説放送 は、視聴覚障害者がテレビジョン放送を理解す る上で不可欠なサー ビスで

あるが、我が国にお ける実施状況 は米国等 と比較 して も十分 とはい えず、早急 にその充実 を図 る

ことが必要 となってい る。

字幕番組 ・解説番組 の制作費 に関 しては、5年 度か ら 「身体障害者の利便 の増進 に資す る通信

・放送身体障害者利用円滑化事業 の推進 に関す る法 律」 に基づ く助成を実施 しているが、当該制
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度は基金運用益 を原資 としているため、金利水準の変動 によって十分 な助成額が確保で きないお

それ もあ る。

そこで、 これ らの制作費に対 し、経済情勢等 に左右 されない計画的かつ安定的 な助成 を可能 と

す るため、9年 度 において、国が通信 ・放送機 構 に対 して補助金 を交付 し、 これを原資 とす る新

たな助成制度 を創設す ることとしている。

また、字幕放送 を行 うには、文字多重放送の免許が必要 とされてい るが、民間放送事業者 によ

る字幕放送の全国普 及を促進 す るため、 テレビジ ョン放送 の免許 のみで字幕放送 が実施で きるよ

う、免許制度 を改正 す るこ ととしてい る。

イ 視聴覚障害者向け専門放送システム実現への支援

我が国 においては、多チ ャンネル化の進展によ り、視聴者の番組選択 範 囲が拡大 し、多様 な情

報ニーズの充足が可能 となるな ど、放送 を取 り巻 く環境の急速 な変化が進 んで いる。

このような状況 にあって、視聴覚障害者固有 の情報 ニー ズに きめ細か くこた えるために、視聴

覚障害者向 け専門チ ャンネルの実現が求 め られてい る。

郵政省で は、7年10月 か ら 「視聴覚障害者向 け専門放送 システムに関す る調査研究会」 を開催

し、8年4月 に報告 を取 りまとめた。9年 度には、 これ ら専門放送チャンネル を番組制作面で支

援 す るため、視聴覚障害者向 け専門放送番組 を制作 し、専門放送チャンネル に供給す るために必

要 となる施設の整備 について、財政投融資 による低利融資 を行 う制度 を創設 した。

ウ 視聴覚障害者向け放送ソフ ト制作技術の研究開発

字幕番組等の視聴覚障害者向 け放送番組の制作 は、多大な制作 コス トと制作時間 を要す ること

か ら、 それ らの効率的な番組制作技術 の開発 を目的 として、8年 度か ら通信 ・放送機構 渋谷上 原

リサーチセンターにおいて、視聴覚障害者向 け放送 ソフ ト制作技術の研究開発 を行 っている
。

8視 聴者保護に向けた取組

(1)多 チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会の開催

郵政省では・技術革新 による多チャンネル化の進展 と放送番組 に対す る社会的関心の高 ま りを

踏 まえ・放送の在 り方 につ いて検討 を行 うこ とによ り、21世 紀 に向 けた放送の健 全な発達 を図 る

こ とを目的 として・7年9月 か ら 「多チャンネル時代 における視聴者 と放送 に関す る懇談会
」 を

開催 して きたが8年12月 に報告書が取 りまとめ られた。 この うち、視聴者保護 に関す る主 な内

容は、次の とお りであ る。

① 青少年保護の観 点か ら・青少年 に不適 当な番組 の放送時問帯への配慮等の放送事業者 の 自

主的取組が期待 され る・ また・鯉 デジタ・レ多チャンネ・レ放送のペ アレンタ,レ。ック機能 は

有益 な ものであ り、 その積極 的活用が求 め られ る。

② 放送番組審議機関は・番組の適正 を図 る上で重要 な機能 を有 している斌 現状 においては

必ず しも十分 な機 能を発揮 していない・ このため、審議 内容の公開等、種 々の改善 を行 うこ

とによ り・放送番組審議機関の一層の活1生化 を図 ることが必要であ る
。

③ 放送齢 ●番糸麟 にかかわ鍾 大 な舖 ・特 に権利侵害 にかカ・わ る舗 につ いて
、視聴者

と放齢 業者 との間では轍 が得 られなかった雛 のために
、舗 対応繍 を放齢 業者

の外部 に設置す るこ とが考 え られ る。
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(2)放 送番組審議機関に関する制度整備

放送番組審議機関については、前述の懇談会報告書等で、 その一層の活性化 を図 る必要があ る

ことが指摘 されている。

このため、放送事業者 は、①訂正放送制度の実施状況、放送番組 に関 して申出のあった苦1青そ

の他 の意見の概要等 を、放送番組審議機関 に報告 しなければな らないこと、②放送事業者は、番

組審調 幾関の答 申 ・意見の内容 その他議事の概要等 を公表 しなければな らないこと等を内容 とす

る、放送法及び有線 テレビジ ョン放送法の改正 を行 うこ ととしている。

(3)「 放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイ ドライン」の策定

放送の多チャンネル化 に伴 う有料放送、双方向的 な放送サー ビスの進展 によ り、今後放送事業

者 に、視聴者が視聴 した番組1青報、料金1青報等の広範 囲な個ノ晴 報 が蓄積 されることか ら、 これ

らの情報 が目的外 に使用された り、外部 に流 出 した りした場合、視聴者のプ ライバ シーが侵害 さ

れ るお それがあ り、個ノ晴 報 の保護 に関す る対応が必要 となっている。

このため、8年9月 、放送事業者が加入契約 を伴 う放送サー ビスを提供す るに当たって、加入

者の個ノ)青報 を取 り扱 う際に留意すべ き必要最低限の指針 と考 えられるものについて、「放送にお

ける視聴者の加入者個ノ)青報 の保護 に関す るガ イ ドライン」 を策定 した。

(4)訂 正放送制度の定着化の推進

訂正放送制度 は、真実で ない放送 によって名誉 きそん、信用失墜等の権利侵害 を受 けた者が、

その放送 を行った放送事業者 に対 して訂正又は取消 しの放送の請求 を行 うこ とがで き、放送事業

者は、調査の結果、 その放送が真実で ないこ とが判明 した場合には、訂正又 は取消 しの放送 を行

わなければな らない とす るものであ る。

この訂正放送制度 については、 さらに、本制度の実効i生を高める観 点か ら、放送事業者 に対 し

ては、 こうした放送 による被害者等が番組内容の確認を行 えるようにす るため、放送後 の一定期

間、番組 を保存す るこ とが義務付 けられている。

この訂正放送制度 について、郵政省で は、 リー フレッ ト、ポ スター を作成 し、全国 に配布す る

などその周知 に努 めている。

なお、前述の とお り、訂正放送制度 につ いては、放送事業者が その実施状況を放送番組審議機

関に報告 しなければな らないこ ととす る放送法及び有線 テレビジョン放適法の改正 を行 うこ とと

している。
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第7節1放 送 革 命 の幕 開け一21世紀に向`ナた展望と課題一

諺

これ まで見て きたよ うに、放送分野 に大 きな変革 の波 が押 し寄せている。 この変革の波 は、我

が国の放送の在 り方を大 き く変化 させ る と共 に、通信分野の急速 な発展 ともあいまって、放送 そ

の ものだ けで な く社会経済構造の変革 を引 き起 こす可能性 を も有 している。本節で は、本章で と

りあげた放送革命の動 きについて整理す る とともに、 まとめ として今後 の展望 と課題 につ いて触

れることとす る。

1放 送革命の意義と今後の展望

(1)産 業の変化

産業分野 においては、デ ジタル化 に伴 う多チャンネル化 や高画質化、通信分野 との融合の動 き

等が、様 々な変化 を もた らしてい る。

放送事業 にお いては、デジタル化 に伴 う多チャンネル化の動 きによ り、新規参 入が活 発化 して

いる。新 たに参入 した事業者 については、従来 か ら放送関連 の事業 を営んで いた事業者 に加 えて、

教育、燃料、家電販売、流通等、放送 と関連の うすい分野 において事業 を営んで いた事業者 も多

く、放送事業の裾野 の広が りが見 られている。

現在約3兆 円であ る放送事業の市場規模 については、 こう した、多チャンネル放送事業の開始

に伴 う多数の新規参入やサービスの増加等 によ り、 その拡大が期待 され る。現状 を見 ると、市場

全体 に占める地上放送(NHK、 民放)の シェアは7年 度 において75 .4%と 大 きい斌 衛星放送、
ケーブル テレビ といった有料放送 は2桁 台の成長 を続 けてお り、その シェア も3年 度3.6%か ら7

年度 には8.0%へ 拡大 している。

また、放送事業への新規参 入の増加 は、 こうした市場規模 の拡大 とともに
、複数 メデ ィァによ

る競争の促進 につなが る もの と想定 され る・今後 放送事業者 には、放送関連事業や通信事業等

を含 め・幅広 い視野 を持 った経営が必要 とされて くる もの と考 えられ る。各種 アンケー ト結果 に

おいて も・ こうした他メデ ィア との競合 に対す る問題意識 や新 たな事業への進出意 向が明確 に現

れているほか・既 にケーブル テレビ事業者 においては、 インターネ ッ ト接続サー ビスやホ_ム セ

キュ リティサー ビス等・ そのネ ッ トワー ク網を生か した通信事業への参入が見 られてい る
。

また・デジタル化によ り放送が通信ネ ッ トワー ク と共通の技術基盤 を持 つ ことによ り
、通信 と

並び新たなネ ッ トワー ク基盤 として活用 され ることが期待 され る
。教育、娯楽、 ショッピング等

のアプ リケー ションを利用す るための新 たなインフラ として
、放送が果 たす役割 は拡大 してい く

こ とが想定 される。

一方
・ こうした放送事業 における変化の動 きは・他 の放送関連産業 に も波及す る影響 力を有 し

ている・デジタル化 に伴 う多チャンネル化や高画質化の動 きは
、 これに対応 した放送 ソフ トに対

する額 を鰍 させ ることによ り・放送翻 缶・1作業 の暢 規模拡大 に波及 して・・くもの と期待 さ
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れ る。放送番組制作業 については、衛星デジタル 多チャンネル放送 の開始等、新 たな番組供給先

の拡大 に伴 う独 自の番組制作 ・運用機会の増大 によ り、事業環境 が好転 してい く可能1生が開けて

いる。 また、放送機 器製造業 について もデ ジタル化 に伴 う放送装置やチューナ ・アンテナ等の需

要増加 によ り、市場規模の拡大が期待される ところで ある。

(2)生 活様式の変化

放送の多チャンネル化 は、国民生活における放送利用の根本的 な変化 を もた らす もの となる。

第一 に、放送 は不特 定多数 に向 けた総合番組中心の一方向の伝達 という従来の枠組 とともに、

多彩 な専門性 を有 した番組の伝達 とい う側面 を持つ こ とになる。 この結果、視聴者は、番組 を無

料で視聴す る従来型の 「受動的視聴」 に加 え、 自分の嗜好 に合った専門的な番組 を対価を払って

視聴す る 「能動的視聴」 を選択す ることも可能 とな る。現在、CSデ ジタル多チャンネル放送 に

おいては、教育分野 においては中学生の教科書解説や高校 ・大学受験、娯楽分野 において も囲碁

・将棋やカラオケ等、専門性 の高 い放送が実現 されている。

第二 に、多チャンネル放送 によ り自分 の生活時 間に合わせた放送 の視聴 も可能 となる。視聴者

は、 自分の嗜好 にあった専門分野の番組 をいつで も視聴で きるほか、多チャンネルを生 か したニ

ア ・ビデオ ・オン ・デマ ン ドを利用す ることによ り、映画等 をほぼ自分の希望 する時間に視聴す

ることも可能 とな るのであ る。

第三 に、視聴者 は放送 をインフラ とし、多様 なニーズに合った新 たなサー ビスを受 けることも

可能 となる。 ショッピングの分野では、商品 に関す る機能や実際 に利用 している様子 を放送す る

ことにより購入の申込 みを受 け付 けるインフォマーシャルの放送が活発化 している。CSデ ジタ

ル多チャンネル放送 においては、地上放送やBS放 送等 に比較 して大量の ショッピング番組が放

送されているが、情報 の受信のみな らず、注文及び代金の決済 に至 る一連 の処理がデ ジタル受信

機 の機能 によ り実現 され る。 さ らにケーブル テレビにおいては、 そのネ ッ トワーク網 を生か した

双方向機 能の活用 によ り在宅福祉サービスや、ホームセキュ リティサービス等通信サービスが提

供されている。

この ように、放送のデ ジタル化 は、放送の利用 に関す る利便性や有用性 を高 めることによ り、

国民福祉の向上 につ なが るもの といえる。

第四には、放送がデジタル化 されることに伴 い、通信ネ ッ トワーク と共通 の基盤 を利用 したマ

ルチメデ ィアサービスの可能 性が広が るこ ととなる。将来的には、受信機 を利用 して、放送 を通

じたデータの入手、加工 ・編集等 を行 うこ とも可能 となるもの と予想 され る。

(3)グ ローバル化の進展

放送分野におけるグ ローバルなメデ ィアの再編が起 きている中で、我が国 において も、海外資

本の我が国の放送事業への流入、我が国資本 による海外の放送分野への進出が活発化 することが

予想 され る。

現在、我が国 においては、衛星デ ジタル多チャンネル放送 において、米国企業 との共同出資 に

よ りデ ィレクTVジ ャパ ンが設立 されているほか、JSkyB構 想 も発表 されている。 また、ケ

ーブル テレビにおいては、米国企業 と我が国の企業 との共同出資 によ りジュピター ・テレコムや

タイタス ・コミュニケーシ ョンズ といったMSOが 設立 されている。

一方
、多チャンネル化 に伴 う放送 ソフ トの世界的 な不足 に対応 して、我が国放送 ソフ トの海外

での利用、海外 ソフ トの我 が国 における利用が更 に活発化 し、国際的 な番組の交流 が進展す るこ

とが想定 され る。既 に我が国の放送番組 は、 ドラマやアニメーシ ョン等が諸外国において も高 い
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評価 を得 てお り、 こうした動 きは更 に活発化 す るこ とが予想 され る。

また我 が国の資本 について も、ジャパ ン ・エ ンターテイメン ト・テレビジョン(JET)社 が、

8年10月 、シンガポールに設立 され衛星 を利用 したアジア10か 国への番組配信 を行 っているほか、

我が国企業等 の出資 によ りABCN社 が、7年12月 に設立 され、タ イか らアジアへ向 けた放送 を

10年 に開始す る計画があ る。

2放 送革命に向けた課題
_＼

放送分野 にお ける変革の動 きは、将来 に向 けた多 くの可能性 とともに、様 々な課題 も包含 して

いる。デ ジタル化 に伴 うこうした急速 な変革の動 きを、国民福祉の向上 につなが るかたちで発展

させてい くためには、 こうした課題 について、今後、適切かつ早 急な対応 を図 るこ とが必要 とさ

れ るもので ある。

(1)放 送技術に関する課題

放送革命の進展 は急速 な技術革新 を背景 とした ものであ るが、今後 も更 なる放送の高度化 のた

めに積極的 な技術開発 を推進す ることが必要であ る。8年6月 か ら実現 されてい る衛星デ ジタル

多チャンネル放送 に続 き、BS放 送のデジタル化が2000年 ごろ打上 げ られ る予定であるBS-4後

発機 によ り実現 され る予定で あ り、ケーブル テレビに も導入が計画 されて いるほか、地上放送 に

ついて もその導入に向 けた実験 が実施 されている。

今後 も、衛星放送、地上放送、ケーブル テレビの三つのメデ ィアの整創 生を図 りつつ、全体 の

デジタル化 を可能 な限 り早期 に進 めるべ きであ る。

また、 こうした放送のデジタル化 に伴 い、様々な方式 による放送サービスの提供 が予想 され る

斌 視聴者の利便i生を十分確保 した受信機等 の技術開発等 を積極的 に推進 してい くこ とが必要で

ある。

さらに、我 が国が相対的 に優位 にあ る といわれ るデ ィスプレイ技術 を生か し、高画質化 や コン

ピュータ との整創 生を考慮 した取組 も進 めて行 く必要があ る。

(2)放 送行政の枠組に関する課題

今後 の放送事業 を展望す る上で は、伝送事業(ハ ー ド)と 放送事業(ソ フ ト)の 切 り分 けが課

題 として挙 げ られ る・伝送事業 と放送事業 とを分離 す るこ とによ り伝送施設 に係 る資金負担が不

要 とな るこ とか ら、放送事業(番 組 の制作 ・調達及 び供給)へ の参入が容易 にな り放送事業が活

性化 す るこ とが期待 され る一方で・競争が激化 し、質の低 い番組の増加等 が発生す る恐れ もある。

我が国においては・現在CS放 送の委託 ・受託制度 において、 ソフ トとハー ドの切 り分 けを行っ

ているが 今後 地上放送・BS放 送・ ケーブルテレビにおいて もこうした課題 につ いて検討 を

進 めてい く必要があ る。

また・放送 は通信 と並ぶ インフラとして・今後益 々その活発 な利用が見込 まれ るものであ る
。

そのためには・情報通信 インフラの一環 としての放送ネ ッ トワークの整備が必要であ る
。郵政省

で は・現在・世界中で放送衛星 の打上 げが積極的 に行 われている中で、既 にプ ラン化 されている

軌 道に関す る見直 し・新たな周波数 帯のプ ラン化等 に関す る国際間の調整作業 を積極的 に進 めて

いる・ また・ ケーブル テレビにおいては大容量の情報伝送 を可能 とす る光 ファイバの促進 を図 る

ため・7年 度か らケーブルテレビ事業者 に対す る特別融資制度(加 入者系光 ファイバ網 整備特別
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融資制度)を 行 っている。

(3)放 送ソフ トの振興に関する課題

多チャンネル化 に伴 い見込 まれる番組 数の不足 に対処す るためには、放送事業者や放送番組制

作事業者が保有 している番組 を活発に利活用で きるような、二次流通市場 を整備 す ることが必要

であ る。 そのためには、マルチメデ ィア時代 に対応 した権利処理ルールの確立や集中的 な権利処

理 を行 う機関の整備等、権利処理の円滑化 に関す る対応が早急の課題 として求 め られ る。

また、放送番組の利活用を図 るとともに、増大す る番組需要 に対応す るためには、放送番組の

受信装置 とパ ソコン との技術方式の共通化 を図 るこ とが必要であ る。 これにより、放送番組のパ

ソコンでの利用、パ ソコンソフ トの放送受信装置での利用が可能 とな るものであ る。

さ らに、資本 ・人材面 において小規模事業者が大 きな割合 を占める放送番組制作業 においては、

資金調達や人材確保等 を円滑 に行 えるよ うな体制を整備す ることも大 きな課題であ る。郵政省で

は、8年9月 か ら 「放送 ソフ トの振興 に関す る調査研究会」 を開催 し、 こうした課題 に関す る検

討を行 っている。

(4)利 用格差是正に関する課題

従来 、放送のチャンネル数 には限 りがあった ことなどか ら、視聴覚障害者や在 日外国人等 は、

必ず しも放送の利便 を十分 に享受で きる状況 になかったが、放送のデ ジタル化は、 こうした方々

が十分 に放送の利便 を受 け られ るよ うな形で進 め られ るべ きである。 そのためには、視聴覚障害

者向 けや在 日外国人向けの専門放送が実現 され るとともに、可能 な限 り多 くの番組 において日本

語字幕放送、解説放送 や複数の外国語放送が利用で きる環境 を整備す ることが望 ま しい。郵政省

では、 こうした課題 に対応 す るため、5年 度か ら通信 ・放送機構 に設 けた基金 を原資 として障害

者利用 円滑化法 に基づ く助成 を実施 してきたが、9年 度か らは、一般会計 か らの補助金 を原資 と

す る新 たな助成制度 を創設す ることとしている。

また、現在、地上放送が1チ ャンネル も視聴で きない南北大東島を始 め として、地上波 による

放送の視聴が困難 な難視聴地域 が存在 している中で、地域格差 のない情報受信の体制 を早急 に整

備す ることが必要であ る。衛星 を利用 した多チャンネル放送の開始 はこうした地域格差の是正に

も有効 な もの といえる。

(5)グ ローバル化に関する課題

デ ジタル技術 の革新 や、社会経済 のグ ローバル化 を背景 として、放送産業 において もグ ローバ

ル化が進展 している。 また、今後 我が国において多数事業者間の競争状態が発生す ることが予

想 されている。 こうした状況 において、新 たなマーケッ トを開拓す る意味で、我が国独 自の番組

等 を生か した更 に積極的 な海外進出が望 まれている。 そのためには、国際的な放送 ソフ トの流通

を積極化で きるような流通体制 の整備、著作権等の権利処理 に関す る国際的なルール作 りを推進

してい く必要があ ると考 えられ る。郵政省では、映像国際放送、放送番組交流促進事業の推進等

を積極的 に行っている。
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(注1)

青少年に不適当な番組について自動的に視聴 を行わないようにする機能。

(注2)

現在放送 している番組データを電子的に受像機 に表示する機能。

(注3)

デジタル機器 とコンピュータを組み合わせて、放送・番組 を編集する方式。 これまでの編集方式に比べて、速

く、容易に編集で き、編集 を重ねても画像の劣化がな く、設備が コンパク トといった特徴を持つ。

(注4)

MPEG-2は 、現行テレビ、HDTVま で幅広い画質 レベル にフレキシブルに対応で きる、通信、放送、

蓄積メディアに関す る汎用的なデジタル圧縮方式である。

Audio、Video、Systemsの3つ のパー トか らな り、それぞれ音声圧縮方式、画像圧縮方式、多重方式 に対応

している。

(注5)

デジタル放送開始後 も、視聴者保護の観点から現行アナログ放送 を一定期間継続 して行 うこと。

(注6)

本節 における放送機器 とは、送信、編集機器等の放送装置及びラジオ ・テレビ受信機 ・ビデオ機器等の受信

機を指す。

(注7)

市場規模 は、放送事業は営業収益、放送番組制作業は放送番組制作部門の売上高、放送機器製造業 について

は放送機器の国内需要 を用いている。

なお、放送番組制作業 は 「郵政関連業実態調査報告書(郵 政省)」 等の数字を用いてお り、年度により回答

者数が異なる。

(注8)

ケーブルテレビは、特 に断 りの無 い場合、自主放送を行っているケーブル テレビを指す。

(注9)

BS放 送の うち、NHKに ついては4年 度から単年度黒字化、民間放送 については7年 度か ら単年度黒字化

している。

(注10)

9年2月 に、委託放送事業者 ・ケーブルテレビ番組供給業者77社 を対象 とし、 その経営動向等について調査

した もの。回答数は合計で42社 である。

(注11)

設備投資額のうち、放送番組制作業は放送番組制作部門における売上高 に対す る設備投資の比率(7年 度)

を用いた推計値、放送機器製造業 については売上高設備投資比率を用いた推計値である。

(注12)

雇用者数の うち、放送番組制作業は放送番組制作業務部門の雇用者数、放送機器製造業については、1人当た

り売上高を用いた推計値である。

(注13)

トランスポンダ とは、衛星に積 まれている中継器。

(注14)

トランスポンダの利用料金は・更 に細かい計算法によ り算出されているため、チャンネル数には反比例 しな

い 。
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(注15)

PPV(ペ イ ・パ ー ・ビュ ー)方 式 とは 、 視 聴 料 を月 額 方 式 で は な く、 視 聴 した番 組 に応 じて支 払 う視 聴 方

法 。

(注16)

郵 政 省 が 委 託 して 行 っ た ア ン ケ ー トで 、9年2月 に、 「日本民 間 放 送 年 鑑 」 に掲 載 され て い る番 組 制 作 会 社

938社 を対 象 と し、 その 経 営 動 向 等 に つ い て 調 査 した もの。 回 答 数 は121社 で あ る。

(注17)

調 査対 象 は、 地 上 放 送 に お い て は、NHK総 合 、NHK教 育 、TBSテ レ ビ、 フ ジ テ レ ビ、 テ レ ビ朝 日及 び

テ レ ビ東 京 で あ り、 衛 星 放 送 にお い て は、NHK衛 星 第1、NHK衛 星 第2及 び 日本 衛星 放送(株)(JSB)

で あ る。

スポ ー ツ、 コ ンサ ー ト等 明 らか に外 国 に お い て行 わ れ て い る もの につ い て は、 外 国 制作 に含 め、 ビデ オ ク リ

ップ 等 番 組 の一 部 で 外 国 制 作 素 材 を扱 っ て い る もの に つ い て は 、 対 象 外 と した。

(注18)

MSO(MultipleSystemOperator>

広 域 的 に 複 数 の ケー ブ ル テ レ ビ 局 を 運営 す る事 業 者 。 我 が 国 にお い て は、5年12月 に、 有線 テ レ ビ ジ ョン放

送 事 業 の地 元 事 業 者 要 件 が廃 止 さ れ た の を受 け て、 商 社 系等 の 多様 な資 本 が 、 複 数 行政 区 をサ ー ビ ス区 域 と し

て ケ ー ブ ル テ レ ビ事 業 を 展 開 して い る。

(注19)

視聴 覚 障 害 者 向 け 専 門 放 送 シ ス テム に関 す る調 査 研 究 の 一 環 と して、7年12月 に行 っ た ア ン ケー ト調 査 で 、

178人 の 視 覚 障 害 者 及 び557人 の聴 覚 障 害 者 か らの 回 答 を得 て い る。

(注20)

ケ ー ブ ル テ レ ビ網 を簡 易型 携 帯 電 話(PHS)向 け に利 用 した シ ステ ム。PHSの 基 地 局 を ケー ブル テ レ ビ

基地 局 に接 続 し、既 存 の ケー ブ ル テ レ ビ伝 送 路 をPHSの 伝 送 路 と して利 用 す る もの 。 新 た な伝 送 路 を敷 設 す

るの に比 べ て、 コ ス トの 削 減 を図 る こ とが 可能 。
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